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第1章　序 論

1－1　本研究の目的

　港湾や空港，鉄道などの公共的交通施設は，人や物の円滑な流動を通じて，地域や日本全体の経済社会の

発展に寄与することが必要である。日本は，資源を輸入し製品を輸出する加工型の貿易立国であり，資源

や製品の搬出入の拠点となってきた港湾は，日本経済の発展において極めて大きな役割を果たしていると

いうことができる。

　たとえば，昭和59年の日本の輸出金額の約90％は海運によるものである。日本の輸出品の大部分が

高付加価値工業生産品であることを考えると，海上輸出貨物の大半が外貿定期貨物であるといえ，過去，

現在，将来においてその重要性は変わらない。

　この外貿定期貨物輪送は，コンテナ化の進展とともに大きく躍進し，大阪湾や東京湾をはじめとして，世

界でも有数の国際貿易港の体系が整備されてきた。近年の外貿定期貨物の伸びには著しいものがあり，と

くに昭和42年にコンテナ船が就航して以来のコンテナ貨物量の伸びは目覚ましい。全国扱い量は，昭和

45年には650万トン，昭和50年には2，500万トン，昭和58年には6，000万トンを記録している。昭

和45年から50年の5年間で3．・8倍，年率平均30％の伸びを示し，昭和50年から58年の8年間で2．

5倍，年率平均1L9％の伸びを示している。このように，外貿定期貨物輸送に果たすコンテナ貨物輸送

の役割は極めて重要なものとなっている。

　今後の工業製品等の雑貨を主体とする外貿定期貨物需要の動向をみると，コンテナ貨物を中心として

順調に伸長し，昭和65年以降には，昭和55年の2倍程度の定期貨物需要が発生するものと考えられ

ている（ただし，在来定期貨物需要は減少すると思われる）。

　一方，東京湾，伊勢湾，大阪湾という三大湾の既存の外貿コンテナ港湾は，航路k・よび時期によっては，

港湾施設の取り扱い限度にまで達する場合もあるといわれている。また，背後圏内での陸上輸送を始めと

する貨物輸送体系への影響も除々に発生し始めていると考えられる。

　したがって，将来の定期貨物需要増に円滑に対処していくためには，既存の大港湾の拡充・整備のみな

らず，地方港を含めた全国的な外貿定期港湾の適正な整備と配置が必要である。

　ところで，今日に至るまでの港湾整備計画をふり返ってみると，現実的な観点からの整備すぺき港湾の

成立可能性，いわゆるフィージビリティスタディが欠けてきた。高度成長期の終焉を迎えた現在以降・公共

施設整備にも効率性を導入することが求められているが，このために，今後の港湾施設整備計画の策定に

あたっては，具体的な港湾ニーズを反映した計画手法の開発が必要不可欠となりつつある。

　本研究は，以上の観点から実施するものであり，外貿コンテナ貨物輸送を対象として，港湾の需要主体

である荷主や船社の企業行動を反映した港湾選択評価手法を開発し，港湾施設整備計画や配置計画の策定

に資していこうとするものである。

　具体的には，次に示す5つの課題について研究を行う。

1　一



①コンテナ貨物需要をもたらす荷主企業の行動の把握と港湾選択との関連の明確化

②　荷主企業の港湾選択行動の定量化と外貿コンテナ貨物需要を推計するための手法の開発

③港湾における貨物の取り扱いは，荷主による当該港の選択とともに，船社による寄港地の選択つまり

　配船を通じて具現化する。この船社の企業行動の把握と寄港地選定との関連の明確化

④船社の寄港地選定行動の定量化と船舶寄港需要を推計するための手法の開発

⑤③，④をトータルシステムとして総合化し，効率的かつ適切な港湾整備計画策定に必要な情報作成の

　ための実用的かつ有用な定量的手法の開発

1－2　本研究の内容

　以上の研究課題に対応して，まず第2章では，荷主の企業行動分析を通じて港湾選択基準について考察

を加える。

　本研究では，外貿定期貨物に注目し，従来より行われているマクロ的経済指標との相関による貨物量推

計手法ではなく，個々の貿易企業つまり荷主企業の行動を反映した定量モデル手法を提案するが，本章に

お・いて，その行動仮説について考察する。このために，まず，外貿貨物輸送における制度的制約としての

貿易取引形態とその条件1，Cついて，実態に基づいて整理し分析を加える。

　次に，外貿コンテナ貨物の国内輸送に際しての港湾選択主体を，やはり実態に基づいて明らかにし，そ

の選択基準について考察を加える。

　第3章では，港湾の利用主体のもう1つの核であるコンテナ船社に着目し，その企業行動を分析・体系

化する。まず，日本各港湾におけるコンテナ船の寄港現況を整理し，寄港地を決定する要因を考察する。

次に，寄港地選定要因の核である船社の個別的企業行動に分析を加え，コンテナ船社の寄港地選定の基準

を明らかにする。これとともに，制約条件となる海運同盟の制度を整理し，個別船社の寄港地選定行動と

の関連を明らかにする。

　第4章では，第2章で考察し体系化した外貿コンテナ貨物輸送にお・ける荷主企業の港湾選択構造を定量

モデル化し，企業の合理的な港湾選択行動に基づく港湾貨物需要予測手法を開発し提案する。これを「荷

主の港湾選択モデル」と名付ける。従来の港湾貨物需要予測は，背後の経済諸量（工業出荷額）などとの

相関分析により行われていたが，本研究で提案するモデルでは相関分析は用いない。また，モデルの有効

性を，既存データを使用した現況再現性により確認する。

　第5章では，コンテナ船寄港需要の予測手法を「船社の寄港地選定モデル」として提案する。まず，港

湾貨物集荷量（ポテンシャル）を与件として，同盟コンテナ船社の利用可能性（本船寄港またはフィーダ

ーサービスの提供）および利用可能時の配船可能数を導きだす一連の方程式群を提示する。次いで，現況

データをモデルにインプットし，理論的配船可能数と実績の配船数を比較し，モデルの適合度について考

察する。

　第6章では，以上を総合化し，外貿コンテナ港湾の配置計画を策定するための定量的手法として，港湾

選択モデルを提案し，その応用について考察する。

　港湾選択モデルは，第4章で提案した荷主の港湾選択モデルk・よび第5章で提案した船社の寄港地選定
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モデルを統合し，それに港湾選択評価手法を付加したモデルである。これは，企業の行動原理である経済

合理性を踏まえて全国や地域の外貿コンテナ港湾の配置を決定することができる手法である。そして，全

国の外貿コンテナ港湾配置計画案をケーススタディとして港湾選択モデルを応用し，モデルの実用性，有

用性を明らかにする。

　第7章では，特定の港湾をとりあげ，それが外貿コンテナ港湾として成立可能かどうかという一種のフ

ィージビリティスタディにおける港湾選択モデルの適用可能性と有用性を提示する。

　このために，九州山口地域を背後圏とする関門港と博多港をとりあげ，外貿コンテナ港湾としての成立

可能性を，港湾選択モデルを用いて航路別に検証する。

　また，日本海側の新潟港，富山伏木港，敦賀港をとりあげ，同じく外貿コンテナ港湾としての成立可

能性の評価に港湾選択モデルが部分的に用い得ることを明らかにする。

　以上の本研究の内容および本論文の全体構成を図1．Llに示す。

　　　　　　　　　　　　　　　（2章）

「一一一一一一一一一一一一一一一一『一一一一一一一

　　　　　　　　　　　貿易貨物流動の

　　アンケート調査

　　ヒアリング調査

　　　　　　　　　　　荷主の港湾選択

　　　　　　　　　　　行動とその基準

　　　　　　　　　　　の考察
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．一＿＿＿　＿＿＿＿＿＿」

　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一1

　　　　　　　　　　　荷主の港湾選択
　　　　　　　　　　　構造の定量モデ
　　　　　　　　　　　ル化

荷主の港湾選択

モデルの提案

同モデルによる現

況再現性の検証

港湾配置評価

手法の考察

　　　　　　　　　　　　　　（3章）
「一一一一一一一曽一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1

　外貿コンテナ船社の寄港地

　選定の実態の整理と考察
　　　　　　　　　　　　　　アンケート調査

　　　　　　　　　　　　　　ヒアリング調査
　船社の寄港地選定行動とそ

　の基準の考察　　　　　　　　海運同盟制度の

　　　　　　　　　　　　　　分析

繋欝罐
社造船構化

船社の寄港地選定

モデルの提案

同モデルによる現

況再現性の検証

全国コンテナ港湾配置
計画へのモデルの応用

　貿コンテナ港湾の成

　可能性評価へのモデ

ルの応用

外貿コンテナ貨物t

予測手法の考察

図1．1．1　本研究および論文の全体構成
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第2章　荷主の企業行動分析に基づく港湾選択基準の考察

2－1概　　説
　港湾計画は都市計画と密接な関連を持ち，ともに計量的な思考による計画手法が不可欠であ詔計画の策定

において重視される要素の1つに施設規模決定のための貨物需要予測があげられる。従来は，経済活動相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
互の関連に着目した予測手法が種々考案されてきた。

　これらの手法では，港湾背後圏のマクロ経済指標をベースにして貨物量を推計する方法論が展開されてい

る。本研究では，外貿定期貨物に注目し，背後圏の個々の貿易企業つまり荷主企業の行動を反映した港湾

選択評価手法を提案し，それにより外貿貨物需要予測が可能なことを示すが，本節においてその行動仮説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3），4），5）
の考察を行う。このような個々の行動を反映させた定量モデル化手法が最近いくつか提案されている。

　外貿定期貨物輸送においては，通常，フルコンテナ船または在来船が用いられる。両船種の中間的な形

態としてセミコンテナ船があり，また最近は輸送革新船としてのRO－RO船や多目的船なども就航し始

めている。貿易を行う企業は，商品の形状，価格，輸送時間，輸送コストなどの制約下で最も適当な船種

を選び，また，利用港を選択する。このような個別企業の選択行動の結果が集約されて港湾貨物需要（取

り扱い量）という統計数値に集大成される。したがって，貿易企業個々の港湾選択行動を分析し，その定

量化を図ることが，より厳密かつ推計結果の持つ意味を具体的に解釈しやすい港湾貨物需要の推計手法の開

発に有効である。

　まず，2－2では，本章の考察の基礎となる外貿貨物輸送va　kける制度的制約としての貿易取引形態と

その条件について，実態に基づいて整理し分析を加える。

　次va　2－3では，本研究の主対象である外貿コンテナ貨物をとbあげ，その国内輸送に際しての港湾選

択主体について考察を加える。港湾選択主体の行動が，外貿コンテナ貨物輸送を規定する大きな要因であ

る0

　2－4では，以上のようにして明らかにした港湾選択主体が利用港湾を選択する基準について，やはり

実態調査に基づいて考察を加える。

　最後va　2－5で本章の結論をとりまとめる。

2－2　外貿貨物輸送における貿易取引条件

　2－2－1　はじめに

　本節では，外貿貨物輸送の制約条件となる貿易取引条件について考察する。このため，まず2－2－2

において貿易取引の分類を行う。次いで，2－2－3では国際貿易取引条件の分類について検討を加える。

2－2－4では，国内取引条件を分類する。2－2－5では，以上に基づいて国内貨物輸送と貿易取引条

件の関係を明らかにする。
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　2－2－2　貿易取引の分類

　貿易貨物，たとえば，輸出貨物が生産地から輸入国内の消費地に外航海運を利用して輸送される際には，

必ず少なくとも次の2段階の貨物の受け渡しが行われる。第一は，貨物輸出者と船会社との受け渡しであ

り，第二には，船会社と貨物輸入者との受け渡しである。

　通常の貿易取引では，貨物輸出者は生産者（メーカー）または，その代理店であり，一般にこの2段階の

受け渡しが基本である。しかし，とくに日本からの輸出入においては，日本独特といわれる商社機能（厳

密な定義は難しい）を考える必要がある。商社が取引に介在する場合，貨物輸出者は（法的には）商社と

なり，貨物の生産者と商社との間の受げ渡しが生じる。

　一般に，商社が介在しない貿易取引を直接貿易（直貿と略される）と呼び，商社が仲介する貿易取引を

間接貿易（間貿と略される）と呼ぶ。直接貿易，間接貿易における国際間・国内の受渡し条件は多岐にわ

たるが，ここでは，すべてを総称して「貿易取引条件」と名付ける。この貿易取引条件は港の選択を行う

際の基本的な制約条件となる。

　2－2－3　国際貿易取引条件の分類

　国際貿易取引は日本経済を支える基盤であるが，言語，風習の異なる多数国の企業間の古い歴史を持つ

取引の形態であるため，必要最小限の共通のコンセンサスが慣習的に形成されてきた。これが万国共通の

インコタームズ（Incoterms：International　Commercial　Terms）と総称され，一般的かつ慣

用的に用いられてきている。商品輸送の責任範囲の明確化が最も重要な案件とされ，これが貨物の受け渡

し条件を規定し，貿易貨物の受け渡し場所である港湾選択に対する制約条件となる。

　インコタームズは一般の慣用的な略称であb，正式には国際商業会議所（International　Chamber

of　Commerce）が制定した「貿易条件の解釈に関する国際規制」（International　Rules　for　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
Interpretation　of　Trade　Te　rms）と呼ばれる。

　貿易の定義は厳密には難しいが，2国間以上にまたがる物品の売買であるということができる。日本の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）
民法では，「売買」の定義を「財産権と金銭の交換契約」と定義している。　「財産権」とは，物（権）を

はじめとする譲渡性のあるもののことである。貿易は，物の売買契約の成立とその履行によって遂行され

ることになる。

　売買は商活動の基本であり，解釈如何によっては種々の紛争の発生につながるため，国際的に統一され

た売買法が必要となるが未だに制定されていない。しかしながら，商品の破損や粉失などの事故の際の売

手と買手の責任範囲を明確にするために，統一的な貿易取引条件の規定が必要とされ，1953年に9種類の

定型貿易条件が制定された。ただし，国際法や条約としての取り決めではなく，あくまでも貿易慣習を純

化統一した国際規則として制定されている。

　このインコタームズによれば，貿易取引条件は，表2．・2．1に示すように，7種類の積地条件と2種類の

揚地条件の合計9種類の条件に肘らぬご）．のうち旧本の対外貿易でよく用いられるのは，積地条件

の中のFAS，　FOB，　CIF，　C＆Fである。

　FAS（Free　AIong　Side）　「船側渡し」は，プラントなど重量物などの貿易によく用いられる条件
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である。売手の責任範囲は外航本船の船側までとなる。船側から本船に積み込む以降は買手の責任範囲と

なる。重量物は，船側から本船に積み込むまでが非常に事故が発生し易くまた責任範囲があいまいにな

り易いために，このような条件が制定されている。

　FOB（Free　on　Board），「本船渡し」は，買手指定の本船に積み込むまでが売手の責任範囲である。

本船にて売手と買手の受け渡し，つまり所有権の移転が行われる。これ以降は買手の責任範囲となる。し

たがって，輸出国から輸入国までの海上運賃は買手持ちである。この条件は，次に述べるCIF・C＆Fと

ともに非常に多く用いられている。とくに，輸入側が自国籍船を利用したいときにはよく用いられる。

　CIF（Cost，Insurance，Freight）とC＆F（Cost＆Freight）は，輸入国港渡しとでも云う

ぺき条件である。前者は輸出側の商品コストとしてFOB価格，運送中の保険料，海上運賃を込みにして，

また，後者は商品コストとしてFOB価格と海上運賃を込みにして，貿易商品の価格が決められるという

条件である。したがって，海上運賃は売手負担であり，形式的には，売手の責任範囲は輸入側の港で商品

を買手に渡すまでということになる。しかし，通常は，本船の運航船社（外航船社）が売手より荷を受け

てから買手に渡すまでの責任を負うので，実際の売手の責任範囲は貨物を本船に積むまで，つまり，FOB

の場合と同じことになる。

　FOBとCIF（C＆F）が日本の貿易に多い現況は，表2．　2．2の西日本メーカー荷主アンケート結果に示

すとfoりであb，両者の比率は，ほぼ半々であるということができ呂9

表2．　2．・1　インコタームズによる貿易取引条件の分類

名　　　　称 内　　　　容 受け渡し条件

積　地　条　件

Ex　work

eOR（Free　on　Rail）

eAS（Free　Alo㎎Side）

eOB（Free　on　Board）

b＆F（Cbst＆Freight）

bIF（Q）st，Insurance，Fre　ight）

barriage　paid　to…

工場渡し

ﾝ車渡し

D側渡し

{船渡し

^賃込み渡し

^賃，保険料込み渡し

A送費済み渡し

輸出国

､上渡し

A出国港渡し

A出国陸上渡し

条揚

薯n

Exship

dxquay

着船渡し

ﾓ頭渡し

輸入国港渡し

A入国陸上渡し

一　6　一



表2．2．　2　西日本メーカー荷主アンケートによる国際貿易取引の現況

輸　　　　出 輸　　　　入

件　数 ％ 件　数 ％

C＆F又はCIF

@　FOB
ｻ　　の　　他
ｼ　　貿　　計一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　←　　　一　　＿

ﾔ　　貿　　計

　36

@31

@－
@67－一一一一一

P03

2L2

P＆2

@－
R9．4－一一一一

Uα6

　26

@19

@－
@45－一一一一一

P06

　17．2

@126

@－
@29．8－一一一一一

@7α2
注）メーカーに対するアンケートであり，間貿の場合の国際貿易取引

　　条件は不明である。

　2－2－4　貿易貨物の国内取引条件の分類

　間接貿易の際の生産者または消費者と商社間の取引条件は，国際間の場合と異なり，統一的に制定され

た規則の類は存在しない。慣習的にいくつかの取引形態に分けられている。ただし，日本国内での取引で

あるため，制度，風習の相違による誤解発生の恐れがないこと，商社の取引圏域は全国にまたがっている

ため地域により取引条件の内容が異ならないこと，などから明文化の必要性は小さいと考えられる。

　国内の取引条件は，取引の実態からみると，現状では慣習的に次の表223に示す3つの形態に分けら
　　11）
れる。

　このうち，Exgodown　：商社指定場所渡しは，従来の取引形態の大宗であり，現在でも主流である

ということができる。この取引条件では，生産者は商社指定場所に貿易貨物を搬入する義務があるため，

明らかに港の選択は商社の利便に基づいて行われる。結果として，現実に見られるような合理性の観点か

ら律しきれないような貨物輸送，たとえば，中部生産貨物が最寄りの名古屋港ではなく，神戸港の港頭倉

庫に搬入される現象が生じる。各港湾の貨物扱い量（需要量）が距離の近接性で区分けされる港勢圏（ま

たは背後圏）の貿易規模と必ずしも相関しないのは，この理由にもよる。

表2．・2．3　貿易貨物の国内取引条件の分類

：lll㍍。、：㌶：灘慧；：IFS）渡コSh・ppe・は商社

Makerls　CIF　　商社はコミッションのみ受け取る一Shipperはメーカー

　Makerls　FOBは，商社の指定する本船渡しの条件である。この条件において，遠洋航路のコンテナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　注1）
貨物輸送にみられるフィーダーサービスが適用可能な場合には，生産者の利便性を考慮した港湾の選択と

輸送経路の選択が可能となる。すなわち，最寄り港に商社指定本船の寄港予定がなくても，当該港がフィ
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一ダーサービスの受けられる港湾一フィーダーポートーであれば，その港の利用が可能となる。フィ

ーダーポートでの貨物受け付け締め切り時間は，一般に本船寄港地より1日早いので，この点を考慮に入

れて貨物搬入を行えぱ，フィーダーポートでのMakerlsFOBという条件の遂行が可能となる。

　Makeピs　CIFは，生産老が輸入港への海上運賃まで支払う条件であり，実質的には直接貿易における

CIFと同等である。異なる点は，商社を仲介することによるコスト（コミッション：口銭）を負担する

必要があることである。したがって，生産者の利便で港湾および輸送経路の選択が可能である。

　2－2－5　国内貨物輸送と貿易取引条件の関係

　以上述べた直接貿易における海外との貿易取引条件および間接貿易における国内での受け渡し条件は，

いずれも貨物の売手側と買手側の受け渡しまでの費用と責任を明確化するものである。この貨物の受け渡

しは，海上輸送を利用する場合には港湾において，また，航空輸送を利用する際には空港にかいて行われ

るのが，最も経済的であり，実際va　一一般的である。

　貿易取引においては，このような貿易取引条件のみでなく，貨物の受け渡し時期の明確化も重要であり，

取引契約の中に必ず盛b込まれる。貨物の受け渡し港湾，つまb利用港が確定されれば，売手側は，受け渡

し締め切b日に合わせて貨物の国内輸送を行う。売手側にとって最も経済的な国内輸送は，貨物の発生源

（生産地）または集中源（消費地）から港湾まで輸送コストが最小化される経路，方法で実行される。

　この際にコンテナ貨物輸送では，先に述ぺた船社によるフィーダーサービス制度の存在により，2つの

ルートの選択が理論上可能となる。第一は，貨物の発生・集中源から本船の寄港地への輸送ルートである。

在来船利用においてはすべてこのルートとなるが，フイーダーサー一・ビスは利用されない。第二は，貨物の

発生・集中源から本船の寄港しないフイーダーポートへの輪送ルートである。このルートでは，フイーダ

ーポートから本船寄港地までは，船社の費用負担（全額または一部）と責任でブイーダーサービス輸送が

実施される。

　これから分るように，コンテナ貨物輸送においては，2種類の港湾貨物需要が存在する。第一は，本船

に積み卸しされる外貿貨物需要である。これが港湾法でいう外貿貨物に相当し，指定統計である港湾統計

に記録される。第二は，ブイーダーサービスを受ける港湾貨物需要である。フイーダーポートと本船寄港

地間を内航輸送もしくはトラック陸送されるため，港湾法にいう外貿貨物には相当しない。しかしコンテ

ナヤードやコンテナフレートステーションあるいはガントリークレーンなどのコンテナ港湾施設を利用す

る貨物であることには変わりない。このため港湾整備計画樹立には重要であるという認識が広まり，フイ

ーダー貨物輸送についての統計を収集し独自に公開する港湾管理者が出現し始めている。

注1）フィーダーサービスとは，船会社による貨物の横持ちサービスのことである。外貿海上輸送の主流

　　となったコンテナ船は，船舶をコンテナ貨物専用に建造し，かつ高速度の維持が要求されるため，在来

　　船より船価が大幅に高い。このため，本船寄港地をなるべく限定してピストン輸送を行い，運航合理化

　　を促進することが不可欠となる。しかし，これは在来船時代と比べると大幅なサービス低下につなが

　　る。そこで，本船寄港のない港湾でも貨物扱いが可能となるように，当該港から本船寄港地までの貨

　　物輸送を船社の費用（全額もしくは一部）と責任で行うフィーダーサービスが実施されだした。
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　このように，どの港湾が選択されるかにより港湾貨物需要が大きく左右される。したがって，港湾選択

の過程を明確にすることが，貨物需要予測を精致に進めかつ，予測結果を具体的に港湾整備計画策定に活

用する上で大きな意義を持つ。次節以下では港湾を選択する主体と選択の基準について考察を加える。

2－3　コンテナ貨物輸送における利用港湾の選択主体

　2－3－1　はじめに

　海運を利用する外貿貨物輸送では，国内売手側と海外買手側の貨物の受け渡しは，必ず海上輸送主体す

なわち船社を経て実行される。先の貿易取引条件でみたように，売手側と買手側の輸送費用負担範囲と責

任範囲は断点がないように決められるが，海上の輸送責任は実際には船社が請け負う。つまb，売手側の

輸送責任範囲は実質的に船社に貨物を引き渡すまでであり，これ以降は，売手側あるいは買手側を代行し

て船社が責任を負う。したがって，船社が売手側あるいは買手側とどのような条件で貨物の授受を行うか

が港湾選択において大きな意味を持つが，本節では，この選択を行う主体について考察を加える。

　まず2－3－2では，利用港湾選択と利用船舶選択の関係について検討を加える。2－3－3では，利

用船舶を選択する主体を明らかにするとともに，2－3－4において港湾選択主体について考察を加える。

　2－3－2　利用港湾選択と利用船舶選択の関係

　在来定期船の利用による外貿貨物輸送では，フィーダーサービスが一般には存在せず，本船寄港地にお

いてのみ貨物の本船積み卸しが可能である。したがって利用港湾として選択される港湾は唯一，本船の寄

港する港湾である。利用船舶が選択されれば当該船舶の寄港する港湾が同時に確定する。すなわち，利用

港湾選択と利用船舶選択とが同等の意味を持つということができる。

　一方，コンテナ貨物輸送，とくに，先進国航路では，本船寄港地だけでなく，本船寄港地までフィーダ

ーサービスの実施されるフィーダーポートの選択が可能となる。これは，利用船舶の寄港する港湾を選択

しなくてもよい，つまり，利用船舶選択と利用港湾選択が同等でない場合があることを意味する。たとえ

ば，北部九州で生産される北米向け輸出コンテナ貨物の例をとると，貨物搬入港（船社の荷受け港）とし

ては関門港が選択され，利用船としては神戸港寄港船の選択されることが通例であり，また，（売手側か

らみて）経済合理的である。関門港から神戸港までの輸送は，船社のフィーダーサービスが実施される。

　西日本地方荷主アンケートをみても，西日本にお・いて船積卸し港として阪神港を利用する荷主のうち，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）
22％（13件）が北九州港を受け渡し港（貨物搬出入港）として利用している。
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表2．　3．　1　西日本の外貿定期貨物の

　　　　　受け渡し港と搬入港 （件）

　　　P港受け渡し港

京　浜 阪　神 関　門 その他 合　計

京　浜 4 一 一 一 4

阪　神 一 46 1 4 51

関　門 一 13 52 2 67

その他 一 一
2 70 72

合　計 4 59 55 76 194

注）京浜港：東京港，横浜港

　　阪神港：大阪港，神戸港

　この場合，利用搬出入港の選択基準と利用船の選択基準は，必ずしも一致しない。

　ただし，中後進国航路のコンテナ貨物輸送では，競争が激しく海上運賃が安いため，コスト増を招くフ

ィーダーサービスを実施していない船社が多い。フィーダーサービスがない場合，利用船の選択と利用港

の選択が同等の意味を持つ。

　在来定期船輸送では，本船への積み卸し港と搬入港が一致するため，利用船の選択が，そのまま利用港

の唯一の決定になるが，コンテナ船による輸送では，以上に示したように利用船の選択と搬入港の選択を

分けて考える必要がある。以下では，各々の選択主体について考察を加える。

［）1）1）i

tl）1））枇入港・利用船社・

　　　　　　同時選択

　　　　　　　　　　東京・横浜港

港の選択

図2．　3．1　船社選択と港湾選択の関係の概念図
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　2－3－3　船舶選択主体の把握

　日本と海外との貿易取引契約は，FOB，または，　CIF（C＆F含む）が大宗である。前者では，海外

買手側が海上運賃を負担し，後者では国内売手側が海上運賃を負担する。船社は，運賃負担者に対して運

送責任を負う。船舶の選択は，明らかに海上運賃負担者に権利行使権がある。CIF契約では国内売手側

が選択主体であり，FOB契約では，海外買手側が選択主体となる。しかし，コンテナ貨物輸送では，事

実上の船舶選択主体は，取引契約に関わらず，大部分が国内売手側となる。これは，海外では日本寄港地

での海運事情が明確に把握できないためである。（日本への輸入の場合，全く同様に海外売手側が船舶を

選択することが多い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13）
　たとえば，阪神地方での企業アンケートによっても，この点を確認できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2．3．2に示すように，

船舶の選択において製造業つまり貿易メーカーでは，自主判断が，57．4％，国内商社判断が27．　7％で

あり，合計85．1％が国内売手側の判断（選択）であると回答されている。また，商業では87．5％が自

主判断である。一方，相手国取引先が決めるという回答は製造業で6．4％，商業で9．6％であb，輸入側

が船社を選択することは極めて少ないということができる。また，在来船輸送でみられるように船舶選択

に港運業者が大きな役割を果たすことも稀である。メーカーや商社，すなわち荷主自身が船社を決めるこ

とが圧倒的に多い。

27．7％

製造業

不明
O．6％

自主判断

57．4％

9．6％

商

業

港と同時CC
決まる1・1％港と同時

O．6％　　　に決まる
　　　　　　　3．2％

　　　　　　港
運・船舶代理店

1．6％

　6．7％

tt’・’，／1．i，／／1，liii・11」・tt，，x

製造業

騨

璽港運業
船舶代理業

醐
聯

図2．3．　2　船舶選択主体の現況

　2－3－4　港湾選択主体の把握

　輸出貨物の生産地から出荷し船積みに至る（あるいは輸入貨物の船卸しから消費地への入荷に至る）ま

でには，輸送コストをはじめ種々の国内コストが必要とされる。これらの多様なコストを，ここでは流通

コストと総称する。利用港湾の選択権は，流通コストの負担関係と密接な関連を有する。

　貿易取引形態は，前述のように貿易メーカーが直接海外と取引する直接貿易と商社が仲介する間接貿易

に分けられる。
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　直接貿易では，メーカーが貿易貨物の荷主であり，生産・消費地から利用港（フィーダーポートまたは

本船寄港地）までの流通コストを負担する。つまり，メーカーが利用港を選択する権利を有する。

　間接貿易では，メーカーと商社との国内取引条件により，費用負担関係が異なる。国内取引条件は，前

述のようにExgodownとMaker’s　FOB，　Maker’s　CIFに大別される。

　Exgodownでは，メーカーが商社指定場所（倉庫CY・CFS）までの諸費用を負担し，商社が指定場

所と船社との貨物受渡し地間の諸費用を負担する（商社指定場所がCY・CFSのとき，商社の費用負担はな

い）。一般には港頭倉庫・上屋等の受け渡し場所指定が多いため，商社による倉庫・上屋の位置選択がそ

のまま利用港の選択につながる。この港頭倉庫・上屋は，ロット極大化，詰め合わせ，保管あるいはコン

テナ詰め・コンテナ取り出し等を行うためのストックポイントとして利用される。通常は商社がメーカ

ーの所在地とは関係なく，自社の利便性から独自に指定する。つまり，Exgodown　における港湾の選

択主体は荷主である商社である。

　Maker’s　FOB，　CIFではいずれの場合も本船に積むまで（あるいは本船から卸した後）の費用は原則

的にメーカー負担である。したがってメーカーに利用港の選択権がある。フィーダーサービスの使用が可

能であればメーカーはフィーダーポートを利用できる。

　以上の契約形態を地方荷主アンケートからみると，地方では，貿易取引の3割弱が直貿，6割強が間貿

とな器』のうち，E。g。d。w。とM。k，，’、　F・BとCIFの比率は，概ね・・2・・になるものと思

われる。結局，メーカーが自社選択を行ない得る最大の割合（直貿十Maker’sFOB十CIFの比率）は

全体の6割程度となる。それ以外は，商社により港湾が選択されていると考えられる。

表2．　3．　2　間貿における国内取引条件

（件、％）

東北荷主 西日本荷主 合　　　計

直　　貿　　計 16　（27．1） 53（273） 69　（27．3）

間　　貿　　計 39　（66．1） 121　（624） 160　（632）

Exgodown 16　（271） 43（222） 59　（233）

Maker‘sFOB 17　（2＆8） 37（191） 54　（21．3）

Maker’sCIF 1　（1．7） 33（170） 34　（134）

他 5　（＆5） 8　（41） 13　　（51）

他（不明等） 4　（6．8） 20（103） 24　　（95）

合　　　　　計 59（1000） 194（10α0） 253　（1000）
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　ただし，自国商船隊を有する外貨の乏しい国や商船隊を育成中の国への輸出では，FOB契約での輸入

国籍船の利用が義務づけられる。これは中後進国航路に多いが相手国籍船社のコストアップになるフィー

ダーサービスは一般に実施されない。この場合は，輸入国籍船の寄港地が自動的に選択される。

　これらの結果をまとめると，港湾の選択主体は，表2．　3．3のようになる。

表2．3．3　港湾選択主体のまとめ

メーカー 商　　社 外国業者

直　　　貿 ○
一般的

ﾈ貿易’

Exgodown ○間貿

そ　の　他 ○

自国船を持つ中進国との貿易 ○

　以上から明らかなように，コンテナ貨物輸送では，日本国内における利用船舶の選択主体と利用港湾の

選択主体は，ともに日本の荷主（メーカー，商社）である。荷主最寄りの港湾が充分な寄港頻度であれば，通常

は，その港が唯一選択され，船舶の選択は港湾選択と同等である。荷主最寄りの港湾が，本船の寄港しな

いフィーダーポートの場合，その港に搬入するか，本船寄港地まで自ら輸送するかの選択が行われる。

　すなわち，複数の港を対象とした，港湾選択行動が発生する。

2－4　コンテナ貨物輸送における利用港湾の選択基準

　2－4－1　はじめに

　本節では，港湾選択主体による利用港湾の選択基準について考察する。2－4－2では，港湾選択主体

による行動を2つに分類する。また，2－4－3では，そのうちの1つの行動，生産地からの港湾選択に

ついて検討し，2－4－4では残りの行動，すなわちストックポイントの立地場所選択について検討する。

2－4－5で荷主の港湾選択行動仮説を構築する。

　2－4－－2　港湾選択行動の分類

　コンテナ貨物輸送における港湾選択主体は一般に日本のメーカーもしくは商社である。直接貿易bよび

間接貿易におげるMaker’s　FOB，　Maker‘s　CIFではメーカーが利用港湾の選択主体である。間接貿易

におけるExgodownでは商社が選択主体である。

　メーカーが選択主体の場合，国内多数メーカーの多品種商品を扱う商社の貿易と比べると，貿易貨物は

当該メーカーの（高々）数工場で生産される特定商品に限られる。このため，港頭に仕訳・保管を行うス

トックポイントを設ける必要は特になく，生産工場あるいは内陸ストックポイントから最も利便性の高い

港湾が合理的な利用港として選択される。

　一方，商社が港湾選択主体の場合，特に大手総合商社においては，多数の国内メーカーと多品種の
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貿易貨物を取引する。このために，保管・仕訳および品ぞろえのためのストックポイントが，メーカーと

の受け渡し場所として必要になる。通常このストックポィントは，船積みに便利な横浜・神戸港のような

既存大港湾に設置されてお・り，事実上，選択される港湾はストックポイント立地場所に固定化されている

に等しいと考えられる。つまり，ストックポイントの立地が港湾の選択を決定していることになる。

　以下では，前者を「生産地からの港湾選択」とし，後者を「ストックポイントの立地場所選択」として

港湾選択行動の考察を行う。

　2－・4－－3　生産地からの港湾選択行動の基準

　表2．4．1に示す地方荷主に対するアンケート結果からみると，（コンテナ貨物に限らず）第一の港

湾授臓し港腿択基準は「esaでの国内輸送費用」である鵠二の難は，ぽ帷し港と船積み港

が一致するときの）「港の船舶寄港頻度」である。このほかには，「港運業者の信頼度」や「従来からの慣

習的利用」等も重要とされる。より多くの港が選択可能な大都市地域では，選択要因に多少の幅がある。

たとえば，阪補主ア．ケート（北米航路。ンテナ貨物の荷主のみ）で㎡ξ〉「船舶寄港頻度が多い（25

％）」，「港までの輸送時間が短い（16％）」，「港運業者が信頼できる（13％）」，「国内輸送費

が安い（12％）」，「種々の船会社が選べる（10％）」，である。

表24．1　地方荷主アンケートによる受け渡し港選択理由　（件数，％）

東　北 白 社　　　　選 択 他社選択
．一一一一

猷　理由 国内輸送コストが 便数が 港運業者
ﾌ信頼度

種々の
D社を

昔から

?pし
商社が
w　定

船社が
w　定

その他 合　計

港 安　　い 多　い 　　ｪ局い 選べる ている す　る す　る

一一京　　浜 6 5 2
一

4 17 1
一

35

阪　　神 一 『 一 一 一
1

一 一
1

関　　門 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一

その他 3
一 一 一

2 6
一

12 23

合　　計 9（153） 5（＆5） 2（a4） 一
6（10．2 24（40の 1（1．7） 12（2α3 59（10α0

西日本 自 社　　　　選 択 他社選択

選択 国内輸送 便数が 港運業者 種々の 昔から 商社が 船社が その他 合　計

コストが の信頼度 船社を 利用し 指　定 指　定
港 安　　い 多　い が高い 選ぺる ている す　る す　る

京　　浜 『
1 1

一 一
2

一 一
4

阪　　神 3 19 一 一 一 22 1 6 51

関　　門 37 7 1
一

4 11 一
7 67

その他 18 3
一 一

1 5
『 45 72

合　　計 58（299） 30（155） 2（1．0）
一

5（26） 40（2α6） 1（0．5） 58（299） 94（10α0）

注）地方荷主としてメーカーのみが対象となっている。
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　これらの要因が重視される原因を多くの（各種航路の貿易を行う）企業にヒアリングし整理・考察した

結果は表2．　4．2　va示されるとおりとなる：7）

表2．4．2　港湾選択理由の明確化

選択理由 選　択　理　由　で　重　視　さ　れ　る　要　因

・　B／L換金が早くなり，輸出業者の金利負担が軽減する。

寄　　港　頻　度 ・　早い船積み，早い仕向港到着により輸入業者の金利負担が軽減する。

・　万が一，船積みが遅れたとき代替船の確保が容易である。

輸　送　時　　間 ・　輸送時間が短かければ，船積み締切間際の出荷でも間に合う。

国内輸送費，道路網 ・　港までの道路網が良ければ，輸送費が軽減できる。

・　バイヤー指定船を容易に選べる。

・　盟外船の利用により海上運賃が安くなる。

・　仕向港に早く着く船を選択することで輸入業者の金利負担が軽減する。

船社の選択多様性 ・　スケジュールの確実な船を選び，計画的船積みを行うことによリコス

トを節約する。

・　船積みスペースを確保し易い船を選ぶことで安定的に輸送できる。

・　船積み締切後でも船積みしてくれる船社を選ぶことでリスクを小さく

できる。

・　船社の消耗品，燃料などを買ってもらうために，特定船社を使って心

一証をよくする。

港運業者の信頼性 ・　商品に合った荷扱いにより，荷傷みが減少する。

注）B／L Bills　of　Lading，船荷証券

　このような要因のうち，特に重要と考えられるのは，直接にコストへ影響する「国内輸送コスト」と「

寄港頻度」であるff。　2｝Wt送時間」は，輸送費に反映される。また，「港運業者の信頼度」も，実際には港

間で大きな差はないと考えられる。さらに，「船社の選択多様性について」は，フィーダーサービス制度

の普及により，受け渡し港の選択要因としての比重が小さくなりつつあるものと考えられる。

　以上から分るように，重視される港湾選択要因は，貿易貨物を，「より安ぐ」，「より安全に」，「よ

り早く」相手先に輸送するための条件であるとも考えられる。コンテナ貨物輸送では，破損に対する安全

性は現在では充分に確保可能と考えられるため，結局，時間価値をも含めた流通コストを最小にするよう

な要因が，港湾選択に際して重要視されていると考えられる。

　すなわち，港湾選択行動の基準は，国内輸送費だけでなく，在庫金利負担のリスクも含めた「流通コス

トの最小化」という経済合理性であると判断して差し支えないと考えられる。

注2）船舶寄港頻度は最も重視される選択要因であるが，これは一種の在倉金利と密接な関連を持つ。こ
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の点を明らかにするため，貿易決済の方法について概略する。通常の貿易では，L／C（信用状）に

よる決済が主流である．まず，外国輸入業者が輸入手続きを経て嫡銀行桝釧に担保を納めて代

金支払保証を行うと，当該外銀がL／Cを開設し，国内の外為銀行にその旨を通知する。次いで国

内荷m，L／C条件疏じca出承認を受け躍船積みし洞時に船社よりB／L（船荷証券）の発行

を受ける。荷主はB／Lを外為銀行で換金し輸出代金の支払いを受ける。このB／Lは外銀を通じて

代金引換時に輸入業者に渡され，輸入業者はB／Lと引換に到着船より輸入貨物を受け取る。

　したがって，早い船積みは荷主の（原材料調達から代金入手までの）金利負担を軽減する。また，仕

向先への早い到着は，輸入業者の金利負担を軽減する。寄港頻度が多ければ，出荷から船積みまでの待

時間が少なくでき，また，万一特定船への船積みに遅れても次船への待時間が短くてすむ。この結果，

寄港頻度は荷主に最も重要視される。

⑪決済代金送付

（外国） （日左）

海外外為　Bank ⑩B／L送付 国内外為　Bank

　　　　　③L／C発行

AL／C発行依雇担保付与　　　　　④L／C開設通知
⑨／L換金

Imlめrter
iC。nsignee）

Exporter

iShipper）

⑥生産手

　　　　①売買契約締結

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　享　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船ナ⑬貨物魏　　　　　　　　　　講

⑧肌発行 ⑥㌘；グ

船　会　社⑭。／。提示貨物受領　船会社　o・ンテ・貨物輸送

注）　L／C：信用状、　B／L：船荷証券

　　数字は業務の順序

図2．　4．　1　貿易決済の方法

　2－4－4　ストックポイントの立地場所選択行動の基準

　大手の総合商社の港湾選択は，ストックポイントの立地つまり商社指定港頭倉庫の位置で主として決定

されてしまう。横浜港や神戸港におけるストックポィントの立地は歴史的経緯が古く，この立地場所選択

では従来からの取引業者との関連が重視されることもあり，必ずしも経済合理的な行動が行われていない

場合も多い。

　しかし，経済の安定成長期に入り，貿易物流コストに対する見方も厳しくなbつつあるのが現状である。
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これは，商社と国内メーカーとの契約で，Exgodown　契約から，メーカーが自由に港湾を選択でき，

流通コストをさらに低限可能となるMaker「s　FOB契約へと主流が移りつつあるという点に端的に表わ

されている。また，Exgodown　契約においても，長期的には，メーカーの流通コストを低減できるよ

うな港湾のストックポイントを商社指定場所とすることにより，メーカーとの取引価格その他の交渉が有

利になる可能性がある。

　特に，地方の有力メーカー荷主の場合，Exgodown契約であっても，商社との交渉により地方港に

指定場所を変えることは問題ないという認識が多い。現に，九州有力メーカーのほとんどは，商社に対し

rExgodown門司港頭」という条件でコンテナ貨物を輸出している。ただし，貨物がコンテナ単位に

まとまらない（LCL貨物）場合，フィダーサービスは提供されないことが多く，やはb，従来どおりの

rExgodown阪神港頭」になるケースもあるといわれる。

　つまり，ストックポイントの立地は，決して固定的ではなく，港湾施設整備状況や船社の誘致等の努力

によって，地方港へのその設置は充分に可能と考えられる。この場合の立地場所選択基準は，やはり，生

産地から港までのトータルの流通コストの最小化になる。

　2－4－5　経済合理性に基づく港湾選択

　以上の分析から明らかなように，コンテナ貨物輸送における港湾選択主体は，貿易取引契約に関わらず，

「荷主（メーカーあるいは商社）」であると結論付けられる。また，荷主による港湾選択基準は，国内輸

送費のみでなく，在庫金利負担をも含めた「流通コスト」であり，荷主の港湾選択行動は，メーカー荷主，

商社荷主に関わらず，「生産地から港までのトータルの流通コストの最小化」という「経済合理性」に基

づくという仮定が成立するものと考えられる。

2－5　結　　　語

　本章では，港湾における外貿コンテナ貨物需要推計手法の検討の基礎として，貿易に関わる企業行動に

着目し，実態調査を通じて行動の背景，港湾選択のプロセス，港湾選択の基準について考察を加えた。

　貿易企業行動の背景についての考察結果は次のとお・りである。

①企業による港湾選択行動は，貿易取引条件に制約される。この条件は，国際貿易取引条件と国内取引

　条件に大別・整理できる。

②　国際貿易取引条件は，日本側企業と相手国側企業との貿易貨物の受け渡し条件である。これは貿易貨

　物の受け渡し場所，責任範囲，コスト負担について国際慣習を条文化して決定されたルールである。受

　け渡し場所の規定が港湾選択の際の制約となる。

③国内取引条件は，主として日本に特有の貿易商社機能の介在に対応して必要となる。メーカーと商社，

　商社とユーザー（メーカー，小売店など｝との間の受け渡し場所の取り決めが港湾選択を規定する。外

　貿コンテナ貨物輸送においては，個有のシステムであるフィーダーサービスシステムの利用有無も港湾

　選択に影響する。

　次に，以上の港湾選択を行う主体について整理し考察を加えた。その結論は次のようにとりまとめら
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れる。

①企業による港湾選択には2つの種類があり，フィーダーサービスを利用した貨物搬出入港の選択と，

　貨物船積み・卸し港の選択に大別される。

②いずれの場合でも，予め港湾選択が海外から決められてしまう例外的ケースを除けば，港湾選択主体

　は日本の貿易荷主である。

　また，港湾選択に際しての基準についての考察結果は次のようになる。

①荷主の港湾選択行動は，輸出を例にとれば，生産地からの港湾選択と，ストックポイントの立地場所

　選択に大別される。

②いずれの場合においても，選択の基準は経済合理性すなわち必要コストの最小化である。具体的には

　次の5点が特に重要な選択基準となる。

　　i）船舶寄港頻度

　　lD輸送時間

　　jij）国内輸送費

　　jv）船社の選択多様性

　　V）港運業者の信頼性
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第3章　コンテナ船社の企業行動分析による寄港地選定基準の考察

3－1概　　説

　港湾における外貿コンテナ貨物の取扱いは，荷主による港湾の選択と，コンテナ船社の寄港地選定による

コンテナ船の寄港またはフィーB’一一サービスの提供とがともに成立して初めて可能となる。そこで本章では，

港湾の利用主体のもう1つの柱であるコンテナ船社に着目する。その企業行動を分析・体系化し，第5章

で提案する船社の寄港地選定モデル構築の基礎となる行動仮説について考察を加える。

　まず3－2では，日本各港湾におけるコンテナ船の寄港現況を分析し，寄港地を決定する要因を考察・

分類する。

　次va　3－3では，寄港地決定要因の核である船社の個別的企業行動に分析を加え，コンテナ船社の寄港

地選定の基準を明らかにする。

　さらva・3－4では，寄港地の選定に際して制約条件となる船社の集団的企業行動の背景，すなわち海運同

盟の制度を整理し，個別船社の寄港地選定行動との関連を明らかにする。

　最後に，3－5では，本章で得られた結論をとりまとめる。

3－2　コンテナ船の寄港要因の分類

　3－2　一一1　はじめに

本節ではまず船社の寄港地選定に関わる企業行動を考察する基礎として，3－2－2で日本の諸港湾に

おける定期船の寄港現況とその特徴を明らかにし，3－2－3で寄港が決定される要因を分類，整理する。

3－2－2　コンテナ船の寄港地と寄港頻度の分析

（1）分析の前提と使用データ

　本研究では，定期コンテナ貨物輸送を対象としているが，「定期船」による貨物輸送を厳密に示す統計

デー・は存在しない．ここではぽ航スケジ．一ル報嫉される船舶を定酬と考える．また，全航路

のスケジュールが記載されている昭和54年（2月，3月の2カ月間）のデータを用いる。（昭和55年

以降は，ナホトカ航路のスケジュールが未公表となっている）

（2）定期コンテナ船と在来定期船の寄港地比較

　日本で定期船の寄港実績が記録されるのは，合計27港湾であるが，このうちの1／3の10港にのみ

・ルコンテナ船が酷してい♂％勃，・ンテナ船が出現妨以前の在来船が主fltr，・e。k、ee代には旧

本の数多くの港湾に定期船寄港が実施されていたが，コンテナ船による輸送においては，寄港地がわずか

に限定さ4てしまっている。昭和54年時点では，背後圏の大きい東京湾，伊勢湾，大阪湾の各港湾と清

水港toよび北九州港，苫小牧港のみである。
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　この寄港地数の減少は，逆に，コンテナ船寄港港湾の背後圏が在来船の場合と比較して大幅に拡大し，

このため，従来とは異なる港湾間の「競合」が生じていることを示す。

表3．　2．　1　フルコンテナ船の寄港地

北海道 関　東 中　部 近　畿
九　州

東　北 甲信越 北　陸 中四国

苫小牧港 千　葉　港 清　水　港 大　阪　港 北九州港

東　京　港 名古屋港 神　戸　港

横　浜　港 四日市港

注）昭和54年2月，3月時点

③　定期コンテナ船の寄港頻度

　コンテナ貨物輸送の特徴の1つは，本船荷役が高々数時間で完了することであり，場合によっては1週

間以上の日時を要する在来船輸送をはるかに下回る。在来船輸送では，本船荷役が長時間要することもあ

り，月に数便の寄港頻度で荷主の要望を満たし得ていたが，コンテナ船輪送では，最大の場合，週に数便

程度の寄港頻度が要請される。スケジュール表より寄港地別寄港頻度および配船数の現況を整理すると，表3．

2．．2，表3．．2．、3．va示すとts　bとなるF．2）

　ここで，配船数は，船舶寄港延べ数であるが，寄港頻度は，最大の配船を行う船社または船社グループ

の配船数と定義しておく。各船社または船社グループの配船数が等しければ，ある港湾への総配船数は，

船社または船社グループ数に寄港頻度を乗じた値となる。

表3．　2．　2　フルコンテナ船の寄港頻度（主要航路について）

　　　　　　　　　　　　　（S．54の2，3月の実績，隻数）

港 北米西岸 北米東岸 欧州・地中海 豪　　州 ナホトカ 香港・台湾 韓　国
東　　京 12 9 10 一

4 5 2

横　　浜 13 10 一 10 16 3 2

清　　水 13 一 一 一
8

一 一

名古屋 12 9
一 10 8 2

一

四　日　市 一 一 一
8

一 一 一

大　　阪 6 5 9 10
一

4 5

神　　戸 13 9 10 6 17 6 8

関　　門 一 一 一 一
4 2

一

苫小牧 一 一 一 一
3

一 一

千　　葉 1
一 一 一 一 一 一
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表3．2．3　フルコンテナ船の港別配船数（S54，2・3月の実績，隻数）

航　　　　’ 東　京 横　浜 清　水 名古屋 四日市 大　阪 神　戸 関　門 千　葉 日本合計

（苫小牧）

北　米　西岸 46 50 30 43 『 14 77 一
1 95

北米東岸 10 21 一 11 一
3 30 一 一 35

北米東西岸 7
一 一 一 一 一

7
一 一

7

北米・黒海 一
4

一
4

一
4

一 一 一
4

欧　　　　州 19 『 一 一 一
9 10 一 一 19

地　　中　　海 7 5
一

2
一

3 10 一 『 13

欧州・地中海 6
一 一 『 一 　

6
一 一

6

中　　　　東 1 3
一 一 一

1 3
一 一

4

東南アジア 7 5
一 一 一

3 12 一 一 15

香港・台湾 9 16 一
3

一
5 27 2

一 32

中東・東南ア 一
4

一 一 一 一
5

一 一
5

東南ア・香・台 3
一 一 一 一 『

3
一 一

3

韓　　　　国 3 5
一 『 一 17 32 一 一 37

ナホトカ（SLB） 4 16 8 8
一 『 17 4 （3） 45

豪　　　　州 1 17 一 16 10 12 7 1
一 19

ア　フ　リ　カ 一
2

『
2

一 『
2 一 一

2

合　　　　計 123 148 38 89 10 71 248 7 1（3） 　341V38

注）　1隻で複数航路を運航する船舶があるため，行と列の合計は一致しない。

　3－2－3　コンテナ船寄港要因の考察

　このように，在来船輸送と比較してコンテナ船輸送では寄港地数が大幅に減少した一方で，とくに大都

市港湾での寄港頻度が増大した。これは，コンテナ貨物輸送の特徴に対応した船社の企業行動の結果とい

うことができる。

　コンテナ船は，コンテナを専用に輸送するように建造された高速船であり，在来船と比ぺて建造船価が

大幅に高い。過去の実績で比較すると，表3．2．　4に示すように，コンテナ船の重量トンあたり建造船

価，総ト。あた嶋造船価は洛。、26．、千円／ト。，34．4．。千円／ト。である㌘）。れ耐し，疎船で

は201．3千円／トンと276．5千円／トンであり，重量トンあたb建造船価でいえば，コンテナ船の半分以

下である。
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表3．2．4　建造船価の比較

ωコンテナ船 （B）在　来　船
コン

重量トンあたり

@建造船価

（千円／トン）

T26．4

（千円／トン）

Q01．3 262

総トンあたり

@建造船価 344．0 276．5 L24

注）建造船価は年次調整ずみ（S．52価格）

　企業行動の一般原則は収益の最大化であるから，多資本を要する資産については，回転率（有効稼動率）

を高めることが，経営活動の1つの目標となる。つまb，なるべく本船寄港地を減少させ運航回転率を高

める，たとえば2国間輸送では，1国1寄港地に限定した2地点間往復輸送が最も効率的である。ただし，

これでは荷主の港湾アクセス条件を著しく低下させるので，日本では平均して2～3寄港地としこのほか

の主要な港湾にはフィーダーサーピスを提供する体系が，慣用的に形成されたということができる。

　以上は，船社の単独企業としての行動であるが，船社は，寄港地の選定に際して，単独の企業行動から

は決められない制約を有している。船社は，一般に2国間の海上輸送に際して，単一または複数のカルテ

ルを結成している。これは海上運賃同盟（協約），一般に海運同盟と称されており，日本寄港可能地を限

定している。これが船社の寄港地選定に際しての大きな制約条件となっている。

3－3　海運同盟制度による寄港地選定に対する制約

　3－3－1　はじめに

　前述のように，コンテナ船社は個別の企業行動により寄港地の選定を行うが，全く自由に行動し得るわ

けではなく，船社間のカルテルである海運同盟による制約が存在する。海運同盟への加盟は任意であb未

加盟船社（盟外船社）が存在する。しかし，主要航路では海運同盟加盟船社（同盟船社）の割合が未加盟

船社を上回っていること，日本の外航海運行政は，近年若干の変更をみせているものの海運同盟制度を基

本として進められていること，から海運同盟制度の影響力は大きい。盟外船社は同盟船社の行動をみなが

ら個別の企業活動を行っている。

　本節では，まず3－3－2において海運同盟の目的について整理・考察する。次いで，3－3－3で海

運同盟の役割とその実現のための手段について検討を加える。また，3－3－4において，海運同盟によ

る日本寄港地の制約・限定について考察を加える。

　3－3－2　海運同盟の形成理念と目的

　海運同盟は，予め公表されるスケジュール表に基づいて運航される定期航路開設船社間で結成されるも

のであり2ご）次のよう雄格を持つ繊という。とができ吉）

　海運同盟（Shipping　ConferenceあるいはAgreement）とは，2社以上の定期船運航業者が，特
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定の航路において，相互にそれぞれの企業的独立性を尊重しながら，公正競争を維持しその経営基盤の維

持発展を図るための運賃率その他営業条件についての協定を内容とする経営協同システムであって，いわ

ゆるカルテルとしての性格を有するものである。

また，英国の調査結書の中では，次のように定義されているといわれる㌘）「特定の航路に鮒る運送

事業相互間の競争を規制もしくは制限する目的で組織された，船会社間の多少とも秘密的な連合組織」

　海運同盟は，国際間の条約で合法性の認められたカルテルである。その目的は，船社間の過当競争を排

除し定期的な質の高いかつ公平な輸送サービスの提供を可能にすることということができる。海運同盟制

度に基づく制限的な企業間競争に満足しない船社は，同盟に加盟せず盟外船社として同盟船社と競合する

ことになる。

　3－3－3　海運同盟の役割と手段

　以上の目的に従い海運同盟は結成されるが，一般に次の2つの役割を有する。第一は同盟加盟船社間の

競争の抑制であり，第二は盟外船社に対する排除力行使である㌘）

（1）同盟加盟船社間の競争の抑制

　この役割のために一般に採用される手段は主に次の3点であり，違反船社にはペナルティが加えられる。

①　運賃協定

　　同盟船社は，同盟の指定する地域内で同一の表定料金（tariff　rate）で貨物運送を行う。同盟の

　指定地域は原則として港湾であり，同盟船社は，この指定された港湾でのみ貨物を扱い得る。

②船舶航海数および貨物積み取り量の制限

　　同盟船社間で年間の航行回数k・よび貨物積み取リシェアについて協定し制限を加える。
　　　　　　　●
③収入のプーリングと配分

　　最も厳しい競争の制限であり，同盟船社全体の収入をプールし，運送実績には関わりなく予め協定さ

　れたシェアで船社間に配分される。

（2）盟外船社に対する市場からの排除

　盟外船社に対して取られる対抗手段として最も一般的なものは，二重運賃制（dual　rate　system）

である。すなわち，同盟船社のみを利用するとした契約荷主（Contract　shipper）には，非契約荷主

（non　contract　shipper）よりも廉価な運賃を適用する制度である。契約荷主が盟外船を利用した

場合には，以降，非契約荷主運賃を適用する。ただし，FOB契約（つまり輸入側が運賃を支払う）の

貿易取引の場合には，利用船舶選択権のある輸入側から盟外船使用を求められることがあるため，二重運

賃制の適用は除外される。

　3－3－4　海運同盟制度による寄港地選定に対する制約

　海運同盟は，2企業体以上の船社の合意によって結成可能であり，必ずしも2国間で1同盟あるいは1

航路1同盟とは限らない。全世界で結成されている海運同盟は約140とされているがi8h本出発航路で
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は，36同盟が結成されている㌘）

　このほとんどすべての同盟において本船寄港可能地の指定が行われてts　b，これは2種類に大別される。

第一は，日本の特定港湾を指定するものであb，第二は，Japan　Portすなわち日本の港湾すべてを寄

港可能地として指定するものである。

　寄港可能と指定された港湾は，すべてが同じ条件ではなく，港別にポートステイタスが決められている，

っまり，ランク付けされている。これは，標準的な運賃の適用の有無，本船寄港の有無により大別される。

（1）標準的運賃の適用有無　Base（Main）Port／Out　Port

　タリフに記載される標準運賃の適用のもとで船社と荷主間の貨物授受の可能な港湾がベースポートまた

はメインポートと総称される。大都市港湾の大部分がこれに相当する。これに対し，標準料金のほかに割増

料金（SurchargeまたはArbitrary）を付加して船社と荷主間の貨物授受が可能となる港湾がアウト

ポートと総称される。アウトポート条件として，このほかに，特定品目のみ積み卸し可能，本船が寄港した

ときのみ積み卸し可能，ある量以上のとき積み卸し可能，など，海運同盟によって港湾ごとに異なる種々

の制約が課せられる。

¢）本船寄港の有無　Calling　Port／Feeder　Port

　海運同盟では，寄港可能地をタリフに明記するが，実際の本船の配船は船社の選択行為である。本船が

寄港する港湾がコーリングポートと総称される。本船は寄港しないが船社と荷主間で貨物授受が可能な港

がフィーダーポートであり，同港より本船寄港地まで前述のフィーダーサービスが実施される。このほかの

寄港可能地は，外貿貨物取り扱い港湾として実質的には機能していない。コーリングポートかフィーダー

ポートかは，べ一スポート・アウトポートと異なリタリフに明記されない。

　ただし，ペースポートは実質的にコーリングポートかフィーダーポートいずれかのポートステイタスと

されてts　b，荷主は，本船積みかフィーダーサービスを自由に選択可能である。アウトポートでは在来船

の寄港は行われているがコンテナ船の寄港はほとんどない。アウトポートでかつフィーダーポートとされ

ている港湾は非常に数少ない。

同盟別の寄港可能地を整理し，以上の制約条件を考慮すると，表3．3．　1に示すように，4つのランクの

ポートステイタス表が作成できる讐）
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表3．　3．2　ポートステイタスと本船寄港の関係

ベースポート
アウトポート

（メインポート）

（大都市港湾が相当） （地方都市港湾が相当）
コーリング

○コンテナ船寄港地 ○コンテナ船非寄港地
ポート

O在来船寄港地 o在来船寄港地

（割増料金付き）

（大都市港湾が相当） （地方都市港湾が相当）
フィーダー

oコンテナフィーダーポート Oコンテナ船非寄港地
ポート

O在来船寄港地 ○在来船寄港地

（割増料金付き）

（3）寄港地の制約と港湾選択

　同盟船社は以上示したように寄港地を制約されるが，一方盟外船社には寄港地制約は存在しない。理論

上，盟外船社は日本のすべての港湾を寄港地として選択可能であるが，企業行動原則からすれば，寄港に

よって収益が確保されること，換言すれば，ある程度の貨物量の集荷が前提となる。ここで，先の同盟制

度の中の二重運賃制が大きな制約をもたらす。すなわち，たとえ生産地最寄りの港湾へ盟外船が寄港しても

契約荷主は利用因難である。

3－4　船社の企業行動に基づく寄港地選定構造

　3　一一　4－1　はじめに

　コンテナ船社のうち，同盟船社は海運同盟の規定の枠内で個別の企業行動を行い，盟外船社は同盟船社

との競合お・よび他盟外船社との競合下でやはり独自の企業行動を行う。寄港地の選定は，この企業行動の

一環として行われる。

　ここでは，まず3－4－2において船社の企業行動の一般原則を明らかにし，次いで3－4－3におい

て寄港地選定行動について考察を加える。

　3－4－－2　船社の企業行動原則

　企業経営が成立する経済社会においては，一般に，企業家の究極の目的は利潤の最大化を図ることであ
31）

　　これが企業行動原則であるということができる。企業体としての船社においても同様の企業行動原則り，

が成立する。海上運送サービスを生産し，販売して，それに対する報酬を得，その中に含まれる利潤を（

駄限薩得するの醐運企業経営の基本的婿動形態であえ2）

　ある港湾への配船（あるいはフィーダーサービスの提供）は，配船・寄港が目的ではない。貨物を集荷

し運送を行うことにより利潤を獲得することが目的であり，最大限の利潤の獲得が可能となるように寄港
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地の選定が行われることが原則であろう。したがって，寄港地の選定基準を利潤の最大化と置き換えるこ

とができる。利潤は一般に収入と支出の差と表現できるが，定期船社の収入項目と支出項目は，表3．　4．　1

　　　　　　　　33），34）
に示すとおりである。

表3．4．1　定期船運航収支項目

収支項　目 備　　　　　　　考

収入 海上運賃収入
bY・CFS使用料
ﾝ　　　船　　　料

〕・航路品…撒・

運　航　費

燃　　料　　費 ・航行燃費

・停泊中燃費

港　　　　費 ・入港料

支

（ポートチャ→り ・トン税　　　　　日本国内の寄港地ではほぼ同一・引船料

・水先料

貨　　物　　費 ・貨物荷役費（荷役費，バース利用料）

●コンテナ（リース）費

・コンテナフィーダー費

出 ・代理店仲介料等

船　　　費

船　員　費 ・給与，賞与，退職金引当金，その他

船舶消耗品費 ・備品，消耗品費等費用

船舶保険料

船舶修繕費 ・修繕費，定期点検費

減価償却費
金　　　　利

店　　　費 ・陸上部門の一般管理

用　船料

　収入の大部分は，海上運賃収入である。各同盟ごとにタリフで運賃が決められているが，商品の運賃負

担力を反映した品目別運賃となっている。なk，盟外船は運賃を自由に変え得る。将来的には，コンテナ

貨物輸送の特徴を生かして，品目別に無差別のBoxレート（コンテナ1本あたりの運賃）に移行する可能

性が強いと考えられている。実際，船社の営業部門では，コンテナ1本あたりの収入の目安を持ってfoり，

これに基づいて営業戦略が検討されているということができる。

　支出は，変動費としての運航費と，固定費としての船費，店費が大部分である。このうち最も大きな支

出項目は，どの航路でも，燃料費であり近年さらにウエイトを高めている。次いで（非常に建造費の高い
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コンテナ船の減価償却費を含む）船費およびバース利用料を含む貨物費である。寄港地の変更・増減によ

って異なると考えられる支出項目は，次のとおりである。

　　o燃料費……寄港地が新規に増加する場合，通常は停泊日と航行距離が増える。この分の燃費が付加

　　　　　　　　される。

　　O港　費……新規増加寄港地のポートチャージが付加される。

　　O貨物費……新規寄港地のバース利用料は既存港の場合と異なる。また，新たなフィーダーサービス

　　　　　　　　コストが増加する。

　以上の収支項目に基づいて，船社の利潤は次式で表わされる。

　　　N＝B－F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－4－1）

　ここで，　N：純収益（純損益）

　　　　　　B：運航収益

　　　　　　F：店費（償却金利含む一般管理費）

　また，運航収益は次式で表わすことができる。

　　　B＝R－E　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－4－2）

　　　　　　E＝一　C十S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－4－3）

　　　　　　C＝0十Q十H十D十F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－4－4）

　ここで，　R：運航収入

　　　　　　E：運航支出

　　　　　　　C：運航費

　　　　　　　　0：燃料費

　　　　　　　　Q：港費

　　　　　　　　H：貨物費

　　　　　　　　D：コンテナ費

　　　　　　　S：船費

　船社全体としての利潤は，純収益Nで示されるが，一般管理費である店費Fは，寄港地の位置や増減に

関わらない固定費として作用する。つまり，寄港地の変動に対して店費は中立要因であり，純収益の最大

化と運航収益Bの最大化は同等の意味を持つ。すなわち，

　　　max　N≡max　B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3－4－5）

よって，運航収益Bが最大化するように寄港地の選定が行われれば，船社の企業行動原則が満足されると

いうことになるo

　3－4－3　同盟および航路の差による寄港地選定構造の相違

　寄港地選定行動は，船社の収益と大きく関わり合うが，この行動はまた，企業間k・よび同盟間の競合の

強弱に依存する所が大きい。コンテナ化の進んだ航路にtoLAて競合という観点から同盟を分類すると，遠
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距離航路（先進国航路）と近距離航路（中後進国航路）に分けられる。

（1）遠距離航路

　この航路は日本と先進国間を結ぶ航行距離の長い航路である。建造船価の高い大型・高速船が必要とさ

れるため，航路参入船社は各国を代表するナショナルフラッグ船社を始めとして資本力のある大手企業が

多い。したがって，参入船社数が少なく企業間の調整が図b易い。海運同盟の役割が大きく，その機能が

充分に発揮されている。ただし，欧州・地中海・豪州などの海運同盟はクローズドコンフェレンスである

が，北米の諸同盟はオープン，ン。．レン興あるP．5）

　この遠距離航路に大型フルコンテナ船を投入している主要船社の寄港地選定に関わる行動を整理・考察

すると，表3．4．　2に示すとfobである。結局，経営採算の確保を前提として，盟外船社と競合しつつ，

同盟船社の寄港可能地の指定が行われるということができる。

表3．　4．　2　同盟船社の寄港地選定に関わる航路運営上の視点（遠距離航路）

航　路　運　営　視　点 対　応　方　法 収益面からの視点
●運航スケジュールの順守 ・効率的寄港地数の維持 ・荷主からの信頼維持による集荷量

の増大（収入の増大）

・寄港地における輪出入貨物パラ ・輪出・輸入に片寄らない寄港地 ・平均消席率の向上荷役効率の
ンスの確保 の選定 向上

・盟外船社との競合における優位 ・同盟の強化 ・集荷量の確保・増大

性の確保 ・同盟指定の柔軟性（対荷主サー （収入の確保・増大）

ビスの充実）

・経営採算性の維持 ・寄港地数増大の防止 ・運航コストアップの防止

・フィーダーサービスの削減

注3）oオープンコンフェレンス

　　　主として米国に寄港する輸送に関わり形成される同盟。同盟への加盟離脱は短期間の予告で自由

　　に行える。

　　Oクローズドコンフェレンス

　　　日本・欧州運賃同盟が典型例であるが，同盟への加盟には，会員メンバーの承認を必要とし自由

　　に行えない。また，船社間の積み取リシェアなどを予め決定しておくような規制色の強い運営を行

　　　う同盟もある。
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（2）近距離航路

　アジア航路を中心とする近距離航路は，建造船価の小さい小型船の配船が中心とされている。資本力の

小さな船社の新規参入も比較的容易であり，船社の参入離脱がくb返されるため，同盟の結束力はあまり

強くない。同盟・盟外間のみでなく，同盟船社間でも競合は激しい。同盟船社でも寄港地の新規追加およ

びタリフへの明記は，採算面さえ合えば簡単であると考えられる。

　ホンコン，マニラ，台湾等のアジア近海には，多数の船社が中・小型のフルコンテナ船を投入している。同

盟船社と盟外船社で，寄港地選定行動に差異がある。

①　同盟船社

　　日本籍の同盟船社の大部分は，大手邦船社の系列船社である。元来は，アジア，北米間のトランシッ

プ謝を積み取・・的で設立・れ，母船、の接続が好都合。、，に。ザーポ．，に。り得。東京湾、大

　阪湾にのみ寄港している。近年は，アジア，先進諸国間の直行母船が増加しているため，盟外船社積み

　の多いと思われる日本，アジア間のプロパー貨物（日本，アジアで生産消費される貨物）にもかなり目

　を向けてts　b，有望な地方港にも注目していると考えられる。

表3．　4．　3　同盟船社の寄港地選定に関わる航路運営上の視点（近距離航路）

航路迎営視点 対応方法 収益而からの祝点
・近隣諸国のトランシップ貨物の ・日本発着大型母船との接続容易 ・集荷量増大による収入増大

集荷 性の確保（母船寄港地である束

京湾と大阪湾のみの寄港｝

・系列大手船社の採算性向上への ・系列大手船社専用パースの利用 ・系列企業グループの総合収益の

寄与 増大

・日本・アジア間プロパー貨物の ・寄港地背後圏貨物の積極集荷 ・集荷量増大による収入増大

集荷 ・地方荷物の集荷努力

②　盟外船社

　　大手外国船社（同盟邦船社の行動とほぼ同じ）を除く盟外船社は，同盟船社のような制約はなく，ま

　た，集荷貨物の大部分は，日本・アジア間のプロパー貨物と考えられる。寄港地の選定には柔軟である

　と考えられる。

注4）　トランシップ貨物とは，日本での積み換え貨物のことである。たとえば，韓国から米国への輸

　　出貨物を韓国から日本へ小型船で輸送し，日本で大型船に積み換えて米国へ輸送する例が相当す

　　る。いわば，国際的なフィーダー輸送貨物であるということができる。
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表3．　4．4　盟外船社の寄港地選定に関わる航路運営上の視点（近距離航路）

航路運営視点 対応方法 収益面から　の視点
・日本・アジア間プロパー貨物の ・同盟未寄港地（地方）への柔軟 ・集荷量増大による収入増大

　　　、W荷 な寄港と集荷

・運航コストの削減 ・フィーダーサービスではなく、 ・コストの削減

本船寄港による集荷（ある船社

の例）

　以上から，中後進国航路にお・いても，経営採算性を前提として，盟外船社や同盟他船社と競合しつつ，

寄港地が選定されるものと考えられる。

　各航路で同盟指定が行われた場合，コンテナ船を配船するかフィーダーポートにするか，どの程度配船

するかは，各船社の裁量に委ねられる。この配船形態も，運航収益が最大になるように決定されると考え

られる。

3－5　結　　　語

　本章では，荷主と並ぶ外貿コンテナ港湾利用主体の核であるコンテナ船社に着目し，その企業行動を分

析し体系化した。

　まず，考察の基礎としてコンテナ船の寄港要因を整理した。その結論は次のとおりである。

①コンテナ船は在来船と比べて2倍近くの建造費用が必要であb，設備の稼動率の向上つまり寄港地を

　少なくし運航回転率を高めることが，船社の重要な経営目標となる。

②　その結果，日本では東京湾と大阪湾がコンテナ船寄港の中心となり，伊勢湾・清水港などが両湾に続

　く寄港地となる。他港への寄港は少なく，東京湾・大阪湾とのフィーダー輸送で補完されるシステムが

　形成されている。

③日本の寄港地の決定には，海運同盟が大きな役割を果たす。

　次に，寄港地を規定する海運同盟の実際的役割についての考察結果をとりまとめる。

①海運同盟は，同盟加盟船社間の調整を図るとともに，非加盟の盟外船社と厳しく競合し排除しようと

　する。

②海運同盟は，加盟船社が寄港地を自由に増減しサービス過当競争に陥らないように，日本での寄港地

　指定（同盟指定）を行っている。この指定の中で各港で提供される船社の輸送サービス内容が規定され

　るo

　このような海運同盟の存在のもとに，同盟船社と盟外船社が自由競争を行い，結果として寄港地が決定

される。このプロセスについての考察結果を整理する。

①船社の行動原則は利潤の最大化である。海運同盟の制約下，最大限の利潤があげられるように同盟船

　社と競争しつつ寄港地が決定される。
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②海運同盟による制約の強弱は航路ごとに結成される同盟（1つとは限らない）により異なる。

③遠距離航路では，船舶建造コストが膨大であb，過当競争のリスクを避けるために同盟結束力は強く，

　制約も相対的に厳しい。

④　近距離航路では，小型船などの利用が可能で比較的小規模の投資ですむため，市場への参入離脱が自由

　になりやすい。このため船社間の競争が厳しく，同盟の結束力が弱い。同盟の結成されていない航路も

　ある。

一32一



第4章　荷主の港湾選択構造の定量モデル化手法

4－1　概　　説

　本章では，第2章で考察し体系化した外貿コンテナ貨物輸送における荷主企業の港湾選択構造を定量モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36）・37）
デル化し，企業の合理的な港湾選択評価行動に基づく港湾貨物需要予測手法を開発し提案する。これを

「荷主の港湾選択モデル」と名付ける。従来の港湾貨物需要予測は，背後の経済諸量（工業出荷額）など

との相関分析により行われていたが，本研究で提案するモデルでは相関分析は用いkい。モデルの有効性

は，既存データを使用した現況再現性により確認できる。

まず，4－2では，従来の研究について整理するとともに，本モデルの全体システムを述べ，各サブモ

デル間の関連を明らかにする。

　4－3では，サブモデルのうち，荷主所在地から選択可能な港湾までの貨物輸送に必要なトータルコス

トーこれを流通コストと定義する一の算定を行う，流通コスト算定サブモデルの内容を説明する。

　4－4では，各地域から流通コストが最小となるように港湾選択を行った際に得られる港勢圏（背後圏）

の決定手法を，港勢圏決定サブモデルとして定量化する。

　4－5では，港勢圏内で生産・消費される（コンテナ）貨物量を集計して各港湾の集荷可能ポテンシャ

ルつまり港湾貨物需要を算定する集荷ポテンシャル算定サブモデルを提案する。

　そして4－6では，港湾選択モデルの実証性つまり現況再現性を既存データを用いて検討し，モデルの

有用性について考察する。

　最後に4－7では，本章の成果をとりまとめる。

4－2荷主の港湾選択モデルの構造と全体システム

　4－2－1　はじめに

　荷主の港湾選択モデルは，生産地から港湾まで（または港湾から消費地まで）のトータルの流通コスト

の最小化を行動仮説として作成され，最終的に港湾で最大限可能な潜在的なコンテナ貨物集荷量すなわち

集荷ポテンシャルを算定する。荷主企業が経済合理的に行動して港湾を選択するという仮説が成立するな

らば，集荷ポテンシャルは港湾取り扱い貨物需要に相当する。

　この貨物需要を算定する方法についての従来の研究についてまず4－2－2で考察する。次いで，本研

究の港湾選択モデルの構築の基本的な考え方について4－2－3で説明し，さらva　4－2　－4でモデルの

全体システムを説明する。

　4－2－2　港湾貨物需要予測に関する従来の研究

　港湾貨物需要量は，港湾計画を策定する際に必要とされる最も基礎的な計画諸元の1つである。従来の

主たる方法は，勢力圏法（港勢圏法），補間法（外挿法｝，コレログラム法，回帰分析法，時系列分析，

自己欄法，雌予測法，弾力性理論，産業連関法など崎類されるぎ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・－33一



　このうち簡便であbよく用いられるのは，補間法，回帰分析法，時系列分析などである。とくに，港勢

圏を一義的に設定し，その経済フレーム（生産額や工業出荷額など）と港湾貨物量との相関を求め，将来

値を予測する回帰分析法が多用されてきた．39）

　これらの手法は集計モデル法に分類されるが，近年，予測精度の向上，予測数値の持つ意味の明確化の

ために，物資輸送需要者行動を反映させた非集計モデルが多数開発されてきた。本章で提案するモデルは，

港湾貨物需要者である荷主企業の意思決定行動を反映した定量化手法であり，非集計データを使用する輸

送費用最小化vaよる確定費用モデ、レとして位置付けられる：°）

　4－2－3　モデル構築の基本的考え方

　現在の外貿コンテナ港湾の配置や外貿コンテナ貨物輸送需要は，コンテナ貨物輸送の各関連主体の行

動が，結果的に均衡するように決定されていると考えることができる、将来推計を行うに際しても，複雑

な貿易物流システムと個々の企業行動原則を解明し，それについて定量的な検討を加え得るモデルの作成

が重要な課題となる。

　このような定量モデル化のために，次に示す2つの方法が考えられるti）

　第一は，モデルを最適問題として定義する方法である。目的関数一たとえば，対象全港湾における荷

主，船社，港湾管理者，関連業者の収益など一を最適化するように港湾配置を決定する方法である。配

置決定のプロセスにおいて，港湾貨物量（需要量），船舶寄港頻度，施設整備量などが決定されよう。

　第二は，港湾配置を予めいくつか想定しておき，これに対応した荷主の港湾選択行動から港湾の集荷可

能貨物量を算定し評価するという，いわばシミュレーシ・ン分析的なモデルである。

　本研究では，現実の姿をより柔軟に反映させやすく，また，実際に解を得られるという観点から，後者

の考え方に立脚してモデル化を行う。

　4－2－4　荷主の港湾選択モデルの全体システム

　荷主の港湾選択モデルは，荷主の経済合理的港湾選択行動を前提として図4．　2．1に示すような全体シス

テムで表現される。全体システムは，いくつかの外生変数，与件，政策変数などの外的条件群と3つのサ

プモデル群から構成される。

（1）モデルの外生条件群

　モデルの外生条件群は大きく2つに分けられる。

　第一はコンテナ貨物の港別輸送条件というべきもので，各地区から港までの国内輸送条件（輸送手段，

輸送時間，輸送距離および輸送コストなど），港湾施設利用条件（港頭倉庫・上屋利用コスト，荷役コス

トなど）およびコンテナ船の寄港頻度である。これらの条件は，各地区から港湾までの流通コストの算定

基礎となる。
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　第二は，地区別のコンテナ貨物量である。荷主の港湾選択モデルでは，荷主の港湾選択行動の定量的表

現が中心課題であり，荷主の地域的分布つまり地区別コンテナ貨物の生産・消費量は外生与件としている。

この分布ぱ，産業立地の問題であり，荷主の港湾選択とはまた別に異なる企業・工場の立地行動で規定さ

れ，本研究では対象としない。

　地区別貨物量は流通タイプ別に必要である。貨物の流通タイプ分割は，コンテナ貨物の特徴をうまく示

す分類として提案するもので，後に詳述するが，4つのタイプを設定している。

②サブモデル群

　第一のサブモデルは，流通コスト算定サブモデルで，貨物輸送条件に基づいて，各地区・港間の流通コ

ストを流通タイプ別に計測する。

　第二は，港勢圏決定サブモデルで，各地区からコスト最小となる港湾を選択することによって港別の港

勢圏が決定される。

　第三は集荷ポテンシャル算定サブモデルで，港別に港勢圏内のコンテナ貨物量を合計することにより，

各港を潜在的に利用可能なコンテナ貨物量すなわちコンテナ貨物集荷ポテンシャルを算定する。この値が，

荷主の経済合理的行動を前提とする場合のコンテナ貨物需要量である。
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・フ1一ダー可能直送タイプ
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一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

図4．2．1　荷主の港湾選択モデルの体系
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4－3流通コスト算定サブモデル

　4－3－1　はじめに

　コンテナ貨物輸送に必要な国内流通コストは，第2章で述べたように，国内輸送コストのみではない。

倉庫諸費用は港湾別に異なるのが一般的であるし，また，コンテナ船寄港頻度が重要な港湾選択基準であ

り，コストへの定量的織り込み手法の開発が必要となる。

　そこで4－3－2では，多岐にわたる貨物輸送に関するコストを港湾選択基準の考察に基づいて整理し，

流通コストというトータルコスト概念を導入し定義する。4－3－3では，貨物の流通タイプ分割につい

て説明し，4－3－4では流通コスト算定手法を提案する。

　4－3－2　流通コストの概念と定義

　生産地から利用港（あるいは利用港から消費地）までのコンテナ貨物輸送コストは種々存在し，またコ

ストを把える範囲によってコストを構成する費目は異なる。ここでは，生産工場あるいは流通拠点から出

荷した後，利用港で船社に貨物を引き渡すまでのコストをとりあげる。

　先に示した荷主から重視される港湾選択要因は，国内輸送コストと船舶寄港頻度である。国内輸送コス

トの持つ意味・計測の方法は明白である。寄港頻度は，先に述べた船積み待ち日数にかかる在庫金利に変

換して把握できる。継続的に出（入）荷する貨物の生産（消費）サイクルには定期性がある。寄港船数の少

ない港湾を利用するほど船積み待ち日数は長くなり，その分在庫金利が増大する。また，このほかに，港頭

諸費用も必要なコストである。一般に，日本全国の港湾は一類港から五類港までランク付けされてk・り，

倉庫諸費用，荷役業務費用が類港別に異なる（ただし差は小さい）。

　以上の観点から，ここでは流通コストを「港湾選択により差が生じる国内の貨物輸送に関わるコスト」

と定義する。具体的には，国内輸送コストと船積み待ち日数分の在庫金利および港頭諸費用とする。この

コスト項目のうち，船積み待ち日数分の在庫金利を「輸送金利」と名付ける。

　流通コストは，国内輸送費，輸送金利，港頭諸費用の合計であり，次式で表わされる。

　　　　C＝U＋1＋0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－1）

　　　　　　ここで，C：流通コスト，U：国内輸送費，1：輸送金利，0：港頭諸費用

　4－3－3　貨物の流通タイプと流通コスト

　流通コストの算定手法を述べる前に，コンテナ貨物のタイプを端的かつ簡明に表わすために必要となる

貨物の流通タイプ分割について説明を加える。

（1）直送貨物と経由貨物

　外貿定期貨物輸送におけるコンテナ貨物輸送とその他の海運輸送との大きな差は，貨物の荷姿にある。

　前者では，貨物はすべて定型のコンテナに収められて海上輸送される。コンテナへの貨物詰めは港頭の

一般倉庫・上屋においてだけでなく，港頭外の内陸倉庫や工場あるいは同じ港頭でも一般倉庫ではなく，

船社のCFSでのコンテナ貨物詰めが制度上可能となっている。港頭詰め貨物は港頭諸業務を必要とし，
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結局，港湾別に異なる港頭諸費用が必要となる。内陸倉庫，工場等でコンテナ詰めされた貨物は，そのま

ま船社のCYへ輸送し野積みすればよいため，港頭諸費用は不要となる。また船社CFSでのコンテナ詰

めは，基本的に全国一率とされているため，港湾選択によるコスト差は生じない。なk・，

　　　　CFS：Container　Freight　Station

　　　　CY　：Container　Yard

　後者の在来型の貨物輸送では，各種形状の貨物を海上輸送することになるが，コンテナ詰めという作業

を経ないのでコンテナ詰めにして野積みはできない。したがって一般の港頭倉庫，上屋の利用が原則となる。

　以上から明らかなように，コンテナ貨物輸送では，国内の貨物輸送を行う際に，港頭倉庫，上屋を利用

せずCY・CFSに直送される貨物と，港頭倉庫，上屋を利用してCY・CFSに輸送される貨物の2タ

イプに分けることができる。前者を「直送貨物」，後者を「経由貨物」と名付ける。直送貨物は港湾選択

の相違により港頭諸費用に差が生じず，経由貨物は港湾選択の相違により港頭諸費用に差が生じる（港別

に港頭諸費用が異なるため）。

②　フィーダー可能貨物と不可能貨物

　コンテナ貨物輸送におけるもう1つの大きな特徴は，航路によっては，船社の費用と責任によるフィー

ダーサービス制度が整備されていることである。このサービスは，制度上はすべての荷主において享受可能

なはずであるが，船社のコスト増をもたらすために，実際にはサービスの提供されない場合が多数存在す

る。船社に対して何らかのメリットの付加が可能である貨物についてフィーダーサービスが提供される。

　フィーダーサービスの利用有無は，荷主負担流通コストに多大の影響を及ぼす。

　これを説明する前に，貿易における貨物取引と代金取引の関係を明らかにしておく必要があるが，これ

は図2．4．1に詳しい。

　この図から分るように，輸出者は，貨物を船社に受託すると同時に船荷証券B／L（Bills　of　Lading）

を船社から受け取る。B／Lは，貨物を外航本船に積載後発行されるOn　Board　B／Lと，船社が輸出者

より貨物を受領した直後に発行されるReceived　B／Lに大別される。現在までOn　Board　B／Lが一般

的であるが，コンテナ貨物輸送では，フィーダーポートでもすぐに受領可能なReceived　B／Lの利用が，

経済的合理性を備えている。B／Lは，有価証券であb外国為替銀行で換金可能つまb輸出貨物の代価を

入手可能となるために，B／Lを早く入手するほど輸出貨物の在庫金利が軽減可能である。

　フィーダーサービスを利用可能であれば，フィーダーポートへの貨物搬入後は，本船寄港地への貨物搬

入後と全く同様にReceived　B／Lの入手が可能となる。また，　On　Board　B／Lの入手にしても，フ

ィーダーポートから本船寄港地までのフィーダー輸送は現実には毎日行われ，かつ日本国内では一般に1

日以内の輸送日数ですむため，フィーダーポート搬入後1日後程度でB／Lの入手が可能となる。これか

ら分るように，フィーダーポートと本船寄港地とでは輸出貨物の代価回収時間という面からの差は無視し

てもよいと考えられ，先に定義した輸送金利差も生じない。

　一方，フィーダーサービスが利用不可能な場合，寄港頻度差の存在する港湾の選択は輸送金利差をもた

らす・寄港頻度が異なれば平均的な船待ち日数が異なり，これに相当する日数分のB／L入手時期の差お
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よび在庫金利差が生じるためである。

　ここでは，フィーB’一一サービス利用可能な貨物と不可能な貨物を分け，前者をフィーダー可能貨物，後

者をフィーダー不可能貨物と名付ける。

（3）コンテナ貨物の流通タイプ分割と流通コストの関係

　結局・コンテナ貨物は，直送か経由かで2タイプ，フィーダー可能かフィーダー不可能かで2タイプ，合

計22＝4とおりの組み合わせによる流通タイプ分割が可能となる。

　そして，この4つの流通タイプ別に含まれる流通コストの構成項目が異なる。流通コスト構成項目のう

ち，国内輸送費はすべての流通タイプに含まれる。輸送金利は，港湾選択による差がフィーダー不可能貨

物においてのみ生じる。また，港頭諸費用は，経由貨物においてのみ港湾間の差が生じる。

　直送貨物におレ・ても，当然港頭諸費用は発生するが，船社のCY・CFSへ直送される貨物であり，船社

のCY・CFS料金は港間で一般に差がない。このため，直送貨物では港頭諸費用に差が生じず，モデルで

は考慮しない。

　これらを整理すると，流通タイプと流通コストの関係は表4．3．　1に示すとおりとする。

表4．　3．　1　流通タイプと流通コスト

国　内

ﾖ送費

・横持費
q　庫■関　連

輪　送

焉@利

フィーダー可能

ｼ送　タ　イ　プ CY　　CY ○ × X

フィーダー不可能

ｼ送　タ　イ　プ
CY・ ○ × ○

ブイーダー可能

o由　タ　イ　プ
じトO◎・◎ ○ ○ ×

フィーダー不可能

o由　タ　ィ　ブ
℃Y ○ ○ ○

注）　口：生産地，CY　港頭CY・CFS，合：倉庫・上屋

4－3－4　流通コストの算定手法

（1）国内輸送費の算定手法

　国内輸送費は，生産・消費地と港湾間の貨物輸送費である。輸送手段は，トラック陸送，トラック・フ

ェリー，鉄道，内航コンテナ専用船，とkる。今日では，鉄道の利用はまずなく，大宗はトラック陸送と

内航コンテナ船である。ただし，どの輸送手段を利用するにしても，コンテナ貨物のドアーtoドアー輸送

を完結するためには，最低限のトラック陸送の利用が必要となる。

　単位重量あたりの国内輸送費は次式で定義することができる。
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　　　　Uij＝LTij＋Fij＋Sij＋Rij　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－2）

　　　　　　ただし，　i，j：地域

　　　　　　　　　　　Uij：ij間の国内輸送費

　　　　　　　　　　LTij：ij間のトラック陸送コスト

　　　　　　　　　　　Fijlij間で利用するフェリーコスト

　　　　　　　　　　　Sij：　　　　〃　　　内航船コスト

　　　　　　　　　　　Rij：　　　　〃　　　有料道路料金

　　　　　　0〈LTij，0≦Fij，0≦Sij，0≦Rij

　上式右辺のコスト項目の値は，輸送距離の関数であるとともに，現行の運賃制度上は輸送・ットの関数

である。したがって，厳密には輸送ロット分布の導入が必要である。ただし，輸送ロットの差による単位

貨物量あたり輸送コスト差は，あまり大きくない。

　以上の国内輸送費を構成する項目のうち，トラック陸送コストは，一般に，路線トラック運賃と区域ト

ラック運賃とに分類されるが，このほかにコンテナ単位の輸送料金が公定料金として示されている。

　コンテナ貨物輸送で多く利用されるのは、コンテナ単位料金体系か区域トラック料金体系である。

　前者は実車・空車を問わずコンテナを輸送する際の料金体系で，距離制運賃率となっている。後者は，

コンテナ単位ではないバラ貨物輸送に適用され，通常は，時間・距離併用の区域制運賃率が適用される。

　コンテナ貨物輸送にはロットを反映する荷姿によb2種類（40フィート，20フィート）の運賃率が

あり，また，区域制運賃率では利用車種の大小によb運賃率が異なる。

　その他のフェリーコスト，内航船コスト，有料道路料金などは，利用の有無が確定されれば，公定料金

表に基づいて算定できる。

②　輸送金利の算定手法

　一般に合理的物流の要素は「低廉性」，「迅速性」，「安全性」であるといわれる。定期コンテナ船を

利用する外貿貨物輸送では，コンテナ船の寄港頻度が迅速性と密接な関係を持つとともに低廉性とも大き

な関わりを持っている。

　定期コンテナ船を利用する大宗貨物は工業生産品を中心とする雑貨である。工業生産品の出荷は，不定

期的ではなく，明らかに定常化されている。輸出向け商品のオーダーは通常数ヵ月のリードタイムを有し

てas・　b，輸出商品は一般に定期的に出荷される。定期的出荷商品にとって，船舶寄港頻度は大きな意味を

持つ。この点は次のように説明することができる。

　ある港湾のコンテナ船寄港頻度をX日に1便とする。輸出コンテナ貨物が毎日一定量Qで定期的にコン

テナ船寄港地に向けて出荷されるものとする。コンテナ詰めは，生産地または寄港地で行われることにな

るとする。

　生産地でコンテナ詰めされる場合には，毎日一定の本数Nのコンテナが船社指定のCYに出荷されるも

のとする。このときQは次式となる。

　　　　Q＝α・N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－3）

　　　　　ただし，α：コンテナ1本あたりの平均貨物積載量
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　コンテナ船寄港地でコンテナ詰めされる場合，それは荷主のストックポイントとしての営業倉庫かまた

は船社のCFSである。前者では，貨物はコンテナ単位にまとめられて船社のCYに搬出されるのが通例

であり，このコンテナ本数をNノとすると，このときの貨物量Qは次式となる。

　　　　Q＝α・Nノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－4）

　後者では，生産地からの出荷量がそのまま船社のCFSに搬出される。

　このとき，コンテナ貨物の単位あたり価格をpcとすれば・いずれの場合も毎日船社に受託される貨物の

総価値PCは，次式となる。

　　　　PC＝pc・Q，Q＝α・NまたはQ＝α・N！　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－5）

　コンテナ船の出航後に船社CY・CFSに搬入される貨物は，次のコンテナ船が寄港するまで滞留する

が，この滞留は商品の在庫であり，結局，在庫に要する金利が発生する。単位日あたbの平均的利率をi

とすると，単位日あたbの平均在庫金利↑は次式となる。

　　　　i－i・PC－、・，。・Q　　　　　　　　　　（・－3－・）

寄港頻度X日に1便の場合，船舶寄港インタバルはX日であるからこの間の総在庫金利を示す輸送金利1

は次式で示される。

　　　　・一言・・全一菖・・・・…Q－x等1）・・pc・Q　　　　（・一・一・）

つまり，寄港頻度が多く船舶寄港インタバルXが短いほど輸送金利が少ないことは上式によって証明され

る。

　ところで，荷主の輸出商品代価回収は，船荷証券B／Lを介して行われることは既に前節で述べた。本

船に貨物を船積み後発行されるOn　Board　B／Lの場合は，上式の輸送金利は当然輸出側荷主の負担とな

る。

　輸出国から輸入国までの輸送日数をY日とし，簡単のためFOB契約であb，輸入直後に輸入側荷受人は

商品を販売してしまうものとする。このとき，FOB価格をFC，海上運賃・保険をF，航行中の在庫金利を

IYとすると，輸入側が支払うべき総コストTCは次式となる。

　　　　TC＝FC＋F＋IY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－8）

FOB価格FCは，原価＋利潤であるから，金利を含まない製造原価をFCo，輸送金利を含まない在庫金利

をIZ，利潤を4とすると，製造原価，在庫金利，利潤の他に輸送金利1を見込む必要があり，次式となる。

　　　　FC＝FCo十Iz十d十1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－9）

　　．’．TC＝FCo＋d＋Iz＋F十1＋IY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－10）

　CYまたはCFSで貨物を船社に受託したときに発行されるReceived　B／Lの場合は，輸送金利は，

直接的には荷主の負担とはならない。この輸送金利は輸入側荷受人の負担となる。この点について説明す

る。

　On　Board　B／Lの場合と同一条件での輸入側の負担すべきコストTCノは商品のFOB価格をFCノ，海

上運賃・保険をF，航行中の在庫金利をIY，輸送金利を1として次式で示せる。

　　　　TC’＝Fd＋F＋1＋1。　　　　　　　　　　　　（4－3－11）
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FOB価格FC！は，商品の製造原価FCoと輸送金利を含まない在庫金利Izと利ma　dの合計であり次式が成

立する。（輸送金利は不要）

　　　　FC　i・＝FCo十d＋Iz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－12）

　　．’．TCノ＝FCo十4＋Iz＋F＋1＋IY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－3－13）

　これは先のOn　Board　B／Lの場合のTCと同一である。つまり，On　Board　B，4ではFOB価格FC

に輸送金利が含まれReceived　B／LではFOB価格FCノに輸送金利が含まれない。輸入側が負担すべき

総コストはどちらも同一である。したがって，寄港頻度が少なく輸送金利が少ないほど輸入側の総負担コ

ストは少ない。輸入側としては他のコストが同一であれば寄港頻度の多い港の選択を望むことになる。

（3）港頭諸費用の算定手法

　港頭諸費用は，現在の港湾料率表によると港別に異なる。コンテナ貨物をバン詰めしCYに輸送するま

でのコスト項目として，以下に示す項目をとb上げる。港頭諸費用0はその総和である。すなわち

　　　　0＝CHUP＋WHIO＋VANP＋0］F’WK＋CISP＋SIDE　　　　　　　　　（4－3－14）

　ただし・CHUP：上屋・倉庫保管費

　　　　　　WHIO：庫入れ庫出し費

　　　　　　VANP：バン詰め（バン出し）費

　　　　　　OFWK：船積み事務作業費

　　　　　　CISP：入出庫検数費

　　　　　　SIDE：港湾内横持費

4－4　港勢圏決定サブモデル

　4－4－1　はじめに

　個別地域から選択可能な港湾までの流通コストが算定されれば，各地域からコスト最小となる港湾の抽

出が可能となる。各港湾の港勢圏は，当該港までの流通コスト最小となる地域の集合である。4－4－2

では，この港勢圏の算定手法の一般式を導出する。4－4－3では，品目別かつ流通タイプ別に港勢圏が

異なることを説明する。

4－4　一一　2　港勢圏の算定手法

コンテナ貨物の生産（消費）地から利用港で貨物を船社に渡すまでの流通コストCは，次式であらわせる。

。cr，－Uき・。・膓・・膓

　　　　ただし　i：生産・消費地

　　　　　　　　k：港湾

　　　　　　　　9：品目

　　　　　　　　m：流通タイプ

i＝1～N

k＝1～K

4＝1～L

m＝1～4

（4－4－1）
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U：国内輸送費（4－3－2式参照）

1：輸送金利　（4－3－7式参照）

O：港頭諸費用（4－3－14式参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ各地域の荷主が経済合理的港湾選択行動をすると仮定すれば，i地域から選択される港湾kは次の流通コ

スト最小条件を満たす。

　　　　mi・。C㌧　　　　　　　　　　　　　　（4－4－2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　また，このとき各港湾の港勢圏を，当該港の利用が最小流通コストをもたらす荷主所在地域の集合であ

るとする。同一地域に所在する荷主であっても，商品の品目別かつ流通タイプ別に港湾までの流通コスト

は異なるため，港勢圏も品目別かつ流通タイプ別に異なる。この港勢圏をm”1とすると，

　　　　。H＞　一　｛ilmin　mCle｝　　　　　　　　　　（4－4－3）

　これを具体的に説明すると次のようになる。すなわち，同一地域たとえば隣接場所に生産拠点を有する

複数の荷主は，当該地域から各港湾までの国内貨物輸送費は，（同一ロケットと仮定すると）同一である。

しかし，輸送金利は商品価格により明らかに異なる。また，同一商品であってもフィーダー可能であれば

本船寄港地とフィーダーポートのいずれも選択可能である。っまり，同一地域の荷主でも，商品や流通タ

イプにより選択する港湾は異なる。逆に，同一地域内の同一商品・流通タイプの荷主は同じ港湾を選択す

るということである。

　4－4－3　流通タイプおよび品目の相違と港勢圏の関係

港勢圏は流通タイプ別k・よび品目別に異なる。このことから，各地域から選ばれる港湾は唯一ではなく

なる。以下では，コンテナ貨物の流通タイプ別に港勢圏の算定手法を詳述する。流通タイプ別に含まれる

コスト項目については、前掲の表4．　3．1に詳しい。

（1）フィーダー可能直送タイプ（m＝1）

　この流通タイプのコンテナ貨物では，生産（消費）地から港湾までの貨物輸送に必要とされる流通コス

ト項目は，国内輸送費のみである。すなわち，

　　　　C『，－ur　　　　　　　　　　　　　　（4－4－4）
であb，流通コストの最小化は国内輸送費の最小化と同等である。ゆえに，上式から分るように，ある港

湾の港勢圏は，品目によって変わることなく，地域と港間のフィジカルなアクセス条件一輸送時間と輸

送距離一によって決定される。

　　　　rf＝｛ilmi・U：｝

　　　　　一｛ilmi・f（t『，d↑）｝　　　　　　　　　　　（4－4－5）

　　　　　　　　ただし，t：時間距離，d：輸送距離
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②　フィーダー不可能直送タイプ（m＝2）

　流通コストは国内輸送費と輸送金利であb，次式で表わされる。

　　　　惰一U｝・1｝

　　　　　　－f（t『，d『）＋PCe・・k　　　　　　　　　（4－4－6）

　　　　　　　PCe：商品価格

　　　　　　　　vk：平均船待日数

上式から分るように，このタイプの流通コストは品目別に異なる。したがって同一地域であっても品目に

より選択港湾が異なる。

　どのような港湾が選ばれるかは，国内輸送費と輸送金利の兼ね合いによる。i地域から商品4のk港，

k’港までの流通コスト差は次式で示される。

　　　　C！ε一cri　U｝・i5－（utl・　’＋1＞’）

　　　　　　　　　＝（uトu6）＋PCe（・k－・k‘）　　　　　　（4－4－7）

このとき，右辺第1項と第2項の関係は以下のようになる。（以下，等号関係の分析は省略する）

①U｝〈U11かつvk〈vk‘　　　　　　　　　　　　（4－4－8）
　　・のとき，PCe＞・であるから4－4－7式の右辺各項頗であり，常にC｝〆C｝1が成立する．

　i地域からはk‘港よりk港へのアクセス条件がよく，またk’港よりk港の寄港頻度の方が多い（船待ち

　日数が少ない）状態である。これは，距離の近い寄港頻度の多い港湾が選択されることを示すが，明ら

　かに商品価格PCeの大小には依存しない。

②ull．＜U：‘かつvk＞vk1　　　　　　　　　　　　（4－4－9）

　　i地区からのアクセスはk港の方が良いが寄港頻度はk「港の方が多い（船待ち日数はk港が多い）

　状況である。4－4－7式を変形すると

　　　　C｝グC｝iPC8（・k－vkl）一（UrLU｝）　　　　　　（4＋・・）

右辺額は正であるから，PCeの値に・妬辺第噸と第・項の大・欄係は勲る．　cle－crlとなる

　商品4をがとし，

　　　　PCeL＜PCe　’〈　PC　e。　　　　　　　　　　　（4－4－11）

　であるものとする。このとき次の関係が成立する。

　　　　PCe－PCeLならばC：〆彪

　　　　PCe－PCe“ならばC｝，－c5　　　　　　　　（・一・一・2）

　　　　PCe－PCe。ならばcr，＞c5
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　すなわち，PCe“より低価格の品目では寄港頻度は少なくてもアクセスの良いk港の選択が経済合理的

である一方，高価格品目では，遠くても寄港頻度の多い港湾の選択が経済合理的である。

　以上のような品目別港湾選択を経て，港勢圏は次式で決定される。

　　　H＞　＝　｛i　imi・（U『・i7）｝

　　　　　一｛ilmi・（f（t『，d『）＋PCe・・k）｝　　　　　　　（4－4－13）

（3）フィーダー可能経由タイプ（m＝3）

　流通コストは次式となる。

　　　　C『8＝U『＋O膓　　　　　　　　　　　　（4－4－・4）

　港頭諸費用は，港別に品目によb異なる。ただし，港別の差は小さく，また港湾利用料であるから港湾

管理者により容易に変更可能と考えられる。上記同様に港湾選択の差による流通コスト差をあらわすと次

式のようになる。

　　　　crZ－crl－（ur－ulr　’）・（・〉一・＞i）　　　　　　　（・＋・5）

右辺第2項の値が小さければ，港勢圏はフィーダー可能直送タイプとほぼ同様のものになると想定される。

　　　　H2　＝　｛i　lmi・crZ｝

　　　　　　一｛ilmi・（f（tr，d｝）＋O＞）｝　　　　　　　　（4－4－・6）

（4）フィーB’・・一不可能経由タイプ（m＝4）

　このタイプでは，国内輸送費，輸送金利，港頭諸費用のすべてが必要である。すなわち，

　　　　C『，－U『・1旨0膓　　　　　　　　　　　（4－4－・7）

　港頭諸費用に関する分析は前記のとおりであり，港湾間のコスト差が小さければフィーダー不可能直送タ

イプにおけるとほぼ同様の港勢圏が品目別に形成されることになる。

　　　　H＞一　｛itminC5・e｝

　　　　　　一｛ilmi・（f（t：・dr）＋PCe・・k＋O＞）｝　　　　　　（4－4－・8）

　以上を模式的に示すと，表4．4．1に示すとto　bとなる。
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4－5集荷ポテンシャル算定サブモデル

　4－5－1　はじめに

　港湾別のコンテナ貨物集荷ポテンシャル，すなわちコンテナ貨物需要は，港勢圏内のコンテナ貨物の総和

として得られるが，当該港で本船積み（卸し）される貨物量（船積みポテンシャル）と他港間のフィーダー

相当量（ポテンシャル）の和である。まず，4－5－2で以上のコンテナ貨物集荷ポテンシャル算定式を

導き出す。次いで4－5－3で，これを船積みポテンシャルとフィーダー相当量に分ける手法を示す。

　4－5－－2　集荷ポテンシャルの算定方法

　前節で構築した港勢圏決定サブモデルにより，各港湾の港勢圏が品目別かつ流通タイプ別に決定される。

集荷ポテンシャル算定サブモデルは，港勢圏内で生産・消費されるコンテナ貨物の集合をとることにより

港別のコンテナ貨物需要を算定する。すなわち，

　　　　P・＝ξ落嘩・Z・e　　　　　　　（4…・）

　　　　　　　　ただし　Pk　　：k港のコンテナ貨物集荷ポテンシャル

　　　　　　　　　　　　mZie：流通タイプ別品目別地域別コンテナ貨物生産（消費）量

　ここで，Pkは，コンテナ貨物の荷主が経済合理的に港湾選択を行うと仮定したときに得られる潜在的

な（k港湾での）集荷可能貨物量つまリコンテナ貨物需要であb，この意味で「コンテナ貨物集荷ポテン

シャル」と名付ける。集荷ポテンシャルにはフィーダー可能タイプの貨物量が含まれている。したがって，

集荷ポテンシャルは，当該港湾で本船積み（卸し）される貨物と他港へ（他港から）フィーダーされる貨

物の合計である。

　　　　Pk＝PLk十PFk　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－5－2）

　　　　　　　　PLk：k港での本船積み卸し貨物量

　　　　　　　　PFk：k港から他港へ（他港からk港へ）のフィーダー貨物量

　右辺第一項を「船積みポテンシャル」，第二項を「フィーダー相当量」として定義する。両者の割合を

規定する大きな要因は，港湾間の寄港本船の積み卸し能力差と寄港頻度差である。以下，この点について

述．べる。

　4－5－3　船積みポテンシャルとフィーダー相当量の算定手法

　現実の貨物流動からみると，フィーダー輸送は，すべての港湾間で可能なわけではなく，輸出入それぞ

れにおいて一方向的である。つまり，コンテナ港湾は，輸出の場合には，コンテナ貨物を各地・各港湾から

集結するマザーポートと，マザーポートへのフィーダーサービスが行われるその他の港に分類される。輸

出貨物がマザーポートからその他港，あるいは，その他港からその他港ヘフィーダー輸送されることは，

コンテナバンのポジショニングの関係から，現実には（よほどの例外を除いて）あり得ない。逆に，輸入

貨物がマザーポートへその他港からフィーダー輸送されることも，まずあり得ない。したがって，フィー
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ダー輸送は，マザーポートとその他港間で一方向的に考えればよい。

　単位期間T内でのマザーポートk‘港とその他港kの寄港頻度を各々αk「，αk　とし，寄港間隔を各々

nki Cnkとすると，明らかに次式が成立する。

　　　　αk〈αk「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－5－3）

　　　　nk＞nk「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－5－4）

　　　　T＝αk・nk＝αkl・nk「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4－5－5）

　k港に集荷されるコンテナ貨物は，本船積みされるか，マザーポートk’港にまでフィーダー輸送され

る。したがって，k港での本船積み量はk港の寄港頻度に大きく左右される。そこで，次のようft仮定を

置く。

（仮定1）

（仮定2）

マザーポートにはすべての同盟コンテナ船が寄港する。

マザーポート以外の港は次の2つの形態である。

　コーリングポート………マザーポート寄港船のうちの1部の船舶が寄港する。また，フ

　　　　　　　　　　　　　ィーダーサービスは提供される。

　フィーダーポート………本船は全く寄港しないがフィーダーサービスを受けられる。

　生産工場からの出荷頻度・出荷量を一定とし，単位時間あたbdとする。出荷された貨物は，k港湾の

港頭CY（またはCFS）に滞留するものとすれば，これらの貨物は，k「港湾ヘフィーダー輸送される

か・k港湾で本船に積載されるかのいずれかとなる。k港での本船寄港間隔はnkであるからこの間のk港

集荷ポテンシャルは，次式となる。

　　　　令、一穿、一、．nk　　　　　　　　（、＿、）
　　　　　　　t＝1

　ただしnkは単位時間で計測した時間数とする。　k港湾に集荷されたコンテナ貨物がk1港湾までフィーダ

ーされるか，あるいは，k港湾で本船積みされるかは，荷主コストには直接反映しない。ただし，必要以

上に本船積載が遅延すると輸入先への到着が遅れ，輸入元のコスト増となる。そこで，k港湾でフィーダ

ーされるか本船積載されるのかの基準を次のように考える。

　　　　k港での最大船待ち日数＝kl港での最大船待ち日数

この条件は，k港湾においても寄港頻度の多いマザーポートk1港湾同様の寄港頻度の輸送サービスが亭

受可能という，フィーダーサービス制度の本質にほかならない。このとき，フィーダー相当量は，船待ち日

数がnk‘を超えるような出荷タイミングとなる貨物である。

　寄港船の積載能力toよびフィーダー輸送能力に制約がないとすれば次式が成立する。

〈　　　　　nk
　　　　．Σd＝d・（nk－nk’）PFk＝
　　　t一咬＋1

〈　　　　nkI

PLk＝ΣA＝A・nkl
　　　t＝1

輌＋愈一d．。。－IP，

〈PFk：k港湾からのフィーダー相当量

〈
PLk：k港湾での船積みポテンシャル

（4－5－7）

（4－5－8）

（4－5－9）
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したがって，

　　命、－a・nkt－P、　A’nki一念nkl

　　　　　　　　　　　4・nk　　　nk

命。－d・（　　　　　’nk－nk）・・F・∠’ rnピ）－F、n㌔lnkI

（4－5－10）

（4－5－11）

　ところで，コンテナ輸送能力には制約があるのが一般的である。この場合でも，次のような仮定を置く

ことにより，k港の船積みポテンシャルとフィーダー相当量は，k港とkI港のコンテナ本船への割当積

載能力比により算出可能であることが示される。

　あるコンテナ船が日本複数港に寄港するとき，各港湾での積載貨物量が一定であると仮定する。現実に

は港湾間で積載貨物量は異なるが，長期的には，港湾間の積載量が一定となるような均衡化指向が働くもの

と考えられる。積載量の少ない港湾には寄港を少なく，また積載量の多い港湾には寄港を多くすることが

経済合理的と考えられるが，その結果，港湾間の1船あたり積載量が一定化する傾向が生じると考えられ

る。以上の仮定に沿ってフィーダー相当量の算出式を導き出す。

　本船が1回寄港するときの貨物積載可能量をσとし，これはk港とkl港で同一とする。このとき，単位

期間T内での貨物取b扱い能力（たとえば積載能力）をAとすると，

　　　Ak＝αk’σ

　　　Akl＝・αk㌦σ

先の4－5－10式右辺のnkt／nkは4－5－5式より次のように変換される。

　　　　　　二1＿　　　　Ak

　　　nk二αk1＿αk＿－i＿Ak
　　　nk　T　αk‘　Akl　Ak「
　　　　　　αk　　　　　　　　σ

ゆえに，

　　　金・－s・曇

（4－5－12）

（4－5－13｝

（4－5－14）

（4－5－15）

　また同様にして

　　　　合・一負A‘：Ak　　　　　　　（・一・一・6）

　したがって，港湾別に単位期間内の貨物取り扱い能力が与件とされれば，各港湾の集荷ポテンシャルを

船積みポテンシャルとフィーダー相当量に分割することができる。マザーポートでの船積みポテンシャル

は，マザーポートの当初の船積みポテンシャルに各港からのフィーダー相当量を加えたものとなる。

　4－5－1　4・・一・4－5－16式から，逆に．各港でのコンテナ貨物積載量が同一とみなしてよいのなら，

輸送能力に制約を加えなし（ときの配分式4－5－10式と4－5－11式を用いることができる。つまり，

船舶寄港頻度が与えられれば，集荷ポテンシャルを船積みポテンシャルとフィーダー相当量に配分可能で

ある。
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この場合のフィーダー相当量の算定の考え方を模式的に表4．　5．1に示す。

表4．5．1　フィーダー相当量の算定方法

（㌫㌶竃鑑1：〕⇒

出　　荷　　日 船待日数 船積／ブイーダー

1日目

Q日目
R日目

S日目

T日目

U日目

卜　　　　　　凸（入港）

x牛
x』

1日

N認⇔2日

地方港船積み

}ザーポートヘフィーダー
@　　　　：　　　　　〃地方港船積み

7日目 』　　　　　　凸（入港） 1日 地方港船積み

4－6　荷主の港湾選択モデルの実証性

　4－6－一一1　はじめに

　ここでは，以上で提案してきた荷主の港湾選択モデルに現実データ（昭和53年値）をインプットし，

モデルによる現況再現性を分析する。このために，4－6－2では，用いるデータとモデル適用の前提に

ついて述べる。4－6－3では，モデル構築にお・いて重要な概念である貨物の流通タイプ分割の方法を述

べる。4－6－4では，モデルを適用し，モデル計算結果と実績を比較し，モデルの実証性を確認する竺）

4－一一6－2　利用データと前提

（1）流通コスト

　流通コストの内容は，国内輸送費，輸送金利，港頭諸費用であり，以下，各々のコスト原単位の作成法

について説明を加える。

①　国内輸送費

　　現状の道路ネットワークを用いて地域中心（都道府県庁舎所在地）から港湾までの距離を計測する。

　さらに時間距離を算出（一般道30km／h，高速道65km／h）して公定料金表を用いて輸送料金を算出す
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　る。最多輸送ロットは4トン（業者ヒアリングによる）とし，一率4トン車換算の輸送料金を用いる。

　なお，コンテナ専用内航船の就航している地域では，その料金を用いる。

②　輸送金利

　　輸送金利は洗の・一・一・式で示され。．品目別価格は，。ンテナ流動議に基づいて，昭和53

　年価格で算定する。また，利率は，年利率を関連人件費相当分込みで12％とする。金利の算定には，

　この他に寄港頻度が必要であるが，これについては後述する。

③港頭諸費用

　　港湾料金表にしたがって，規定の料金を原単位として用いる。倉庫保管料金，沿岸荷役料金，船積み

　事務作業費，入出庫検数費，横持費などが必要となる。なお，港頭の一般倉庫を利用せず，船社のCFS

　に搬入しコンテナ詰めする場合はCFSチャージが必要となるが，一般に港湾間の料金差はない。

（2）生産・消費地別コンテナ貨物量

　外貿コンテナ貨物流動を分析するために，運輸省と大蔵省の共同で昭和45年以来コンテナ流動調査が

4回行われてきた。本研究では．53年10月に実施された1ヵ月間全数調査に基づいて，生産・消費地

別かつ航路別・品目別・流通タイプ別コンテナ貨物生産・消費量を集計し，荷主の港湾選択モデルのインプ

ットデータとして用いた。なお，コンテナ流動調査の主な内容は以下のとおりである。

表4．6．　1　コンテナ流動調査の内容

積載船

積卸港

仕向国

品目

価格

生産・消費地

詰め出し地

詰め出し場所・施設

混載有無（CL／LCL）

蔵置地

1　3．申告時の貨物状態

1　4．国内輸送手段

15．積卸ふ頭名

16．仕向・仕出港

17．　フレートトン

①生産地・消費地の分割

　　上記調査では，生産地・消費地を市単位で把えている。実際の生産地・消費地が町村である場合，最

　寄り市名を記入することになっている。したがって，厳密には生産地あるいは消費地別コンテナ貨物量

　が判明するわけではない。ただし，コンテナ貨物はいわゆる雑貨であb，町村部より都市部で生産・消

　費される貨物量の割合の方が大きいと考えられる。また，とくに輸入の場合，二次流動の把握が困難で

　ある。輸入商社扱い貨物は，実際の消費地ではなく，商社所在地が貨物消費地として調査票に記入され

　る危険性が多分にあると考えられる。モデルの実証性分析では，以上の点に対する注意が必要となる。

②航路分類

　　航路の分類は種々の方法があるが，ここでは一般によく用いられる航路分類を参考に，計算の簡略化

　を加床して，また貿易量の多い航路を抽出して，次表のように8航路を分析対象とする。なお，航路は，

　一般に相手先国で分けるのではなく，相手先港で分けられる。たとえば，欧州航路は輸出入先が欧州で

　はなく，本船からの貨物積み卸し港が欧州ということである。この意味で日欧間の輸出入貨物でナホト
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・港を経由しシベ・ア鉄道を利用して輸送され。貨物は，ナホ，ヵ織分類す。。

表4．6．2航路分類

　（地中海）

ナ　　ホ　　　　カ

豪　　　　　州

グリーンランド，カナダ，アメリカ

アイスランド，ノールウェイ　スウェーデン～

ギリシャ，ルーマニア，ブルガリア　トルコ

同上および中近東（または近東）　ソ連

オーストラリア，パプア　ニューギニア　ニュージランド～

米領サモア，米領オセアニア　マリアナ　カロリン

（関釜フェリー分除く）

台湾，香湾，ぺトナム　タイ　シンガポール　マレイシア

ブルネイ　フィリピン　インドネシア

カンボディア，ラオス，ビルマ，インド，パキスタン～

イラン，イラク，イスラェル，～レバノン，アラブ首長国連邦，ガザ

モロッコ，アルジェリア，チュニジア　エジプト　リビア～

ケニア，ウガンダ，タンザニア

メニシコ　グァテマラ～ドミニカ　プエルトリコ

③品目分類

　　輸送金利は品目価格に依存するため，品目分類の細かい方が金利差をより厳密に表わせる。一方，計

算量は嫡囎大す・．・こでは，運輸省の錨船貨綱劃準じて、7品分類で計算を行う。

表4．6．3品目分類表

米穀類

水産物

その他農水産品

林産品

石炭

砂・砂利

原油

その他鉱産品

9．金属

10．その他金属機械

11．石油類

12．セメント

13．その他化学工業品

14．軽工業品

15．雑工業品

16．特殊品

17．分類不能

注5）　ナホトカ航路は，日本と欧州・中近東・ソ連を結ぶいわゆるシベリアランドブリッジ輸送

　　（SLB）獄ける海上輸渉一トでありほ本・・連鯨のナホ・カ（ボス・一チ・・）を結ぶ航

　　路である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46）
　　　SLBは，典型的な海陸複合輸送ルートである。日本からナホトカまでは定期コンテナ船による

　　海上輸送となる。ナホトカから欧州・中近東側ソ連国境まではシベリア鉄道経由でコンテナ輸送さ

　　れ…連国境から欧州・中近東各地へは，・ラ。ク，鑓，海運に、b輸送。れる17）
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（3）港別寄港頻度と配船数

　港別のコンテナ貨物需要の算定には，港別のコンテナ船寄港頻度がインプットとして必要である。

　コンテナ貨物を輸送する船舶は通常，次の4つに分けられる。

　・フルコンテナ船一コンテナのみを積載する目的で建造されており，大量輸送が可能

　・セミコンテナ船一コンテナ，在来貨物の両者が積めるようにした船舶

　・在来船　　　　　従来の在来船のオンデッキにコンテナを積載する

　・多目的船　　　　　自動車，一般貨物，コンテナなど種々の形状の貨物輸送が可能な船舶

　一般にコンテナ船とはフルコンテナ船のことであり，他の船舶のコンテナ積載量はフルコンテナ船より

大幅に少ない。本研究では，基本的にフルコンテナ船の寄港頻度をインプットデータとして用いる。した

がって，セミコンテナ船，在来船，多目的船のみが寄港する港湾での寄港頻度はゼロとする。

　以上の寄港頻度に基づいて港湾別の集荷ポテンシャルを求めるが，これをフィーダー相当量と船積みポ

テンシャルに分離する。先に示したように，港別の単位期間あたbの貨物取b扱い能力が与件として必要

である。この貨物取り扱い能力として次の2種類の指標が考えられる。

　　①港別寄港頻度

　　②港別配船数

　モデルの現況再現性つまり実績値の推計には後老の港別配船数を用い，将来の予測を行うときには，前

者の港別寄港頻度を用いる。この理由は次のとtsりである。

　たとえば，寄港頻度月4便，月間配船数40隻の港湾（毎月4隻配船する船社が10社寄港する港湾）

と寄港頻度月2便，月間配船数4隻の港湾（毎月2隻配船する船社が2社寄港する港湾）とを比較すると，

後者は前者に比べて寄港頻度は％であるが配船数は1／loである。このような現実の前では，実際には，船

積み量は，寄港頻度差ではなく配船数差に制約される。つまり寄港頻度差で求めるより多くの量がフィー

ダー輸送されることになろう。

　しかしながら，このような状態は長期的には継続されないと考えられる。たとえば，ある港湾でフィー

ダー量が相当多く配船を行う方が採算に合うという考えを持つ船社は，その港湾への配船を増大し，結局，

寄港頻度差と配船数差の上記のギャップは改善される方向に向かう。つまり，将来的には，寄港頻度は変

わらなくても，配船数は変化し得る。

　以上の観点から，モデルの実証分析では，配船数差に基づいて船積み量とフィーダー量を算定する。な

ts，実績値として用い得るのはコンテナ流動調査の港別船積み（卸し）量であり，フィ・一一一ダー量は同調査

からは判明しない。また，フルコンテナ船以外への積載コンテナ貨物量の抽出が行い得ないので，セミコ

ンテナ船等の寄港地には，便宜的にセミコンテナ船積み取り比率を設定して船積み量を修正する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　as）
　モデルでは，表4．6．4に示す配船数実績を用いる。
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表4．6．4　コンテナ船の寄港現況

（S5　3．10）

東京湾 清水港 伊勢湾 大阪湾 関門港 苫小牧港

1．北米航路
@　配船数
@　寄港頻度

　◎

@69働
S（日／1便）

◎194 ◎344 ◎724

　○

i035）
@0

：一

2　欧州航路
@　配船数
@　寄港頻度

◎16　6

　○
iα09）

@0

　○

i028）
@0

◎166

　○
i0006）

@0

：一

3　ナホトカ航路

@　配船数
@　寄港頻度

◎11　4
◎56 ◎56 ◎104

：一
◎215

4．豪州航路
@　配船数
@　寄港頻度

◎14　6

：一

◎126 ◎146

　○

ioo7）

@0

：一

5　韓国航路
@　配船数
@　寄港頻度

◎1615

：一

　一
i096）
@0

◎1034

　一
iα04）

@0

：一

6　東アジア航路

@　配船数
@　寄港頻度

◎51　6

　一
i018）
@0

　一
ia25）
@0

◎585

　一
iα38）

@0

：一

τ　中近東航路

@　配船数
@　寄港頻度

◎14　2
◎215 ◎142

：一

8．その他航路

@　配船数
@　寄港頻度

◎　131

　一
iα川）

@0

　一
i014）
@0

◎131

　一
i001）
@0

：一

注1）◎：フルコンテナ船の寄港地，○：フルコンテナ船のフィーダーポート

注2）　「配船数」の（　）内数字は、セミコンテナ（在来）船寄港時のフルコンテナ船に換算

　　　した配船数。（盟外船と同盟船の総数）

注3）セミコンテナ船のみ寄港しているとき、「寄港頻度」は0（ゼロ）とする。

注4）苫小牧港は、北米航路においても、復航同盟よりフィーダーボート（アウトポート）と

　　　指定されているが、ここでは扱わない。
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　4－6－－3　貨物の流通タイプ分割の方法

　コンテナ貨物の流通タイプについては3節に述べたが，港別のコンテナ貨物需要を企業の行動原則

に基づいて算出する際には，重要な概念である。ただし，流通タイプについての調査データは存在しない

ので，既存の・ンテナ臓調査デー・よ晒融イブ別貨物量擁計する．以下に推計の方法を述べる29）

（1）フィーダー可能貨物と不可能貨物の分類

　フィーダーサービスは船社のコストアップにつながる。したがって，フィーダー可能かどうかは，実際

には，荷主と船社の取引関係によって決定されるが，原則的には，以下の条件を満足する必要があると考

えられる。

①コンテナ1バンあたbの運賃収入が高い貨物

　　海上運賃は，フレート・トン（重量または容積の大きい方のトン数）建てである。コンテナ貨物には

　重量制限があるため，重量物カーゴは船社に好まれない。20フィートコンテナの積載重量制限は17

　トン程度である。鉄鋼製品などは重量制限までバン詰しても容積換算すると17トン以下であb，2d程

　のデッドスペースができてしまう。この運賃収入は，17トン⑧トンあたり海上運賃である。一方，20

　フィートコンテナの容積制限は25㎡程度である。繊維製品は25m3でも重量は17トン以下であり，

　収入は25トン⑧トンあたり海上運賃となる。

②定常的・安定的に出荷される貨物

　　定期船運航船社にとって，安定荷主の確保は非常に重要である。このため1バンあたりの収入があま

　り大きくなくても，大量・定期的に船積みされる貨物へのサービスは怠らない。たとえば，ゴムタイヤ

　などは，その好例である。

③LCL貨物でないこと

　　船社の引き受けるLCL貨物のバン詰料金は一率（昭和53年時点で2，800円／トン）である。重

　量品目，パン詰に手間のかかる品目などもあb，またコンテナを常に満載状態にはできない，などある

　程度のリスクがあるため，あまリフィーダーされる例はない。なお，

　　　　　LCL：Less　than　Container　Load，CL：Container　Load

以上から，LCL貨物は，すべてフィーダー不可能なものとする。また重量物，具体的には，セメント，

ガラス，陶器，鉱物，鉄鋼，非鉄金属，特殊品は，すべてフィーダー不可能とする。

（2）直送貨物と経由貨物の分類

　直送貨物か（港頭倉庫）経由貨物かの見極めは非常に難しい。特に港頭の一般営業倉庫でバン詰され

ている場合，その営業倉庫が船社指定のCFSであるのか，荷主のストックポイントとしての倉庫である

のかの判断が既存データからは困難である。前者は直送貨物であり，後者は経由貨物と見なされる。両者

で港頭料金が異なる。

　ここでは，直送か経由かを，昭和49年，53年のコンテナ流動調査に準拠して，税関申告時の貨物の

状態，生産地，蔵置地，詰地の関係，詰め場所の種類，混載の有無に基づいて，次表のように分類して判

断する。
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表4．　6．　5　貨物の流通タイプ分類の考え方

F不可F　可経由直送

柘

注1）

注2）

F可：フィーダー可能，　F不可：フィーダー不可能

以上に関わらず，次の重量物商品はすべてフィーダー不可能とする。

●セメント　　●陶器

・ガラス　　　・その他鉱物

・鉄鋼　　　　・金属製品

・非鉄金属　　・特殊品
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　基本的判断指標は，詰め場所の種類である。コンテナ貨物の詰め場所として通常用いられるのは，海貨

業者の保税倉庫，船社CFS（ふ頭内），荷主の保税工場・倉庫である。後二者の場合，一般的には直送

（荷主→CY・CFS）と考えられる（次表のUa　3，4，7，8，11，12，19，20，23，24，27，28）。た

だし，生産地，蔵置地，詰地がすべて異なり，生産→蔵置→詰め（詰め前通関）のときは，蔵置地の倉庫

経由と考える（AE｛・1・5，16）。詰め後通関で生産→詰め→蔵置のときは，　CL貨物であれば，たとえば荷

主の倉庫詰め→CY搬入→コンテナ扱い通関と考え，直送とする（／la　31）。LCL貨物である場合は，た

とえばコンソリデータ詰めと考え，直送貨物とする（ita　32）。

　海貨業者の倉庫詰めの場合は，荷主の港頭ストックポイントか（経由），船社の埠頭外の指定CFS

か（直送），は判断できない。そこで，混載の有無に注目する。通常，多数荷主の混載は船社指定CFS

以外では不可能とされている。業者倉庫詰め混載貨物であれば，業者倉庫を船社CFSと考えて直送とす

る（％2，6，10，18，22，26）。ただし，生産地と蔵置地と詰め地がすべて異なる場合，荷主の指定ス

トックポイントで蔵置し，さらに船社CFSへ搬入するLCL貨物と考え，経由とする（侮14，30）。

　業者倉庫詰めCL貨物の場合，判断不可能であるので，荷主の合理性追求を前提として，海貨倉庫を荷

主のストックポイント，すなわち経由貨物とする（iki　1，5，9，13，17，21，25，29）。荷がCL単位

にまとまれば，船社CFSより業者倉庫でのバン詰めの方が安いことが多いといわれているからである。

以上示した考え方で，コンテナ流動調査に基づく流通タイプ分割が可能となる。

　4－6－4　荷主の港湾選択モデルの適合度

　昭和53年10月1カ月間の現況データを荷主の港湾選択モデルにインプットし，理論値として得られ

る港別船積み量と実績値を比較する。

（1）航路別適合度

　モデルでは，航路別に港別輸出船積み量と輸入船卸し量が算定される。以下，航路別に適合度をみてみ

る。

①北米航路

　　清水港では輸出が過大に，輸入が過小に算定され，伊勢湾では，その逆になっている。両港とも輸出

　入合計では，輸出と輸入の誤差が相殺されて，誤差率は5％以内に収まっている。

　　関門港にはフルコンテナ船は寄港していないが，実績では，輸出680トン，輸入641トンの船積量

　がある。これは，在来船のオンデッキコンテナ貨物と椎察される。この実績は，先述のセミコンテナ船

　積み取b比率（フルコンテナ船換算の配船数一北米航路，関門港の0．35－）で説明される。

　　なお以上のほかに，この航路の特色としてその他港（那覇港）で2，354トン（この内，「その他食

　料品」2，088トン）の輸入が行われている。この大部分は，米軍関連輸入物資であると推察される。
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表4．6．6　北米航路の理論値と実績値比較

輸　　　　　　　出 輪　　　　　　　　入　一・一一1－・

　　　　合　　　　　　　計．一　．一一

理論値 実績値 誤　差 誤差率 実績値 誤　　差
一．・

@　一一
?ｷ率 　　一A攪_値 実績値 誤　差 誤差率

1．東京湾
Q　清水港
＝@伊勢湾
S　大阪湾
u　関門港
U　その他
V　合　　計

260603
Q7391
W5628

Q31687
@680
@　0U05988

251237
R5903
V7687

Q40426
@680
@　56
U05989

9366
|8512
V941

|8739

@　0
@－56
@－1

　　（％1

@3．73
|23．71
P0．22
|3．63

ﾇ　一

理論値　　　・

Q03373
P3241
R1604
P52914
@638
@　0S01769

206736
@5440
R5158
P51412
@641
@2283
S01770

一3363
V001

`3554
P502

@－3|2283

@－1

　（％｝－1．63

P43．40
|10．11

@0．99
ｱ　一

463976
@40631
P17232
R84601
@1318
@　　0
P007758

457973
@41343
P12845
R91838
@1321
@2439
P007759

6003
|712
S387

s7237

@－3|2439

@－1

　（％｝

P．31

ｩ1．72
R．89

P．85
ﾇ一

注1）

高Q）
昭和53年10月1カ月の貨物量（以下同様）
東京湾：東京・横浜港，伊勢湾：名古屋・四日市港大阪湾：大阪・神戸港

②　欧州航路

　　欧州航路では，フルコンテナ船の寄港地は東京湾，および，大阪湾の2大港湾だけである。現実には，

　清水港，伊勢湾，関門港でもセミコンテナ船あるいはコンテナ積み在来船が寄港する。このため，これ

　ら港湾にも若干の船積量があり，これら港湾での誤差率が大きいが，誤差絶対量は小さい。

表4．6．7　欧州航路の理論値と実績値比較

翰　　　　　　　出 翰　　　　　　　　入 合　　　　　　　計

理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　差 誤差率

1．東京湾

Q清水櫛
＝@伊勢湾
ｫ　大阪湾
T　関門港
U　その他
ﾑ　合　計

136051

@　598
@1195
P14120

@　26
@　　0
Q51989

140183
@1118
@1809
P08833

@　46
@　　0
Q51989

一4132
|520
|614
T287

@←20
@　0
@　0

　　（φ）

@2．95
|46．50
|33．94

@4．86
S3．48

F

93579

@　520
@931
U3317

@　20
@　　0
P58367

94284
@　　0
@　321
U3453

@　　0
@309
P58367

一705
T20
U10

|136
@20
|309

@0

　　（勇｝

@0．75
@『
P90．03

@0．21
ｲ　一

229630
@1118
@2126
P77437

@　45
@　　0
S10355

234467
@1118
@2130
P72286

@　46
@　309
S10356

一4837

@　0
@－4T151

@　－1
ﾋ309

@－1

　｛引

Q．06

|0．19

Q．99

?

③　ナホトカ航路

　　この航路には，フィーダーサービス制度がない。東京湾，大阪湾では，過小，その他の地方港では過

　大の推計結果になった。これは，生産・消費地の分類を計算の都合上県単位としたため（市単位にする

　と計算時間が膨大となる）であb，各港の背後圏が県単位で捉えられるためである。たとえば，清水港

　の港勢圏は，計算上は山梨県と静岡県となるが，実際には，両県の貨物のかなりの部分が東京湾にも流

　れている。同様のことが伊勢湾についてもあてはまる。この結果，両港湾の貨物量が過大とkる。

表4．6．8　ナホトカ航路の理論値と実績値比較

輸 出 翰 入 合 計

理論値 実績値 誤　差 娯差率 理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　　差 誤差率

1．東京湾
Q　清水港

37749
U159

39725
S424

一1976
P735

　（％｝－4．97

R9．22

15656
P266

16083
@665

一427
U01

　（％｝

Q．65

X0．38

53405
V425

55808．
T089．

一2403
Q336

　（％）

S．31

S5．90
a　伊勢湾 11180 8421 2759 32．76 3158 3609 一451 12．50 14338 12030． 2308 19．19
▲　大阪湾 22893 25643 一2750 10．72 14940 14663 277 L89 37833 40306． 一2473 6．14
5　関門港 0 0 0

『
0 0 0

一
0 0． 0

一
6　その他 1402 1170 232 19．83 91 91 0

一 1493 126L 232 18．40
7　合　　計 79383 79383 0

一 35111 35111 0
　 114494 114494． 0

一
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④豪州航路

　　搬的嬬えば凍京・大阪湾以外の地方港では，輸出の・・イトの大きいことが特色である．しカ、

　し，豪州航路の伊勢湾については，その逆で，羊毛を中心とする輸入のウェイトが大きい。これは，四

　日市周辺に羊毛加工産業が集中しているためである。

　　モデル結果では，伊勢湾の輸出は過大，輸入は過小であb，大阪湾ではその逆の結果となっている。

伊勢湾は，輸出貨物については現実より大きな潜在的集荷量を有し，輸入貨物では，背後圏の大きさ以

上に集荷していると考えられる。

　　しかし，輸出入合計では，誤差率は，三大湾では2％以内に収まっている。

表4．6．9　豪州航路の理論値と実績値比較

輪 出 輸 入 合 計

理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　差 娯差率

1．東京湾
Q　清水港

61862
@　　0

62731
@　　　0

一869
@　　0

　　（φ｝－1．39

@0．

40673
@　　　0

38635
@　　0

2038
@　　0

　（傷）

T．28
O．

102535
@　　　0

101366
@　　　0

1169

@　0

　（勇）

P．15
O．

a　伊勢湾 26757 21611 5146 23．81 39775 44412 一4637 一10．44 66532 66023 509 0．77
4．大阪湾 50352 54498 一4146 一7．61 32406 29912 2494 8．34 82758 84410 一1652 1．96
5．関門港 191 332 一141 42．47 135 30 105 35．0 326 352 一26 7．39
6．その他 0 0 0

一
0 0 0

一
0 0 0

一7．合　　計 139162 139162 0
一 112989 112989 0

『 252151 252151 0
一

⑤　韓国航路

　　以下の近距離航路では，フィーダーサービスは実施されていない。

　　鯛航路の糖は，下関・釜山間に関釜…一が就航しているた雄門港での船積み量の，．，，

　が他の航路に比べて，非常に大きいことである。

　　しかし，関釜フェリーは，下関港のみを日本での起終点としており，これを利用するコンテナ貨物の

　生産・消費地は，日本全国に拡がっている。関釜フェーリー利用荷主は，下関港のみを選択可能である。

　また，モデルでは，フルコンテナ船によるコンテナ貨物輸送を原則としている。そこで，今回のシュミ

　レーションでは，関釜フェリー分は除いてある。

　　また，伊勢湾，関門港については，この航路のフルコンテナ船は寄港していないのでセミコンテナ船

比率を用いて計算を行う。

　表4．6．10va示すように，輸出入合計での適合度は10％以内に収まっている。

表4．6．10韓国航路の理論値と実績値比較

〔トン／月）

輸 出 輸 入 合 計

理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　　差 誤差率 理論値 実績値 誤　差 誤差率
〔％） （勇） （％）

1．東京湾 25757 25158 599 2．38 27970 23981 3989 16．63 53727 49139 4588 9．34
2　清水港 0 0 0 0． 0 0 0 0． 0 0 0 0．

a　伊勢湾 307 546 一239 43．77 720 482 238 49．38 1027 1028 一1 0．

↓　大阪湾 32664 33036 一372 L13 76591 80741 一4150 5．14 109256 113777 一4521 3．97
5．関門港 12 0 12

一 27 39 一12 30．77 39 39 0 0．

6．その他 0 0 o
｝

0 66 一66 一
0 66 一66 一

7，．合　　計 58740 58740 0
一 105309 105309 0

一 164049 164049 0
一

注）関釜7エリーによるコンテナ貨物輸送は除く。
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⑥東アジア航路

　　東アジア航路では，各船社の国別寄港形態がまちまちであるため，韓国航路以外の航路を一括してモ

デルを適用した。

　　モデル適用結果をみると，フルコンテナ船の寄港している東京湾・大阪湾での誤差率は非常に小さい。

　東京湾では輸出入ともに理論値がわずかに過大になったが，反対に大阪湾では，輸出入ともわずかに理

　論値が過小となっている。この理由は，東南アジア航路に関しては，大阪湾の配船数の方が，東京湾の

　それよbも若干多いことから，生産・消費地が東日本でありながら大阪湾を利用するような形態が若干

　存在するためとみられる。

　　その他の港湾にはフルコンテナ船は寄港していない。

表4．・6．11　東アジア航路の理論値と実績値比較

｛トン／月）

始　　　　　　　出 輪　　　　　　　入 合　　　　　　　　計

理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　差 誤差率 理論値 実績値 誤　差 誤差率

1，東京湾
Q　清水港
＝@伊勢湾
S．大阪港
T．関門港
U．その他
V．合　　計

122091

@　428
@　6450
P07912

@　746
@　　　0
Q37627

116218

@　771
@　6223
P13207
@　1162
@　　46
Q37627

　5873
@－343
@　227
|5295
@－416

@－46
@　　0

　　（％｝

@5．05
S4．49
@3．65
@4．68
R5．80

@－
@一

　81075

@　284
@　4882
W1684

@　565
@　　　0
P68490

　78546
@　　　0

@　5111
@83962

@　151
@　721
P68491

　2529
@　284
@－229
怩Q278
@414
@－721
@　－1

　　　（％｝

@　3．22

@　一
@　4．48
@　2．71

Q74．17

@　－
@　一

203166

@　712
@11332
P89596
@　1311
@　　　0
S06117

194764
@　　771
@11334
P97169
@　1313
@　767
S06118

　8402
@　－59

@　－2
|7573
@　－2
@－767
@　－1

　（％）

S．31

V．65
O．02

R．84
O．15
p一

（2）モデルの適合度に関する総括

　全航路についてみると，輸出，輸入を個別に取b上げる場合には，誤差がやや大きくなる港湾が存在す

る。しかし，輸出入合計では，誤差が相殺されて，誤差率が5％以内に収まっている港湾がほとんどであ

る。港湾整備計画に必要とされるのは，輸出入合計の貨物需要量であることを考慮すれば，本モデルは，

充分に実用可能であると考えられる。
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　50
（万トン）

理

論

値

0

蛮

一貨物量1万トン以上一

実　　績　　値

東京湾

大阪湾

　50
（万トン）

凡例

●　北米航路

O　欧州航路

■　ナホトカ航路

0　豪州航路

▲　韓国航路

△　東アジア航路

10．000
（トン）

理

論

値

0その他

一貨物量100トン以上1万トン未満一

伊勢湾

清水港

■

船積み量100トン未満は除く。

実　　績　　値
10．OOO
（’トン）

図4，・6．・1　荷主の港湾選択モデルによる船積量の理論値と実績値の比較
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4－7　結　　語

　本章では，第2章で考察した荷主企業の港湾選択構造を定量モデル化し，港湾における外貿コンテナ貨

物輸送需要の予測手法を開発し，これを荷主の港湾選択モデルとして提案した。そして，このモデルの現

況再現性を確認し，その有効性を実証した。

　まず4－3で示したサブモデルにおいては，生産地から港までのトータル輸送コストを流通コストとい

う概念で定量化することを提案した。この中で，荷主の重要な港湾選択基準である船舶寄港頻度を，輸送

金利という概念で定量化できることを明らかにした。また，コンテナ貨物は，流通コストに含まれる内容

によb4つの流通タイプに分けて把えるべきであることを提案した。

　また，4－4，4－5で示した2つのサブモデルにより，流通コスb最小化に対応した港湾別コンテナ

貨物需要予測手法を提案した。

　最後に，昭和53年のコンテナ流動調査を用いてモデルの現況再現性をチェックし，モデルの実用性を

確認した。その結果は，表4．　6．　6～4．6．11および図4．6．1に示すとt・りである。

①コンテナ貨物量理論値と実績値を比較すると，貨物取り扱い量の大きい港湾では輸出・輸入別でみて

　も輸出入合計でみても誤差率は小さい。

②貨物取り扱い量の小さい港湾では，輸出・輸入別にみると誤差率は大きいが，輸出入合計でみると誤

　差率は小さい。

③港湾配置計画や港湾施設計画においては，輸出入合計貨物量が計画策定の基礎資料となる。したがっ

　て，モデルの実用性は確保されると考える。
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第5章　船社の寄港地選定構造の定量モデル化手法

5－1概　　説

　港湾の最も重要な利用主体は荷主と船社である。前者は港湾の貨物需要をもたらし後者は港湾への船舶

寄港需要をもたらす。両者の需要は表裏一体であり，分離不可能である。船舶の寄港なくして港湾貨物需

要は存在し得ず，また，貨物の集荷なくして船舶の寄港需要は存在し得ない。前章ではコンテナ船の寄港

頻度を与件としたコンテナ貨物需要予測手法を提案した。本章では，従来の研究対象とはなってこなかっ

たが，貨物需要量を与件とするコンテナ船寄港需要の予測手法を，「船社の寄港地選定モデル」として提

案する。

　まず，5－2では，モデルの全体システムを述べ，モデルの基本的考え方とそれに基づいて構成される

サブシステムを説明する。

　5－3では，モデルの定式化を行う。港湾の集荷量（ポテンシャル）を与件として，同盟コンテナ船社

の利用可能性（本船寄港またはフィーダーサービスの提供）tsよび利用可能時の配船可能数を導きだす一

連の方程式群を提示する。

　5－4では，現況データをモデルにインプットし，理論的配船可能数と実績の配船数を比較し，モデル

の適合度について考察する。

　5－5では，第5章の結論をとりまとめる。

5－2　船社の寄港地選定モデルの構造と全体システム

　5－2－1　はじめに

　船社の寄港地選定モデルは，第3章で考察を加えた船社の寄港地選定行動を定量・定式化したモデルで

あり，港湾のコンテナ貨物集荷ポテンシャル（貨物需要）が与えられた場合に，当該港への同盟船社の利

　　　　　　　　　　　　　　　　51）
用可能性および配船可能数を算定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－2－2では，モデルの全体システムを説明し，5－2－3で

は，モデルの基本的仮定と対応付けてサブシステムの内容を述べる。

　5－2－2　モデルの検討範囲と仮定

　第3章で述べたように，コンテナ船社は経営採算上なるべく寄港地を集約化しようとする。在来船輸送

時代の多数の寄港地を集約化した代替としてフィーダーサービスが実施されたが，フィーダーポートも集

約化されている。

　集約化された港湾の最も究極的な形態がマザーポートであり，東京湾（東京港，横浜港），大阪湾（大

阪港，神戸港）にみられるように，ほとんどすべての船が寄港する。マザーポートは寄港頻度の多さ，開

設航路の多様性から大量のコンテナ貨物が荷主により直接輸送されてくるほか，フィーダーポートからのフ

ィーダー貨物の集約先ともなる。
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　マザーポート以外の港はフィーダーサービスを受けられるコーリングポートとフィーダーサービスのみ

を提供されるフィーダーポートに分けられる。海運同盟では，加盟船社の寄港可能地を限定しているが，盟

外船社は自由である。また，同盟から指定された寄港可能地に同盟船社が実際に寄港するか，フィーダー

ポートとするかどうかは，船社の自由意志とされる。このような船社の寄港地選定問題は，2つに分けて

考える必要がある。

　第一は，海運同盟による寄港可能地となり得るかどうかである。盟外船社は自由に個別的に港湾選択可

能であるが，同盟船社は個別企業単位では自由に寄港地選定不可能である。そこで，モデルの構築に際し

て，次の4つの仮定を設ける。

〈仮定1＞

　船社の寄港地選定モデルでは，コンテナ船社の大宗を占める海運同盟加盟船社tsよび同盟の寄港地選定

行動は，盟外船社との競合によって，寄港採算性を基準として決定されるものと仮定する。

＜仮定2＞

　マザーポートにはすぺてのコンテナ船が寄港するものとし，マザーポー一　〉への寄港可能性は検討しない。

モデルでは，マザーポート以外の港への寄港可能性，配船形態を定量的に検討する。

〈仮定3＞

　モデルでは，ある港湾への同盟船社寄港可能性（寄港地指定の可能性）を，盟外船との集荷競合を前提

として検討する。

　次に，同盟船社の寄港可能性が確認された場合に，同盟コンテナ船の配船形態を算定する必要がある。

すべてのコンテナ船は必ずマザーポートに寄港し，そのうちの一部がその他港湾にも配船可能とする。こ

こでは，この配船可能数を配船形態として算定する。

＜仮定4＞

　モデルによる検討対象港での配船形態は，同盟船社間の競合によって決定される。

　5－2－3　モデルの全体システム

　以上の仮定のもどに構築される船社の寄港地選定モデルの全体システムは，図5．2．1に示すとおりとな

る。

　まず，荷主の港湾選択モデルより得られる港別の集荷ポテンシャル（船積みポテンシャル，フィーダー

相当量）から，採算分析の基礎となる1船1航海あたbの港別船積量を算定する。これは，検討対象港へ

の寄港船，非寄港船（マザーポートで当該港からのフィーダー相当量を船積みする）別に求められる。

　この値に採算分析諸原単位を乗じることにより1船1航海あたりの収益が算定される。これに配船数を

乗じれば，総収益が得られる。以上を，当該港を同盟指定とした場合，しない場合について各々算定比較

する。

　前者が後者より大であれば，当該港の同盟指定は可能である。逆であれば，当該港は，運航採算上で同

盟指定は困難であると判断される。
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　同盟指定が可能であれば，当該港への配船数が算定される。

以上のプロセスは，モデルの与件として寄港頻度はインプットするが，配船数はアウトプットであるた

め，実際には，後述するように方程式群を解くことにより同時決定的に遂行される。

検討対象港湾の想定

・　．　．　・　．　一　・　．　・　．　・　■

　　　　　　　　　　荷主の港湾選択
　　　　　　　　　　モ　　デ　　ル

　　　　　．°．．・．．．．．・・…　　．◆．・．　・．．．．．．．・．．・．°・．・・．・．．・．・．‥・・・…　　「

・…・・……… @　　　　港別　集荷　　　　　　　　　　　　：

検討対象港ポテンシャル’

　　　　P

ポテンシャルPT

従来港ポテンシtル

　　PLPT－P

　1船あたり基準船積量

xo＝P！／V＝（㎞・r－P／V

　必要配船数
V　＝rr／Cm・’r

船　型　Cm
消席率　r

、．．●・・

●．．…　　　．・・．．・・㊨．

検討対象港での集荷可能量／1船
　・船積量　　　　　PL／VL
　・フィーダー相当量　Pf／Vf

　非寄港船舶積量
（フィーダー受け入れ）

xf＝xo＋Pf／Vf

　寄港船舶積量

xL＝xo＋P」Z／VL

採算分析諸原単位

　非寄港船収益
（1船・1航海）　Bf

　　寄港船収益
（1船・1航海）　BL

同盟港未指定時総収益B’
　同盟港指定時総収益

B＝BL・VL＋Bf・Vf

航路の採算分析

④同盟指定港としての可能性

　　　　　　B≧B’

　　　　　　↓
（ポテンシャル、収益性再計算）

⇔　港格・配船形態の検討

寄港船収益（BL）≧非寄港船収益（Bf）

　　　．．．．，．…”・・’’”

注1）

　●Ll船積　f：ブイーダー

　．V＝VL＋Vf

　・PT＝P＋Pノ

　・P＝PL＋Pf

注2）④と⇔洞時決定と
　　　なる。

注3）　図内の記号について

　　　は第3節参照。

図5．2．　1 船社の寄港地選定モデル
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5－3船社の寄港地選定モデルの定式化

　5－3－1　はじめに

　本節では，船社の寄港地選定行動を定量化するためのモデル式を提案する。モデルは基本的には船社の

採算分析モデルとなる。まず，5－3－2では，運航採算分析の基本となる式を導き出す。5－3－3で

は，配船可能数決定式を展開する。

　5・－3－－2　運航採算分析モデル式の提案

　荷主の港湾選択モデルにより，港別のコンテナ貨物集荷ポテンシャルが算定されている。この貨物量を

積み取るための寄港が可能かどうかは，第3章の考察から明らかなように，寄港による船社の採算が保証

されるかどうかによる。以下，この点を検討するための定式化を同盟船（社）を対象として行う。

（1）　1船あたb船積み量の算定式

　まず，日本全体での単位期間（たとえば月間）あたりの同盟船社による必要総配船数Vの算出式を求め

る。

V＝P／c・r

　　P＝α・PT＝．E’Pi

　　　　　　　　i
　　　　PT：日本全体の単位期間あたbコンテナ貨物輸出入量

　　　　　a：同盟船社の平均的積み取り比率

　　　　　P：同盟船社の日本全体のコンテナ貨物積み取り量

　　　　Pi：i港における同盟船社のコンテナ貨物集荷ポテンシャル

　　　　　c：コンテナ船の往復積載能力

　　　　　r：コンテナ船の往復平均消席率（load　factor）

　　　　　V：日本全体での同盟船社の総必要配船数

（5－3－1）

（5－3－2）

　この総必要配船数は必ずマザーポートに寄港するものとし，このうちの一部がその他の港一モデルによる

検討対象港一に寄港するものとする。検討対象港ではフィーダーサービスが提供され，同港に寄港しな

い船舶はマザーポートにて検討対象港からのフィーダー貨物を船積みするものとすれば，次式が成立する。

　　　　V－vl＋V｛　　　　　　　　　　　　　　（5＿3＿3）

　　　　　　V｛≧0，V｛≧O

　　　　　　vl：i港への寄港船数（配船可能数）

　　　　　　v｛：i港への非寄港船数。マザーポートでi港からのフィーダー貨物を船積みする。

V（とV｛は，本モデルで最終的に求めようとする未知数であるが，i港がマザーポートの場合には，次

式が成立する。

　　　　vl－V，V｛－0　　　　　　　　　　　　（5－3－4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－66一



　次に，盟外船との競合があるものとしてi港での1船あたb平均船積み量の算定式を求める。

　i港での同盟船が集荷可能となるポテンシャルPi，船積みポテンシャルPξ，フィーダー相当量P｛は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
荷主の港湾選択モデルで求められている既知数である。

　ここで海運同盟と盟外船社との競合から次の仮定を置く。i港に同盟船が寄港可能すなわち同盟指定が

ある場合は．同盟船用の集荷ポテンシャルPiを同盟船がすべて積み取る。　i港に同盟船が寄港不可能つ

まb同盟未指定の場合は，盟外船がPiをすべて積み取る。

　i港が同盟未指定港の場合，同盟船1船あたりの平均船積み量は，次のとk・bとなる。

　　　　Xo＝（PT－Pi）／V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－5）

　　　　　＝c・r－P1／V

　　　　　　　　XO：i港が同盟の寄港可能地として指定されず，　i港の集荷ポテンシャルすべてを寄港

　　　　　　　　　　　盟外船に積み取られた場合の，同盟船1船あたり平均船積量。

　i港が同盟指定港の場合，i港の集荷ポテンシャルは，同盟寄港船に積み取られるか，あるいは，マザ

ーポートヘフィーダーされてi港には寄港しないコンテナ船に積載される。つまり，i港の同盟指定によ

る1船あたb同盟船平均船積量は次式となる。

　　　　パー・。＋P｛／V（

　　　　　ニ・・r－P、／V＋P｛／vl　　　　　　　　　　（5－3－6）

　　　　x｛＝Xo＋P｛／V｛

　　　　　＝c’「－Pi／V＋P｛／V｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－7）

　　　　　　　　・｛・i港寄港船の1船あたり平均船積量

　　　　　　　　x｛：i港非寄港船の1船あたり平均船積量

　この段階では，V（，V｛が未知数のため，左辺のxl，x｛も当然未知数である。1船あたり寄港船積み量

に寄港船数を乗じ，また1船あたり非寄港船積み量に非寄港船数を乗じ，各々を加え合わせれば，当然，日

本全体の同盟船社扱い量に一致するが，この点を確めておく。（5－3－1式参照）

　　　xξ・Vζ十x｛．V雲
　　　　1　　　　1　　　　　　　　　1　　　　1

　　　　－（・・r－P、／V＋P｛／V（）・Vl＋（・・r－P、／V＋P｛／V｛）・V｛

　　　　＝…（vl＋vi）一（P、rv）・（vl＋V｛）＋P｛＋P｛

　　　　＝c・r・V－Pi＋Pi

　　　　＝＝c・r・V

　　　　＝P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－8）

（2）採算分析式の導出

　ここでは，1船あたりの同盟船の運航採算式を導出する。これは，1船あたbの日本側だけの1航海あ
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たりの収入と支出の差つまり収益の算定式となる。貨物輸送の相手国先での収益は，日本側寄港地の選定

には関わりがないため考察対象としない。また，船社の店費，すなわち陸上部門の一般管理費も寄港地選定

には関連がないので考慮しない。

①同盟未指定の場合の同盟船収益算定式

　　まず，i港を同盟指定港としない場合の収益算定式を求める。収入Roは次式となる。

　　　　Ro＝a・Xo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－9）

　　　　　　　　a：コンテナ貨物単位量あたbの平均収入原単位

　　支出Coは・燃費Eo，港費Qo，貨物費Ho，コンテナ費Doからなる運航費と船費Soとから構

　成される。

　　　　CoニEo＋Qo＋Ho＋　Do＋So　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－10）

　　ここで右辺各項は次式で積算される。

　　　　Eo＝tr・er十tv・ev　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－11　）

　　　　Qo＝q・t▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－12）

　　　　Ho＝h’Xo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－13）

　　　　Do＝d・t・Xo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－14）

　　　　So＝s’t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－15）

　　　　　　　　tr：コンテナ船の1航海あたb航行時間

　　　　　　t▼：

　　　　　　t　：

　　　　　　er：

　　　　　　e▼：

　　　　　　q　：

　　　　　　h　：

　　　　　　d　：

　　　　　　8　：

以上から，

　　Bo＝Ro－Co

コンテナ船の1航海あたり停泊時間

コンテナ船の1航海時間（＝tr＋tv）

航行燃料消費原単位

停泊燃料消費原単位

単位時間あたb平均ポートチャージ

コンテナ貨物単位量あたb平均貨物費

コンテナバンのリース費用原単位

コンテナ船単位時間あたり平均船費

1船あたり収益Boは次式で求められる。

　　　　＝a・xo－（Eo＋Qo＋Ho＋Do＋So）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－16）

②　同盟指定の場合の同盟船収益算定式

　　まず，i港寄港船の1船あたb収益を求める。収入Rlは次式となる。

　　　R（一…（　　　　　　　　　　　　　（5－3－・7）
　支出clは，同盟未指定の際の支出Coに比べてi港への指定によるコスト増を加えたものとなる。

コスト増は，i港への寄港に伴う航行時間増による燃費増∠Eiと港費増4Qlおよび船費増4S｛，貨物

集荷増による貨物費増∠Hlとコンテナ費増4Dlになる。
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　　　　cl－（E・＋dEl）・（Q。＋4Ql）・（H。＋4Hl）

　　　　　　　＋（D。＋∠Dl）・（S。＋Asl）　　　　　　　　（5－3＿、8）

　　　　ただし∠El－A・t；・・r＋At：r・・v　　　　　　　　（5－3＿、9）

　　　　　　　　4Q（－q・dt；　　　　　　　　　　（5＿3＿2。）

　　　　　　　　4Hl－h（・1－・。）－h・P（／Vl　　　　　　（，－3－2、）

　　　　　　　　∠Dl－d・t’（・1－x。）－d・t’・pl／Vl　　　　　（5－3＿22）

　　　　　　　　∠S｛一・・d・’　　　　　　　　　（，一、－23）

　　　　　　　　　　　dt；：i港寄港による航行時間増

　　　　　　　　　　　4　t；ii：i港寄港による停泊時間増

　　　　　　　　　　　dt1：総航行時間増（ニdtl＋dt↓）

　　したがって，1船あたb収益Blは次のように表わせる。

　　　　B｛一…1－｛（E・＋4El）・（Q。＋4Ql）・（H。・4H｛）

　　　　　　　＋（D。＋∠Dl）＋（S。＋4sl）｝　　　　　　　　（5＿3＿．24）

　　i港非寄港船の1船あたりの収益は以下のとtsりとなる。まず収入R｛は次式で示される。

　　　　R｛＝…｛　　　　　　　　　　　　　（5＿3＿25）
　　i港非寄港船はマザーポートでフィーダー貨物を受け入れる。このため，i港を同盟指定としない場

　合に比べて，総航行時間は変わらず燃費，港費，船費が同一である。しかし，船積み貨物量が異なるため，貨

　物費増4H｛，コンテナ費増dD｛が生じる。また，　i港からのフィーダー費増4Fiが生じる。した

　がって1船あたり支出C｛は次式となる。

　　　C｛－E・＋鍋H。＋dH｛）・（D。＋dD　l）・dF、＋S。　　　　　（5＿3＿26）

　　　　ただしdH｛－h（・｛－x。）－h・pl／V｛　　　　　　　（5－3－27）

　　　　　　　　dD｛－d・t’（・｛一・。）－d・t’・pl／Vl　　　　　（5－3－28）

　　　　　　　　dF、＝f、（x｛－x。）－f、・P｛／Vi　　　　　　　（5－3－29）

　　　　　　　　　　　fi：i港からマザーポートへの単位貨物量あたリフィーダーコスト原単位

　よって，1船あたり収益B｛は次のようになる。

　　　　B｛＝a・x｛一｛Eo＋Qo＋（Ho＋4H｛）＋（Do＋4D｛）＋dFi＋So｝　　　　　　　（5－3－30）

③　単位期間あたり収益式

　　i港への寄港が可能かどうかをみるために，寄港可能港とした場合の収益（同盟指定時収益）と寄港

　可能港としない場合の収益（同盟未指定時収益）を算定する。



　同盟船社全体の単位期間内の配船数がVであるから，同期間内の同盟指定時の純収益Biは次式で表

わすことができる。

　　　B、＝B（・vl＋B｛・V｛

　　　＝〔…1－｛（E・＋4El）・（Q。＋4Ql｝・（H。・4Hl）・（D。＋4Dl）

　　　　　＋（So＋4Sf）｝〕・v『＋〔a・x｛一｛Eo＋Qo＋（Ho＋dH｛）

　　　　　＋（D。＋∠D｛）＋aFi＋S。｝〕・vl

また，同じ期間内の同盟未指定時収益をBi1とすると，これは次式で表わされる。

　　Bil＝Bo・V＝｛a・xo－（Eo＋Qo＋Ho＋Do＋So）｝・V

同盟指定可能となる条件

（5－3－31）

（5－3－32）

④

　　コンテナ船社は私的企業であb，その行動条件は利潤つまb収益の最大化であるということができる。

　寄港地選定の場合は，i港へ寄港した場合の収益が寄港しない場合の収益よbも大きければ，　i港への

　寄港が可能になると考えてよい。同盟が全体として寄港可能地として指定するかどうかは，寄港した場

　合としない場合の同盟船社全体の単位期間内の収益を比較すればよい。すなわち，

　　　　　　　　　　　’　　　　CRTi＝Bi－Bi≧0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－－33）

　であれば，寄港可能であるということができる。ここで，

　　　　CRT、－B（・vl＋Bl・vl　・一　9，。・V

　　　　　　　－｛・（・1・vl・・｛・vl）－ax。・V｝

　　　　　　　　一（E。＋4El）V（－E。・V｛＋E。・V

　　　　　　　　－（Qo＋4Q（）v〈－Qo・v｛＋Qo・v

　　　　　　　　－（H。＋‘fHl・）vl－（H。＋・碑）V｛＋H。V

　　　　　　　　－（D。＋4Dl）V｛一（D。＋dDl）Vl＋D。V

　　　　　　　　－（S。＋4sl）vl－S。V｛＋S。V

　　　　　　　　－dF、・V｛　　　　　　　　　　　　　（5－3＿34）

　　xl＝Xo＋P〃vl，x｛＝Xo＋P｛／V｛を代入して整理すると，右辺第1項は次式となる。

　　　　・（・（・vl＋・｛・vl　－x。V）

　　　　　　　一・（・。・Vi＋pl＋・。・V｛＋P｛－x。V）

　　　　　　　＝a・Pi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－35）

　　よって，CRT、はV＝vl＋V｛を考慮して次式となる。



CRTi＝a・Pi－｛4El・Vl＋4Ql・Vl＋4Hl・Vl＋4且｛・V｛

　　　　＋4Dl・vl＋4D｛・V｛＋4S（・vl＋dF、V｛｝

　　　一・・Pド（∠El＋aQl＋4H｛＋∠Dl＋4sl）vl

　　　　　　　－（AH｛＋AD｛十dF，）V｛ （5－3－36）

　右辺の第1項は寄港による収入増である。第2項，第3項は寄港によるコスト増である。したがって，

同盟指定の条件は，次のように言い換えることができる。

　　　寄港による収入増≧寄港によるコスト増

　なk・，これまでの段階では，vl，V｛が未知数なため，実際VC　CRTiを計算することは不可能であ

る。次に示す配船形態決定式を解いてV（，V｛を決める必要がある。

　5－－3－3　配船形態決定式の提案

　ここでは，未知数である配船数を決定する方程式を導き出す。仮に，同盟船の寄港が可能だとすれば．

マザーポート以外では，寄港船数つまり配船数V（は同盟の必要配船数V以内の隻数となる。非寄港配船

数v｛は，マザーポートでi港からのフィーダー貨物を受け入れる船舶数である。このvlとv｛を決め

るために以下のような均衡条件を考える。

vlが小さいとき，　i港での・船あ剖の付加的な船積み量pl／vlは多くft・b，寄港船の・船あft・b

収益恥大きくなる．一方，V－vl・V｛の関係によりV｛は樹的に大きくなる．非寄港船のマザーポ

ートにおけるi港からのフィーダー貨物の1船あたり船積み量P｛／V｛は少なくなり，非寄港の1船あたり収

益百｛は小さくなる・（・－3－24式で・（が大きくなり，5－3－3・式で・iが4・さくなる）

　寄港可能地に実際に寄港するか，フィーダv・一サービスを提供しマザーポートまでフィーダー輸送するか

どうかの選択は船社のオプションである。したがって，仮にBl＞B｛のときは，少しでも多くの収益を

上げるために，i港に本船を寄港させる同盟船社が増大し，逆のときには，　i港の本船寄港をとbやめフ

ィーダーサービスのみを提供する同盟船社が増大する。このような動きがくり返され，結局，一定期間内

では，可とE｛が等しくなるように寄港船数vtと非寄港船数V｛が決定されるといえる。すなわち，

配船数決定式は次式である。

　　　百｛＝五｛

　∴可一百｛＝0

この式に5－3－24式と5－3－30式を代入すると次のようになる。

　　　百1一五｛一・（・｛－x｛）一（4El・4Q（・dH（・dD｛・4sl）

　　　　　　　　＋（4H｛＋、4D｛＋dFi）

貨物量に関わる5－3－21，5－3－22，5－3－27，5－3－28，

（5－3－37）

（5－3－38）

（5－5－39）

5－3－29式を代入して
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　　　　百1一頁1－・（・1－x｛）一（4El＋4Ql・4sl）一（h・d・t’）pl／vl

　　　　　　　　　＋（h＋d・t’＋f、）pl／V｛　　　　　　　　　（5－3－40）

ここで・・f－x｛一（・・＋pl／Vl）一（・。＋pi／V｛）－pl／Vl－pl／V｛を代入すると

　　　　百｛一百｛一（a－h－d・t’）P！／V（一（a－h－d・t’）P｛／Vl

　　　　　　　　　－（4El＋∠Q〈＋4sl）＋fi・P｛／V｛

　　　　　　　　一（a－h－d・t’）（P｛／vl－P｛／V｛）

　　　　　　　　　一（4E〈＋4Ql＋∠「S『）＋fi・P｛／v｛

　　　　　　　　＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5－3－41）

　両辺にvl・V｛を乗じて

　　　　V｛・V｛（百｛一百｛）一（a－h－d　．　t’）（pl・V｛－P｛・vl）

　　　　　　　　　　　　　　　一（4El＋∠Q｛＋asl）v（・vl

　　　　　　　　　　　　　　　＋f、・pl・vl　　　　　　　　（5－3－42）

また・V｛－V－vlを代入し，五｛一百1－・という条件を考慮すると，　V〈噸する次の2次耀式が

導き出される。これが配船数決定式である。

　　　　（vl）2（4El・∠Q｛・4S｛）－vξ｛（a－h－d…）P・（∠El・4Ql・∠Sl）v－f、P，！｝

　　　　　　　　＋（a－h－d・t’）・pl・V－0　　　　　　　　（5－3－43）

・の式を解いてvl＞・となる齢，単位期間内の・港平均配艦という・とになる．　V｛－V－vlと

して求めれば・検討に必要な数値はすべて決定可能となる。また，上式は次のように導き出される。

　　　　vl・V｛（百（一百｛）一（a－h－d・e）｛・1（V－vl）－P｛vl｝

　　　　　　　　　　　　　　一（4E｛・AQI・4S｛）vl（v－vl）＋f、・P｛・vl

　　　　　　　　　　　　　＝（a－h－d・t’）｛V・P｛－P（V〈－P｛・vl｝

　　　　　　　　　　　　　　一（4E（＋4Ql・∠Sl）vl・v・（4El・4Ql・4Sl）（V｛）2＋・fi・P｛v（

　　　　　　　　　　　　　一（4E〈・∠Ql・4S｛）（V｛）2－（a－h－d・t’）（P｛・P｛）Vl

　　　　　　　　　　　　　　＋（a－h－d・ti）vPl－（AE　I＋∠fQf＋4Sl）V・Vl＋fi・P｛・Vi

　　　　　　　　　　　　　－（4El＋4Ql・4Sl）（vl）2－｛（a－h－d・t’）P・（∠El・4Ql・4Sl）v

　　　　　　　　　　　　　　－fi・P｛｝Vl＋（a－h－d・t・）・pfV　　　　（5－3－44）

　なお，検討対象港に親ハては，いずれの港へ寄港したとしても追加的航行時間と停泊時間はほとんど変わ

らない（たとえば，1日と半日というように）とみなせるならば，港別に必要なパラメータは，マザーポ

ートとのフィーダーコスト原単位fiのみとなる。



5－4　船社の寄港地選定モデルの実証性

　5－4－1　はじめに

　本節では，これまでに定式化してきた船社の寄港地選定モデルに実績データをインプットし，モデルに

・る現況再現性を検討揺，一、一，では，用い。，ンプ。，デー。について述ぺ，一、一、でモデ

ルの適用結果を示し，その実用性について検討を加える。

5－4－2　モデル検証の前提と利用データ

（1｝前　　提

　このモデルで寄港可能性を検討する視点は二つある。第一は，同盟の寄港地に指定した場合の収益と未

指定の場合の収益の比較である。同盟指定時の収益の方が大きければ，指定可能とみなされる。この条件

は，採算面からみると次のようにも表わせる。

ぱ欝灘芸㌶）≧（検討対象港を指定港とすることによるコスト増）

　第二は，配船形態の決定，つまり配船（可能）数の算定である。配船数の決め方は，フィーダーサービ

スの有無により異なる。

　「フィーダーサービスのある航路」では，同盟船が，当該港の貨物をフィーダーサービスの提供で（マ

ザーポートで）積み取るときの収益（非寄港船収益）と，本船を寄せて積みとるときの収益（寄港船収益）

とが均衡するように配船数が決定される。

　「フィーダーサービスのない航路」では，上記のような算定は不可能である。そこで，寄港して積みと

る同盟船の運航収益（寄港船収益）と，寄港しないで当該港の貨物を全く積まない同盟船の運航収益（非

寄港船収益）を比較して寄港船収益の方が小さくならない範囲で配船数を決定する。

　モデルの結果と比較すべき現状の配船形態は，表5．4．　1と前掲の表4．　6．　4のようになる。ほとんどの航

路で，最低2ヵ所のマザーポート，東京湾と大阪湾には寄港している。

　北米，欧州，ナホトカ，豪州，中近東の各航路のように，3ヵ所以上の寄港地（フィーダーポート含む）

がある場合，東京・大阪両湾以外の配船数は両港のそれより小さい。モデルでは，東京・大阪両湾以外の

港湾を検討対象港とし，収益および配船（可能）数を算定する。

　韓国，東アジア，その他航路では，東京湾と大阪湾のみにフル・コンテナ船が寄港しており，フィーダ

ーサービス制度もない。そこで大阪湾を検討対象港に取り上げ，寄港した場合としなかった場合の収支を

算定し，配船数を求めてみる。

　アジアの航路分類は，韓国とその他アジアに分けられる。日本と韓国間のコンテナ船はすべて直行便で

ある。一方，その他アジアでは，船社によリアジア諸国の中から寄港地を選定する方法が一様ではない。

このため，「その他アジア」を1航路の東（南）アジア航路として考える。
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表5．4．1　既存外貿コンテナ港湾の港格の想定

東京湾 清水港 伊勢湾 大阪湾 関門港 苫小牧港

北　　　米 M ⑧ ⑧ M F
一

欧　　　州 M F F M F
一

ナホ　トカ M ○ ○ M 一 ○

豪　　州 M F F M F 一

韓　　　国 M 一 一 ○ 一 一

東アジア M 一 一 ○ 一 一

中近東 M ○ 一 M 一 一

そ　の　他 M 一 一 ○ 一 一

　　　　　注）M：マザーポート；この港には必す寄港するものとする。また，フィー

　　　　　　　　　　　　　　　　　ダー貨物はマザーポートまで横持ちされ，船積み

　　　　　　　　　　　　　　　　　されると考えられる。

　　　　　　　⑧：べ一スポート；コーリングボート，フィーダーポートとしての可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　性を検討する対象港（配船数を算定）

　　　　　　　○：コーリングボート；本船寄港地の可能性のみ検討，フィーダーポートと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　しての検討はしない。

　　　　　　　F：フィーダーポート；フィーグーポートとしての可能性のみ検討（配船数

　　　　　　　　　　　　　　　　　の算定はしない）。

　以上のモデルの検証視点を確認するプロセスは，図5．　4．　1　va示すとおりであり，荷主の港湾選択モデル

同様に必要なインプットデータの得られる昭和53年10月1ヵ月間について検討を加える。

荷主の港湾

選択モデル

同盟指定港における

同盟船採算性

航路別港別品目別

流通タイプ別貨物量

航路別同盟船
平　均　消　席　率

同盟指定港における

同　盟　配　船　数

図5．4．1　船社の寄港地選定モデルによる現況再現性のチェックの方法
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（2）利用データ

　図5．4．1のうち，与件とされるコンテナ貨物量は，第4章で示した荷主の港湾選択モデルの算定結果を

用いる。

　インプットデータのうち，同盟船社の積み取り比率は，航路によって異なるが，同盟の結束力の強い航

路では大きく，弱い航路では小さい。ここでは，文献資料，昭和53年のコンテナ流動調査等に基づいて

表5．　4．　2　va示すように想定したξ3）

表5．　4．　2　船社の寄港地選定モデルのインプットデータ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和53年10月1ヵ月）

航　　路
貨　物　量 配 船 数 同　　盟 平　　均 同盟船

輸　出 輸　入 合　計 同盟 盟外 計 積取比率 船　　型 消席率
（TEU／月）

L　北　　米 30，299 20，088 50，388 49 23 72 077 1，100 0360

2　欧　　州 12599 7，918 20，518 16 4 20 0．85 2000 0273

3　ナホトカ 3，969 1，756 5，725 21 0 21 1．00 270 0505

4　豪　　州 6，958 5，649 12608 12 2 14 0．90 1，000 α473

5．韓　　国 2，937 5，265 8，202 103 0 103 1．00 150 0，265

（32） （32） （α854）

6　東アジア 11，881 8，425 20，306 40 35 75 0．54 400 0，271

（台湾を含む） （25） （0544）

7．中近東 4，846 312 5，159 2 10 12 0．17 700 0，626

（西アジア）

＆　その他 2，130 1，169 3，299 0 1 1 1．00 500 α850

注1）　同盟船消席率＝｛（貨物量×同盟積取比）／同盟配船数｝／（平均船型×2）

注2）　アジア船航路は，日本～アジア間の直接生産消費貨物のみでなく，トランシップ貨物をも積む。

　　　神戸港，大阪港分のトランシップ貨物に相当するウェイトを差し引いて配船数とする。これをO

　　　内数字に表わす。（消席率も同様）

注3）　日本全体の配船数であb，表4．6．4の港別配船数とは必ずしも一致しない。

次に，一船あたbの平均消席率を，日本全体での総配船数の計算値と実績値が等しくなるように，同じ

くx、5．、4．2のように想定しぷ6）

　採算分析の基礎となる運航収支原単位は，昭和53年時点での値であb，代表的船社の社内平均をペー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54）
スに表5．　4．　3のように設定した。（船社提出資料および有価証券報告書等よb作成）
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表5．　4．　3　運航採算分析原単位表

北　　米 欧　　州 近東・
n中海

豪　　州 近　　海 東アジア ナホトカ その他

収　入　原　単　位
（千円／2ピ）　370

600 600 480 140 160 100 600

支　出　原　単．位

航　海　日　数
　（日）
R0十△

64十△ 64十△ 35十△ 5十△ 17斗△ 10十△ 64十△

航　行
　（日）

Q4 53 53 27 3 12 5 53

停　泊 　（日
U十△

11十△ 11十△ 8十△ 2十△ 5十△ 5十△ 11十△

航　行　燃　費
（千Fi／日

R230 6，910 6，910 31480 910 910 910 6，910

停　泊　燃　費
（千円／日

W30 830 830 830 410 410 410 410

寄　港　地　数 　（港
U十△

11十△ 11十△ 8十△ 2十△ 5十△ 5十△ 11十△

港費原単位
（千Fレ伯

X90 2鴻00 2，400 1，390 340 340 330 2，400

貨物費原単位
　　’i千円／20

@35 35 35 35 35 35 35 35

コンテナ費原単位 　　’i『干レ20

k10α
1．10α 1．10α 1ユ0α 1．10α 1．10α 1．10α L10α

船費原単位
　　’i千円／20
P，560

4，030 4，030 2β20 680 680 680 4，030

注1）　「近東・地中海」と「その他航路」は欧州航路の原単位で代表する。

注2）　△：日本での新規寄港地増加数（1港1日とする）。

　　　α：片荷比率、20’：20feetコンテナ

注3）　燃費には最新時点のバンカー単位を用いている。

5－4－3　船社の寄港地選定モデルの適合度

（1）航路別にみたモデルの適合度

　モデル結果の具体的意味，利用方法を明らかにするために，航路別にモデル結果について詳細に検討し

てみる。

注6）どの航路も実績消席率は表の値よりも大きい。実証分析の基礎データとなるコンテナ流動調査は，

　　日本で生産・消費される貨物を対象としている。一方，日本発着コンテナ船は，日本での生産・消

　　費貨物のほかに，日本経由のトランシップ貨物（たとえば韓国一北米間の日本積み換え貨物）も輸送

　　している。日本での実績の総配船数は，トランシップ貨物輸送も対象とした総配船数であり，トラ

　　ンシップ貨物を除くと当然平均消席率は実績より小さくなる。
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①北米航路

　　清水港では，表5．4．　4　va示すように，理論値では20隻までフル・コンテナ船の寄港が可能であるが

　実際には19隻が寄港しており，モデルで算定した最大可能配船数は実績にほぼ一致している。

　　伊勢湾では，理論値では37隻まで寄港可能であるが，実際には27隻が寄港している。したがって，

同じ航路でも伊勢湾では，まだフル・コンテナ船が寄港しても採算に合うだけの船積みポテンシャルが

存在していることを示している。

　　関門港には，現在，母船は寄港していないため，フィーダーポートとしての成立可能性の検討という

　ことになる。ベースポート指定時（同盟指定時）の月間収益が67．1億円であり，未指定時（同盟未指

定時）の月間収益が59．・8億円であるから，理論上では，関門港はフィーダーポートとして充分採算が

　とれている。

表5．・4．4　北米航路におけるモデルの現況再現性

月　間　収　益 月　間　配　船　数

同盟指定時 同盟未指定時 理　論　値 実　績　値 理論／実績
備　　　　　考

清水港

ﾉ勢湾

ﾖ門港

（百研v月）

@⑤696
@6，570

@6，710

（百万円／別

@　5，542

@　4，847

@　5，985

（隻／月）

i49）20

i49）37

@　一

（隻／月）

@　19
@　17
@　　一

1．1

Q．2

フィーターポートとしての検討

注）　（　）内数字は日本全体での月間総配船数

②欧州航路

　　欧州航路では，東京湾，大阪湾以外には，フル・コンテナ船が寄港していないため地方の各港につい

　ては，フィーダーポートとしてのべ一スポートの成立可能性検討になる。

　　清水港では，フィーダーポート指定時の月間収益が9．9億円であるから，フィーダーポート指定によ

　るメリットは非常に大きい。

　　伊勢湾では，フィーB’一一ポート指定時の月間収益が9．9億円，未指定時の収益が2．・5億円であるから，

　やはり指定による月間の収益は巨額である。

　　以上の両港に対して関門港では，フィーダーポート指定時の月間収益が10．7億円，未指定時の収益

表5．4．5　欧州航路におけるモデルの現況再現性

月　間　収　益 月　間　配　船　数

同盟指定時 同盟未指定時 理　論　値 実　績　値 理論／実績
備　　　考

清水港

ﾉ勢湾

ﾖ門港

（莇円／月）

@　992
@　987
@1．073

（百万Fiレ／月）

@　186
@　253
@　735

（隻／月）

@　　一

@　　一

@　　一

（隻／月）

@　　一

@　　一

@　　一

一一一 フィータニポートとしての　ヨ・

@　　　〃

@　　　〃
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　が74億円であるから，関門港の船積みポテンシャルを盟外船に全て積み取られたとしても，同盟船社

　の月間収益が極端に落ち込むことはない。つまり，関門港は清水港や伊勢湾ほどの同盟フィーダーポー

　ト指定のメリットが期待されないことになる。これは，関門港と大阪湾間のフィーダーコストが，他2

　港からのフィーダーコストに比べて高いためである。

③　ナホトカ航路

　　清水港では，理論値では14隻までフル・コンテナ船の寄港が可能であるが，現状では，5隻が寄港

　している状態である。

　　伊勢湾では，理論値では日本に入港している21隻全てが入港可能であるという結果になったが，現

状では5隻が寄港しているにとどまっている。ナホトカ航路では，フィーダーサービス制度がない。対

　象港の配船数はその港での集荷可能量を失う場合の収益と，寄港して積み取る場合の収益が等しくなる

　ように，決められる。このため，算定される最大可能配船数は実績より大きめになる。これは，他の近距

　離航路でも同様である。伊勢湾のポテンシャルは，非常に大きいため，1船あたりのベースポート指定

　時収益は，寄港船数が相当多くなって始めて未指定時収益に一致する。このため，21隻（現状の総配

　船数）すべて寄港しても未指定時収益よりも大きくなる。

　　苫小牧港では，他港に比べてポテンシャルが極端に小さいことから理論値では3隻までだけ寄港が

可能となる。実際には，すでに2隻が寄港していることから，他の港に比べて，実績と計算された最大

　可能配船数が，ほぼ一致している。

船あたり収益

指定時収益

未指定時
収益

指定時収益

1

未指定時
収益

14　　配船数　　　　　　　　　　21　配船数

　　図5．　4．　2　ナホトカ航路の配船数

表5．4．6　ナホトカ航路にtsけるモデルの現況再現性

月　間　収　益 月　間　配　船　数

同盟指定時 同盟未指定時 理　論　値 実　績　値 理論／実績

清水港

ﾉ勢湾
ﾏ小牧港

（百万円／月）

@　　52

@　　41

@　　69

（百万円／月）

@　　52
@　　32
@　　69

（隻／月）

i21）14

i21）21

i21）　3

（隻／月）

@　　5
@　　5
@　　2

28

｣2

P．5

注）　（　）内数字は，日本全体での月間総配船数
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④　豪州航路

　　豪州航路では，現在，伊勢湾がフル・コンテナ船寄港地，清水港及び関門港がフィーダーサービス’ポ

　ートとして利用されている。

　　伊勢湾では，理論上では国内総配船数12隻のうち11隻の寄港が可能であるという結果だが，実際

　には12隻全部が寄港している。

表5．4．7　豪州航路におけるモデルの現況再現性

月　間　収　益 月　間　配　船　数

同盟指定時 同盟未指定時 理　論値 実　績　値 理論／実績
備　　　　　考

清水港

ﾉ勢湾

ﾖ門港

（百万円／月）
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@　　－
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@　　一
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@　　－

@　12
@　　一

　一
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@一

フィrターボートとばの検討

tィーダーポートと庚の検討

⑤その他の航路について

　　その他の韓国航路，東アジア航路，中近東，その他については，東京湾，大阪湾以外へのフル・コ

　ンテナ船の寄港が昭和53年にはほとんどないため，基本的に大阪湾を検討対象としてモデルを適用

　した。ただし中近東では清水港である。結果は表5．・4．8に示すとk・bである。

表5．4．　8　近距離航路におけるモデルの現況再現性

月　間　収　益 月　間　配　船　数

同盟指定時 同盟未指定時 理　論　値 実　績　値 理論／実績

〈韓　　国〉

@大阪湾

（百万円／月）

@　296

（百万円／月）

@　　　－1

（隻／月）

i32）32

（隻／月）

@　32 1．0

〈東アジア〉

@　大阪湾 414 一65 （25）25 25 1．0

〈中近東〉

@　清水港 58 46 （1）　1 1 1．0

〈その他〉

@　大阪湾 208 一390 （3）　3 3 1．0

注）　（　）内数字は，日本全体での月間総配船数

（i）韓国航路

　　韓国航路では，東京湾および大阪湾にフル・コンテナ船が寄港している。モデルの適用に際して，東

　京湾をマザーポートとし，大阪湾を検討対象港とする。つまり大阪港をペースポートに指定する方が有

　利かどうか，大阪湾に何隻寄港可能かを計算した。
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　　結果は表5．4．8に示す通り，全て大阪湾に寄港可能という答えであり，現状と一致している。

　　また，仮りに大阪湾がべ一スポートに指定されない場合には，同盟船社の月間収益はマイナスとなっ

　てしまう。つまり，大阪湾の集荷ポテンシャルは極めて大きいと考えられる。

　　なk・，韓国航路では，同盟／盟外の別がない（政府承認船社のみ就航可）ため，盟外との競合は，仮

　想的な状況である。

（ii）東アジア航路

　　本航路におけるモデルの算定結果をみると，全てのフル・コンテナ船の寄港が大阪湾に可能であり，

　現状と一致している。また，大阪湾がベースボートに指定されない場合には，同盟船社は月間収益でや

　はリマイナスとなる。

⑩　中近東航路

　　中近東航路のフル・コンテナ船の寄港地は，地方港では，昭和53年10月現在では，清水港だけで

　あった。

　　しかも，同盟船の寄港頻度は月に一船だけである。モデル結果は，清水港にフル・コンテナ船が寄港

　するという現状と一致している。また，採算分析ではベース・ポート指定時の同盟船社の月間収益は，

　ペース・ポート未指定時の収益を50％ほど上回っている。

‖NDその他航路

　　アフリカ・その他航路では，韓国航路や東アジア航路と同様にフル・コンテナ船の寄港地は東京

　湾tsよび大阪湾に限られている。日本に寄港する全てのフル・コンテナ船が，大阪湾に寄港するという

　結果になる。

　　また，大阪湾がべ一ス・ポートに指定されない場合の同盟船社の月間収益は，大幅なマイナスとなり，

　ベース・ポートに指定した方が有利ということになる。

②　モデルの適合度に関する総括

　全航路についてまとめると以下の様に結論づけられる。

　まず，各航路で，すでにフィーダーポートとして利用されている地方港についてまとめる。モデルより，

全ての港について，フィーダーポートとしての指定は同盟船社の採算に見合っていると算定される。現に，

フィーダーポートとして利用されているのは，船社の採算に合うためであるが，モデル結果でもこのこと

が明らかとなる。つまり，モデルの有効性が確認される。

　次に，フル・コンテナ船の寄港状況についてみると，北米航路の伊勢湾，ナホトカ航路の清水港と伊勢

湾では，モデルで算定される配船数の方が実績より大きくなる。

　フィーダーサービスのある北米航路の伊勢湾については，集荷貨物量からすれば，より多くの配船が可

能な潜在力が存在していると解釈できる。これは，昭和53年の伊勢湾の寄港状況が是正されるべきであ

るとするモデル結果である。実際，船社もこの点に対応しており，昭和57年以降，伊勢湾の配船数は大

きく伸び始めている。

　本モデルは，このように，地域の潜在力からみて，現況の貨物量や配船数が妥当かどうかの評価にも用
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い得る。

　ナホトカ航路では，フィーダーサーピスがない。このため，前述のように配船可能数が現実より多目に

算定されることになる。逆に，現在の苫小牧港程度の集荷量で月間2隻（モデルでは3隻）寄港可能なら

ば，清水港と伊勢湾はより多く配船可能なはず，とみることもできる。

　以上から明らかなように，ナホトカ航路を除くと，船社の寄港地選定モデルにより既存港における現状

の配船形態は再現可能と考えられる。ナホトカ航路は，他航路に比べて採算分析の視点が若干異なってい

るものと考えられる。同航路は，運航主体がソ連国家であり，商業ペースで動く他航路に比べて採算性の

基準が相違するためである。

理

論

値（隻／月）

ナホトカ・伊勢

　　●

　●
ナホトカ・清水

10

北米・伊勢

　　●

北米・清水

　　　●

　　　20

実　　績　　値

30 40　（隻／月）

図5．4．　3　配船数の算定値からみたモデルの適合度
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5－5　結　　語

　本章では，第3章で考察した同盟船社の寄港地選定構造を定量モデル化し，これを船社の寄港地選定モ

デルとして提案した。このモデルは，荷主の港湾選択モデルで得られる港湾コンテナ貨物集荷ポテンシャ

ルが海運同盟による寄港地指定の条件を満たすか，満たすとした場合にどの程度の配船数が可能であるか

を検討するものである。また，モデルの現況再現性を確認し，その有効性を実証した。

　まず5－3では，モデル式の提案を行った。ある検討対象港が同盟指定された場合とされない未指定の

場合の両者について運航収益式を求めた。次いで，同盟指定可能条件式を設定した。また，同盟指定が可

能な場合，フィーダーサービスを提供するか，本船寄港とするかの検討を定式化し，配船数決定式を提案

した。これまでに求めた式は，すべて配船数を未知数として含んでいるが，各方程式群を整理すると，配

船数決定式が非線型の2次方程式として得られる。したがって，モデルの解が存在することを明らかにし

た。これが本モデルの大きな特徴である。

　5－4では，モデルに必要なパラメータを実績データから作成しモデルの現況再現性をチェックし，そ

の実用性を確認した。

①北米航路の伊勢湾，ナホトカ航路の清水港，伊勢湾を除くとモデルは現況再現性を有してk・　b，実用

　性が確認される。

②北米航路の伊勢湾では，理論配船数が実績を大きく上回っている。モデルが妥当であるとすれば，昭

　和53年の伊勢湾配船実績は，実績貨物量に比べて少なすぎると結論付けられる。実際，伊勢湾への配

　船数は，近年大幅に増大している。つまり，伊勢湾の集荷ポテンシャルは，昭和53年時点では適切に

　評価されていなかったということである。

　　本モデルは，このように，現状の港湾の寄港状況評価にも用いることができる。

③ナホトカ航路では，清水港，伊勢湾ともに理論配船数が実績を大幅に上回っている。これは，ソ連船

　社の寄港地選定基準が必ずしも経済合理性のみではないことを意味していると考えられる。逆に，集荷ポ

　テンシャルからみると，北海道苫小牧港への配船数が多すぎるという評価ができる。以上の点について

　は，今後さらに検討が必要である。
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第6章　外貿コンテナ港湾配置計画評価手法とその応用

6－1　概　　説

　本章では，外貿コンテナ港湾の配置計画を策定するための定量的手法として，港湾選択モデルを提案し，

その応用について考察する。

　港湾選択モデルは，第4章で提案した荷主の港湾選択モデルおよび第5章で提案した船社の寄港地選定

モデルを統合し，それに港湾配置評価手法を付加したモデルであb，企業の行動原理である経済合理性を

踏まえて全国や地域の外貿コンテナ港湾の配置を決定することができる手法である。

　まず6－2では，港湾選択の評価システムを港湾選択モデルとして提案し，その応用範囲について考察

する。6－3では，港湾選択モデルを適用して将来計画を策定するために必要な与件のうち，地域別外貿

コンテナ貨物量の予測手法とその適用例について述べる。6－4では，港湾選択モデルを応用し，全国の

外貿コンテナ港湾配置計画案をケーススタディとして提示する。

　最後に6－5において本章で得られる結論をとりまとめる。

6－2　港湾選択モデルの提案とその応用方法

　6－2－1　はじめに

　本節では，これまでに提案してきた荷主の港湾選択モデルと船社の寄港地選定モデルを統合し，両モデル

結果の評価手法を付加した，外貿コンテナ港湾の配置計画手法を提案する。まず6－2－2で全体モデルシス

テムについて述べる。6－2－3では，荷主と船社の両モデルの結果に対する評価手法にっいて述べる。

6－2－4では，港湾選択モデルの応用の方法について考察する。

　6－2－2　港湾選択モデルの全体構造

　港湾選択モデルの全体システムは，図6．・2．1のように構成することができる。

　まず始めに，航路別に検討対象港とその港格（本船寄港地／フィーダーポート，寄港頻度）k・よび国内

貨物輸送条件を想定する。

　次に，国内地区別コンテナ貨物生産（消費）量を与件として荷主の港湾選択モデルを適用する。このモ

デルでは，国内貨物輸送条件から各港湾の港勢圏を決定し，港勢圏内の生産（消費）貨物量を加え合わせ

て港別のコンテナ貨物集荷ポテンシャルを算出する。

　船社の寄港地選定モデルでは，この集荷ポテンシャルに基づいて，寄港に伴う船社の採算分析を行い，

経営採算面から，寄港可能性を検討する。この検討を通じて当初にモデルの前提として想定した外貿コン

テナ港湾候補の成立可能性が明らかになる。

　この結果が1つの外貿コンテナ港湾の配置案になる。この配置案はモデルの与件を変えることによb複

数案作成されることになるが，これらをいわばトータルコストの削減が可能かどうかという観点から評価
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する。以上が港湾選択モデルの全体システムである。

・国内輪送条件

・港湾整備条件

・船舶寄港頻度

　　　　1

外貿コンテナ港湾の想牢

荷主の港湾選択モデル

霊llllξ

；㌻麟驚

・同盟指定可能性の

　検討

・港格の検討

も一．．．．，．．一．．．■．・．・甲，

外貿コンテナ港湾配置

計画代替案の作成

　（応用の一例）

　　　　　　　　　一一1

　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　1

　　　　定期船貨物量　　1

　　　　　予測1

　　　　地跳別l

駅　　　　　　　1

・　　1
・ア　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　l

ル　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　l

F＿＿＿＿＿＿＿＿」

図6．　Z1　港湾選択モデルの全体システム

　6－2－3　港湾配置の評価手法

　港湾選択モデルで前提としている荷主と船社の個々の経済合理的行動は，貨物の出荷から船積みに至る

までのトータルの流通システムの合理的形成を保証するものではない。地方外貿コンテナ港の開設は，背

後荷主の流通コストの節約につながる一方で船社の寄港コストを増大させる。船社のコスト増が荷主の節

約額を大幅に上回る（つまb荷主のコスト節約額があまり多くない）ような地方港の利用形態は経済合理

化に逆行し，また，実現可能性に乏しいと考えられる。
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　そこで，荷主のコスト節約額が船社のコスト増加額よりも大きい，つまり，総物流コスト節約額がプラ

スになる，という条件をモデル結果の評価基準と考える。これは見方を変えると，「総物流コスト節約額

とは，荷主が船社に地方港寄港サーチャージ（追加的コスト）を負担可能な最大限度額である」，と考え

ることができる。

荷主の

@港湾選択モデル
船社の
@寄港地選定モデル

新規港供用による

@総物流コスト

既存港のみ利用の場合

@の総物流コスト

新規港の使用・寄

`による運航コスト

既存港のみ寄港の

鼾№ﾌ運航コスト

新規港供用によるトータル

@　物流コスト節約額

新規港の使用・寄港による

gータル運航コスト増加額

　　港湾配置案の評価

Rスト節約額≧運航コスト増加額

図6．Z2　港湾配置の評価システム

　6－2－4　港湾選択モデルの応用方法

　港湾選択モデルは外貿コンテナ港湾の全国あるいは広域配置計画案を策定するために用い得る。このほか

にもモデルの全部あるいは一部の利用により種々の目的に応用することができる。ここで，同モデルの応

用方法を整理してみると，主として次の4つの役割が有効であると考えられる。

①港湾貨物需用予測
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55），56），57），58），59）

　　荷主の港湾選択モデルの適用により港湾貨物需要を予測できる。　　コンテナ貨物のみでなく，在来

　　　　　　　　　　　　　　　60）
定期貨物の需要予測にも用い得る。この場合，フィーダーサービスを考慮しないモデルとなる。また，

　港間の競合関係が明確化できるから，港間の分担関係のあり方の検討にも用い得る。

②　船舶配船（寄港）需要予測

　　船社の寄港地選定モデルの適用により，ある港湾への配船が可能かとうか（配船して採算に合うかど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61）
　うか），また，（単位期間あたり）配船数の可能値を算定できる。
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③外貿定期船港湾としての成立可能性評価

　　上記の①，②の用い方を総合化することにより，ある港湾に対する利用企業（荷主，船社）からの二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62）
　一ズを定量的に把握でき，当該港湾の成立可能性評価に利用できる。これは・いわば・港湾に対するマ

　ーケティング・フィージビリティスタディに相当するものである。公共施設に対するフィージビリティ

　は，これまでほとんど行われず方法論も確立していなかったが，港湾選択モデルは方法論に関する1っ

　の方向性を示すものといえる。

④　外貿定期港湾の配置計画案評価

　　上記③を広域的に複数の港湾を対象として行えぱ，港湾の配置計画代替案の評価に応用できるご）

　これらの用い方のうち，4番目が最も広い検討範囲にわたるものであり，次節以下でケーススタディと

してとりあげる。

6－3　外貿コンテナ貨物量予測手法とその応用

　6－3－1　はじめに

　前節に示した港湾選択モデルでは，与件として全国地域別の生産・消費コンテナ貨物量将来値が必要と

されている。本節では，その予測手法を検討しケーススタディとして昭和65年の貨物量推計を行う。

　まず，6－3－2では予測手法について考察を加え，6－3－3では推計結果を提示する。

　6－3－2　外貿コンテナ貨物量予測手法

　港湾選択モデルのインプットとして必要な貨物量は，航路別・県別・品目別・輸出入別・流通タイブ別

の量である。そこで，全国量を推計し，それを県別の量に配分する手法を検討する。

（1）全国コンテナ貨物量の予測システム

　全国の航路別品目別のコンテナ貨物量の算定フローは図6．　3．1に示すとおりである。基本的には，経済

・貿易フレーム→定期船（ライナー）貨物量→コンテナ貨物量という段階で推定を行う。

　必要インプットのうち，コンテナ化率は，将来見通しを適確に付けることが難しいため，航路別にいく

つかのコンテナ化率のケース（たとえば高位，中位，低位など）を想定した上で，航路別コンテナ貨物量

を算定する方法が有効である。品目別の分割は，全国定期船貨物量に品目別シェアと品目別コンテナ化率を

乗じて行うが，品目別コンテナ貨物量の合計値と先の航路別コンテナ貨物量の合計値が一致することが必

要である。

　航路別コンテナ貨物量と品目別コンテナ貨物量の予測値に，航路別品目別貨物量実績をペースにした収

束計算を適用し，65年の航路別品目別コンテナ貨物量を推計する。この計算はコンテナ化率の各ケース

について行なう。
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全国ライナー
　　　貨物量

全国ライナー
航路別貨物量

全国コンテナ
航路別貨物量
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航路別品目別
コンテナ貨物量

全国コンテナ
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品目別貨物量

全国コンテナ
航路別品目別
輸出入別貨物量

全国ライナー
品目’別貨物量

全国コンテナ
品目別貨物t

図6．3．1　全国コンテナ貨物量の予測システム

（2）国内地域別コンテナ貨物量の予測システム

　全国コンテナ貨物量の細分，たとえば県への配分は，全国一地域一→県という二段階の方法で行う

手法を用いる。

　まず初めに全国貨物量を地域配分率を用いて全国8地域（北海道，東北，関東，中部，近畿，中国，四

国，九州等）に配分する。この地域配分率の見通しは難しいため，やはり，いくつかのケースとして考え

る必要があるo

　全国各地域から県への貨物量配分の将来見通しも極めて難しいが，本研究では，データの利用可能性か

ら，実績の配分比率を用いる。昭和53年に封けるコンテナ流動調査により各地域における県別シェアを航路・

品目別に求めて県別配分シェアとする。

　つまり，全国一→地域の配分については政策目標を参考にしながら将来の変化を考えるが，各地域内の
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県間の生産・消費地分布は現状と変わらないと想定していることになる。

　なお，以上の結果をさらに流通タイプ別に分割する必要があるが・昭和49年と53年のコンテナ流動調査

に基づいて分割比率を決める。

全国航路別品目別

コンテナ貨物量

国内地域別
航路別品目別
コンテナ貨物量

国内県別
航路別品目別
コンテナ貨物量

全国→地域

品目配分率

地域→県

航路別品目別

配分比率

図6．　3．　2　県別コンテナ貨物量の予測システム

　6－3－3　外貿コンテナ貨物量の推計結果

　外貿コンテナ貨物量の予測手法は以上示したとおりであるが，以下，昭和65年のコンテナ化率，地域

配分率ともにトレンド延長で設定したケースについてのコンテナ貨物量の推計例を示す。

　まず，全国の航路別コンテナ貨物量を算定すると表6．・3．　1　va示すとおりになる。ただし，この結果には

近隣諸国とのトランシップ貨物量は含まれていない。

　昭和54年のコンテナ貨物量は，トランシップ貨物を含めると輸出Z400万トン，輸入1，900万トン，

合計4，300万トンであり，除くと輸出2000万トン，輸入1，510万トン，合計aS10万トンである。

したがって昭和54年から65年までの年平均伸び率は，トランシップを除くと輸出入合計で6．　1％となる。

表6．3．1　航路別コンテナ貨物量の推計結果例

（千トン）

輸 出 輸 入

S．65推計 S．54実績 S．65推計 S．54実績

北　　　　　米 14，450 11，211 1ag50 8，789

欧　　　　　州 3660 a339 2670 2081
近東・地中海 2950 1，065 1，590 635
豪　　　　　州 1，410 1，466 1，490 1，357

近　　　　　海 4，580 2867 4，690 4，686

東南アジア 4，130 1，138 1，980 770
ナ　ホ　　ト　カ 2880 991 1，320 363
そ　　の　　他 4，760 1，817 1，1工0 383
合　　　　　計 38，820 2a894 28，800 19064
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表6．　3．　2　地域別コンテナ貨物量推計結果例

、

量 構成比 伸び率（6％①
S．53
実　　績

（千トン） （％） （％） （千ト功

北　海　道 722 L9 26．7 42

東　　　北 1，303 a4 ＆1 511

輸 関　　　東 14β86 38．3 4．5 a743

中　　　部 臥569 14．3 4．9 a145

近　　　畿 8207 2L1 5．4 4，353

出 中　　　国 3，551 9．1 10．3 1，091

四　　　国 1，569 4．0 15．8 270

九　　　州 3，012 7．8 10．6 903

全　　　国 3a820 100．0 6．1 19，058

北　海　道 924 3．2 17．3 136

東　　　北 1，320 4．6 15．2 242

輸 関　　　東 11，730 40．7 5．7 6，029

中　　　部 a219 112 5．8 1，638

近　　　畿 7，284 25．3 4．6 4，253

入 中　　　国 1，767 6．1 11．1 499

四　　　国 711 2」5 127 169

九　　　州 1，846 6．4 16．4 299

全　　　国 2a800 100．0 6．7 13，265

　　　　　　　　　注）　昭和53年実績は，コンテナ貨物流動調査よb推計

　　　　　　　　　　　　（地域分布は同調査でのみ判明）

6－4　港湾選択モデル適用の前提と方法

　6－4－1　はじめに

　本節では，6－2で提案した港湾選択モデル適用の前提と方法を述べる。まず，6－4－2では，モァ

ル適用に必要な前提条件を説明する。次に，6－4－3では，モデル適用の方法を述べる。

6－4－2　モデル適用における前提条件

（1）荷主の港湾選択モデルの前提と条件

　荷主モデルの一与件としての前提条件は，表6．　4．1に示すとおりであり，これは，政策変数，ケースイン

プットデータ，固定的インプットデータに大別できる。検討対象とすべき港湾の選定，貨物の国内輸送ネ

ットワーク，および港湾施設利用料率は，政策変数である。

　検討対象港は，既存の国際コンテナ港一東京湾，清水港，伊勢湾，大阪湾一以外で，今後，新規の

整備または既存機能アップが望まれる港湾として道央，仙台湾，新潟港，北関東，若狭湾，広島湾，北部

九州，南部九州，那覇港を抽出する。検討対象航路は，表6．・4．　2・va示す8航路である。
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表6．　4．　2　検討対象港と対象航路

検討対象港　　道央，仙台湾，新潟港，北関東，東京湾，清水港，伊勢湾，

（既存港含む）　若狭湾，大阪湾，広島湾，北部九州，南部九州，那覇港

北米，欧州，近東・地中海，

ナホトカ，その他

　荷主の港湾選択モデルでは複雑化，膨大な作業量の発生を防ぐために，つまb実用可能性を確保するため

に，機関選択を扱わない。国内輪送ネットワークとして唯一の機関が利用可能なものとする（利用機関の

変更は政策変数として把え得る）。

　ケース（インプット）データは，政策変数ではない（港湾政策の範疇では決定できない変数）が，いく

つかのケースの設定が可能となる変数である。港格と寄港頻度は，モデルのインプットとして想定するが，

その可能性は，モデル結果をフィードバックして判断される。国内地域別の品目別航路別流通タイプ別コン

テナ貨物量は，やはリモテルのケースインプットである。ケース設定の視点は，コンテナ化の動向と地方

分散の見通しであるが，本節では1ケースのみ用いる。

　固定的なインプットデータは，国内輸送コストの算定基礎となる各種料率であb，実勢べ一スの値およ

び公定料率を用いる。

（2）船社の寄港地選定モデルの前提条件

　船社の寄港地選定モデルは，基本的には荷主モデルの結果をそのままインプットとするため，独自の政策

変数およびケースインプットデータを導入していない。モデルの与件としての前提条件は表6．　4．3のとts

りである。

　ケースインプットデータは，港別集荷ポテンシャルと全国総（必要）配船数である。港別集荷ポテンシ

ャルは荷主モデルの最終アウトプットであり，寄港頻度ケースに応じて異なる。

全国総配船数は，全国コンテナ貨物量を輸送するのに全体として何隻の配船が必要とされるかを示す。こ

の総配船数のうち，何隻が検討対象港に寄港可能かが，船社モデルの主アウトプットの1つである。

　固定インプットデータとして，平均消席率，平均船型，盟外船積み取り比率，収支原単位が必要である。

平均消席率と平均船型は，一隻あたりの平均積載コンテナ個数を出すのに必要であり，これで全国貨物量

を割れば上記の全国総配船数が算出される。両データともに実績に基づいて想定している。盟外船積み取

り比率は，船社モデルが同盟船社集荷貨物を対象としているために必要とされるが，各種資料から実績ベ

ースで作成している。収支原単位は，寄港採算性検討の基礎データである。有価証券報告書等各種資料か

らやはb実績べ一スで想定している。
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（3）インプットデータの内容と作成方法

　以上の項目のうち，主要なものについてデータの作成方法等についてとりまとめておく。ここに説明の

ft　hインプットデー一タは，第4章，5章で用いたものと同じ値を用いる。

U）　国内貨物輸送ネットワークと輸送費

　　　本ケーススタディでは，全国都道府県を対象としているため，都道府県単位の地域区分でネットワ

　　ークを構成する。道路網は基本的に昭和65年の道路網計画を利用して作成してts　b，各都道府県と

　　港との時間距離が最小になるルートで2地点を結んでいる。

　　　ただし，北関東横断道は考慮してい左い。ゾーン中心は，都道府県庁所在地としている。陸路以外

　　は現状ネットワークを基本とし，フェリー・内航船は現在既に航路がある場合のみ導入している。な

　　ts，これらの新規のネッFワークの導入は政策変数ケースとして可能である。

　　　以上に基づいて，国内輸送料金を算定する。

（iD　船舶寄港頻度

　　　モデルのインプットとしての港格，寄港頻度は，フィーダーポートの場合，月1便，月2便，週1

　　便の4ケースを設定する。また，輸送金利の算定に必要な品目価格は，昭和53年のコンテナ流動調

　　査による実績平均である。

（4｝平均船型・消席率

　平均船型は，現在の各航路の代表的フルコンテナ船の積載個数（TEU）で表わしている。平均消席率は，

日本発着貨物に対するものである。通常は他国の貨物や近隣からのトランシップ貨物をも積載するため日

本発着貨物のみを対象とする消席率より大きい。この平均消席率は，実績，船社の目標消席率等から想定

しているo

表6．　4．　4　平均船型と平均消席率

航　　　　路 平均船型 同盟船消席率 同盟積取比率

（TEU）

1．北　　　　米 1，100 α700 α77

2　欧　　　　州 2，000 0400 0．85

a　近東・地中海 1，500 0，400 0．85

4　豪　　　　州 1，500 0，500 0．90

5　近　　　　海 420 0，800 1．00

6　東南アジア 420 α800 0．54

7　ナ　ホ　ト　カ 420 0，700 1．00

＆　そ　　の　他 2000 0，800 α85

注）　同盟船消席率一｛（貨物量×同盟積取比）

　　　／同盟配船数｝／（平均船型×2）
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　6－4－－3　港湾選択モデルの適用手順

　モデル適用の基本的プロセスは，図6．　4．1に示すとおりである。検討対象港と対象航路の数が多いため，

まずはじめに対象港と航路を荷主の港湾選択モデルを用いて絞り込む。この抽出された港湾と航路につい

て港湾選択モデル全体を適用する。図に沿ってこのプロセスを説明すると次のとおりになる。なお，3大

湾はすべてのコンテナ船が寄港する港つまbマザーポートであると仮定する。

①全対象港に対して，地方都市港湾で最大可能な寄港頻度と考えられる週1便の頻度を想定して荷主モ

　デルを適用し，集荷ポテンシャルを算出する。

②現状のコンテナ貨物扱い実績や，航行ルートなどを参考にしながら，航路別，貨物量ケース別に検討

　対象港を絞り込む。検討対象港が各航路毎に2～3港以内になるように対象港を抽出するが，この際に，

　航路のデビエーション（通常の船舶走行ルートからの乖離）があまり大きくならないということを重要

　な視点とする。

③この検討対象港と航路に対して港湾選択モデルを適用する。まず荷主モデルを再度適用する。寄港頻

　度として週1便，月2便，月1便，フィーダーのみ，の4つを想定し，港別航路別の集荷ポテンシャル

　を算定する。

④荷主サイドからみて利用し得る最低限の条件と考えられるコンテtr船の寄港頻度で寄港採算性を算定

　する。本来は，4つの頻度すべてについて船社モデルを適用すべきであるが，膨大な計算量になる。荷

　主の要望が強い月2便（荷主へのインタビューによると，月2便の寄港頻度があれば，利用可能との意

　向が多い）について計算する。

　以上のように算定された集荷ポテンシャル，寄港採算性に基づいて各港の寄港可能性を検討す．る（この

結果を配置構想案の策定につなげてゆく）。

（港湾・航路の絞り込み）
（港湾選択モデルの適用）

頻度ケース別

県別コノテナ

貨物量

検討対象港

｛9港湾）

荷主の港湾選択

　モデル

航路別頻度ケース

別集荷ポテンシャ

航路別頻度ケー一ス

別検討対象港抽出

・寄港頻度

・国内輪送条件

現状のコンテナ

貨物取扱い実績

璽禦一巨璽ヨ

港別航路別寄港

採算性，配船数

図6．　4．1　港湾選択モデルの適用フロー
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表6．　4．　5　検討対象港と航路の抽出および港格の想定

　航　路

`　湾 北米 欧　州
近　東

n中海 豪　州 近海
東　南

Aジア ナホトカ その他

道　　　央 ◎

仙　台　湾 ◎ ○ ◎

北　関　東 ◎ ○ ◎

新　潟　港 ◎

若　狭　湾 ◎

広　島　湾 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

北部九州 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

南　九　州

那　覇　港

注）　◎：コーリングポートかつフィーダーポート

　　○：フィーダーポート

　　　　　　　　　表（；．　4．　6　航路別検討対象港抽出の考え方

・寄港地（C。P）は全貨物量の2％以上の港（S．54清水港実績｝とする

北　　　　米 ・フィーダーポート（F．P）は同上のように抽出する

・広島一F．Pのみとする（瀬戸内海は大型コンテナ船の航行困難）

・現状は2大港のみ寄港している

欧　　　　州
・広島・北部九州一航行上のロスが小さいため検討対象とするが広島はF．Pのみ

・東京湾以北一航行上のロスがあるため集荷ポテンシャル20万トン以上のみ，F．P

検討対象とする

・C．P一全貨物の5％以上の港（S．54伊勢湾実績）とする

近東・地中海 ・F．P一集荷ポテンシャル20万トン以上の港とする

・広島　一F．Pのみとする

・貨物量上位2（地方）港（広島，北部九州）のみ検討対象とする
豪　　　　州

・広島一F．Pのみとする

・以下C．Pのみを考える

近　　　　海 ・検討対象港を集荷ポテンシャル20万トン以上（S54関門港実績）の港とする。た

だし，ポテンシャル量上位2港を検討対象とする……（広島，北部九州になる）

・この航路では上位2港を検討対象とする……（広島，北部九州になる）

東南アジア

・集荷ポテンシャル5万トン以上は，検討対象とする

ナ　ホ　ト　カ （月1便200本集荷で年4．8万トンの扱いに相当する）

・上位2港のみ検討対象とする……（広島，北部九州になる）

そ　の　他

注）C・Pコーリ VボートかつフィーダーボートF・P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－95一

フィーダーボート



6－5　全国外貿コンテナ港湾配置計画への港湾選択モデルの応用

　6－5－1　はじめに

　本節では，前節で抽出された港湾と航路について，港湾選択モデルを全国外貿コンテナ港湾配置計画策

定のために応用し，モデルの特徴を具体的に説明する。

　まず，6－5－2では，荷主の港湾選択モデルの適用結果を説明する。次いで，6－5－3では，船社

の寄港地選定モデル結果について述べ，その具体的特徴を明らかにする。6－5－4では，外貿コンテナ

港湾配置計画案の評価を総物流コストの観点から行う。

6－5－5では，以上に基づいて配置計画案の例を提示する。

　6－5－2　荷主の港湾選択モデルの適用結果

　前節で選定された航路別検討対象港について港湾選択モデルを適用する。まず，荷主の港湾選択モデル

を航路ごとに，前述のような検討対象となる港湾について適用する。寄港頻度として，既存港であるマザ

ーポートではどの航路も現状の最大の寄港頻度（東京湾と大阪湾の北米航路で4日に1便）が達成される

ものとし・地方港では，週1便，月2便，月1便，フィーダーのみ，の各頻度を想定して集荷ポテンシャ

ルを算定する。

　寄港頻度月栓航路合計の算定結果を表6．・5．　1に示す。

表6．　5．1　検討対象港の全航路合計集荷ポテンシャル

（1000トづ

検討対象港の集荷 遇　　1　　便 月 2　　便 月 1 便 フィーダーのみ
ポテ　ンシ　† ル 鉛積み　フィーダー・合　計 船積み ブイーヂー　　合　針 船積み フィーダー 合　計 船積み　　フィーダー　合　計

東 京 湾 2374τ　一119甑　2254＆ 2425a 一1710」　22548 2473α 一1982」 2274＆ 27705　－2221．　25485
道 央 86　　　　0．　　　　86 86． 0　　　　86」 86L 0」 86 0．　　　　0L　　　　　α
仙 台 湾 1457．　　80a　　2260． 1100」 1151．　　2260L 922 1338 2260． 0　　1500　　1500」
北 関 東 800L　　396L　　1197， 638 55a　　1197． 354． 645 998、 0．　　720．　　　72α
新 掲 港 94．　　　　0．　　　94． 9L4， 0」　　　　9▲ 90」 0． 90． 0L　　　　　O．　　　　　α
清 水 港 448臥　　　　0L　　4485， 4485． 0　　4485 4485． α 4485． 4485．　　　　0，　　4485
伊 勢 湾 9157．　　　　0．　　9157． 9157． 0　　　9157． 9157． ρ 9157， 922〔L　　　　O，　　9229
若 狭 湾 72　　　　　0，　　　　72 72 0」　　　　72 72 o 72」 0　　　　　0　　　　　0，
大 阪 湾 20487．－3199　　17288 2」226． 一384＆　17379 2206↓ 一4193，　17871． 26198，　－4496　2ロ02
広 島 湾 2100．　2227．　　4326 2009 2227、　　4236 1531． 2227． 3757． 0　　2227．　　2227．
北部九州 5133　　　973　　　6106， 4485 1621．　　6106 4127． 1967． 6094． 0　　2269　　　2269
南 九 州 0　　　　　α　　　　　　O 0． 0　　　　　　0． o 0 0． 《｝　　　　　0．　　　　　0．

邪 覇 港 0，　　　　0．　　　　　0． 1）

0、　　　　　0 0． O o． 《）　　　　　0．　　　　　0．

計 67617，　　　　0L　67617． 67617 0．　67617， 67617． 0 67617 67617　　　　　0．　67617．

注）　東京湾，大阪湾でのフィーダー相当量がマイナスとなっているが，これは他港からの流入を示す。

　　　抽出された検討対象港のみについての算定結果。

集荷ポテンシャルは，船積みポテンシャルとフィーダー相当量の和である。フィーダーサービスがある

としているのは，北米，欧州，近東・地中海，豪州の各航路であb，その他の航路では考えていない。

　フィーダー貨物の受け入れ先は，東京湾以北の検討対象港からは東京湾へ，大阪湾以西および若狭湾か

らは大阪湾へと，マザーポートへ輸送されるものとしている。

6－5－3　船社の寄港地選定モデルの適用結果

ここでは，荷主の港湾選択モデルの適用結果のうちから，前述のように荷主の要望が強く最も標準的と
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考えられる月2便の寄港頻度ケースについて船社の寄港地選定モデルを適用する。

（1）遠距離航路における適用結果

　遠距離先進国航路では，同盟制度が比較的よく整備されており，寄港地あるいはフィーダーボートの決

定は個々の船社ではなく，同盟全体での決定事項である。また，就航船型は大きく，フィーダーサービス

制度が整っている。これに相当する航路は，北米，欧州，近東・地中海，豪州の4航路である。

　これら航路にお・いて本モデルによる各港に対する検討事項は，次の2点である。

　。検討対象港に対する同盟指定すなわちペースボート指定の是非

　。検討対象港における配船形態・港格の検討

①　同盟指定の是非

　　検討対象港を同盟のべ一スポート（寄港地もしくはフィーダーポート）に指定した場合の収益（収支）

　とべ一スポートに指定しない，つまり未指定の場合の収益は，表6．　5．　2　va示すとおりに算定される。

　　ここで，ある港を同盟指定した場合の収益は，当該港背後圏の同盟船の集荷可能（相当分）貨物量を，

表6．・5．　2　遠距離航路における検討対象港への

　　　　　　　寄港時収益と配船可能数（S．65）

1

北米 欧州 　　地近

@　中

豪州

道　　　　　央
1

1

仙　　台　　湾

・・6124（191）1　（20）　　　‘

　地
@方@と港
i未の
ｭ指同
~定盟
^時指

U麟゙
馨雀　）

北　関　東　i
208　　1　　25

i201）　　　（22）

広　　島　　湾
（195）　　　（18）

・6　i　30（13）　　　（28）

北　部　九　州　　i
207　　1　　24　　　1

i183）　　　（14）

16
i　9）

31

i27）

道　　　　央　1

仙　　台　　湾　　， 34 『

　地
i　方
ﾇ可港
^能へ
諮狽ﾌ
j　配

@船

北　　関　　東 30 一

広　　島　　湾 一 一 一 一

北　部　九　州 36 8 6 4

（日本全体で必要な総配船数）

@　　　　　　（隻／月）
（　59） （14） （10） （　8）

月間総ポテンシャル（TEU） 91，116 22，415 16，083 10，871

注）　／：検討対象外， フィーダーポートの検討
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　当該港を同盟指定して積み取る時の同盟全体の収益である。同盟未指定時の収益は，当該港を同盟指定

　しない代わりにその背後圏の集荷貨物量をすべて放棄するとした場合の同盟全体の収益である。

　　モデルの算定結果（表6．　5．2）から分るように，全航路において検討対象港では，次の条件が満足さ

　れているo

　　　同盟指定時収益　≧　同盟未指定時収益

　これは，別の見方をすると次の条件となる。

　　　同盟指定に伴うコスト増　≦　同盟未指定・集荷量減に伴う収入減

　　つまり，どの対象港湾においても，背後圏のポテンシャルをあきらめるよりは，（寄港）コストアッ

　プを招いても同盟べ一スポートとし，寄港あるいはフィーダーサービスの提供を行う方が，「損の仕方

　が少ない」ということになる。

　　これは，検討対象各港において想定される昭和65年の貨物集荷ポテンシャルがそれだけ多いためと

　考えられる。たとえば，実際的には，1航路で年10万トン程度（おおよそ月400TEU）の船積みポテ

　ンシャルがあれば，月2隻程度の配船が可能と考えられ，これ以上の集荷ポテンシャルを放棄するのは

　収入減が大きすぎる。集荷ポテンシャルが小さければ，同盟指定コスト増の方が同盟未指定収入減より

　も大きくなる。

②　配船形態・港格の検討

　　同盟指定の可能性が明らかになれば，次は同盟の可能配船数の検討である。

　　モデルにおいて検討対象港への配船（可能）数は，次の条件が満たされるように決められている。

　　　寄港船収益　一　非寄港船収益

　　たとえば，北米航路で船社モデルの算定結果について説明を加えてみよう。検討対象港のうちから，

　仙台湾を例にとって，①の同盟指定の是非も含めてモデルの検討プロセスを示すと，図6．・5．1のとおり

　となる。以下，簡単に説明する。

　　まず，＠は，地方への貨物分散が進んでも地方都市港湾のコンテナ化が進まない。つまり現状どおり

　仙台湾背後の荷主は東京湾へ自己輸送し，船社はすべて東京湾で荷を受ける場合の例である。仙台湾背

　後の（同盟利用）荷主は，現状どte　b東京湾まで自ら輸送し，同盟船社は東京湾で荷を受けるときの収

　益を獲得する。なte，同盟船積み取り比率を予め想定しておく。この値は全港湾について同一とし，こ

　こでは，同盟積み取b貨物についてのみ検討を行う。また平均船型と平均消席率を想定して日本全体で

　の同盟船必要配船数を算定するが，東京湾と大阪湾には必ず寄港する（つまりマザーポート）としてい

　る。この配船数は図では月間59隻となってk・り，このうち何隻が地方都市港湾に寄港可能かということ

　が配船形態の検討である。

　　次に，⑮，◎は地方港のコンテナ化が進む場合の同盟指定の是非と配船数の検討である。このような

　検討は，実態的には，荷主が（港湾管理者と協力して）船社k・よび同盟に対して貨物の増大を背景に寄

　港を働きかけることから始まると考えられる。

　　⑮は，同盟指定した場合の収益と仙台湾への配船可能数の算定である。配船数の決め方は前述の寄港

　船収益と非寄港船収益の均衡（図では348百万円／1隻）である。仙台湾に寄港しない船は，東京湾で
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仙台湾からのフィーダー貨物を受け入れ，

仙台湾に寄港する船は仙台湾で船積みポテ

ンシャルを積み取る。結果では仙台湾に寄

港する船は34隻，寄港しない船は25隻

となる。同盟全体の月間収益は，寄港船収

益⑧寄港船数㊤非寄港船収益⑧非寄港船数

である。

　⑥は，仙台湾を同盟指定しない場合であ

る。イ蛤湾背後の同盟積み取リポテンシャ

ルはすべて放棄する（盟外船積みとする）

代わりに仙台湾には寄港せず，またフィーダ

ーサービスを提供しないと想定する。

　仙台湾の同盟指定の可能性は⑤と◎の比

較によって検討される。⑮の月間収益

20，567＞◎の月間収益19，109という

結果から，仙台湾は同盟指定のインセンテ

ィブを有しており，月34隻寄港可能と判

断するわけである。

（2）近距離航路における適用結果

　近距離航路においては，ナホトカ航路と韓

国航路には通常のような同盟制度がない。ま

た，東南アジア各航路には同盟もしくは協定制

度があるが，遠距離先進国航路よりは加盟船社

への制約は緩く，個男1船社の利益が最重要視

され，日本寄港地も背後荷主の貨物の量に応

じて自由に選択できる可能性が強い。つまり，

地方都市港湾（対象港）への寄港に同盟指定

という条件はあまり必要ないと考えられる。

　そこで，遠距離航路での検討とは異なb，

同盟指定の是非は検討せず，検討対象港への

配船（可能）数のみを算定する。

　配船数決定の考え方は図6．　5．　2　va示すとk・

りである。

　まず＠は現在の貨物分布（荷主分布）に従

って決定されている現状の寄港形態（つまり

北米・仙台湾の事例

⑧

自

／
東京⑥

◎＼

59隻／月

（百万円） 1船あたり収支

・収入570
・支出215
・収益355

月間収益
20，992

1540TEU／1隻

◎ （新規国際港の検討）

゜璽．璽…灘

非寄港船

（フィーダー貨

物受け入れ）

N　ノ25隻／月＼34隻／月

　　　　　、

　　　　寄港船

1船あたり収支

・収入575
・支出227
・収益348

1553TEU／　　　　　　月間収益
　　　1隻　　　　　　20，67

1船あたり収支

・収入566
・支出219
・収益348

’S3’TE
xIIE

◎

o

＄

同盟船59隻／月＼盟外船

　　　　　　　　＼
　　　　　　　（5，920TEU／月）

1船あたり収支

・収入533
・支出210
・収益323

月間収益
19，109

1440TEU／1隻
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東京湾，大阪湾等の大港湾への寄港）を示す。地方都市港湾背後の集荷ポテンシャルが増大するにつれ，

荷主からの船社誘致あるいは個別船社の寄港意図が高まる。

　⑮では，少数の船が地方都市港湾に寄港を開始した場合を想定している。寄港船はこの対象港背後の集

荷ポテンシャルを積めるため，寄港船数が少なければ，非寄港船（地方都市港湾背後のポテンシャルは積

めない）よbも消席率が高くなり，寄港船収益が非寄港船収益を上回る。なお対象港寄港船が少数のとき，

当然寄港船に積み切れない貨物が発生するが，これは既存港（東京湾）へ輸送されて船積みされることは

なく，次の対象港寄港船を待つことになる。荷主モデルで，既存港への輪送コストと地方都市港湾での船

待ち日数分の金利コストを比較し，船待ちが可能な貨物のみが地方港背後の船積みポテンシャルと算定さ

れているためである。

　⑥では逆に対象港への寄港船数が多すぎて消席率が低くなるため，非寄港船収益が寄港船収益を上回る

場合を示している。この時には当然，対象港への寄港を停止する船（社）が出現する。つまり地方都市港

湾マーケットからの撤退が生じると考えられる。

　④は，地方都市港湾への寄港・撤退がくり返され，寄港船収益と非寄港船収益がちょうど一致する状態

である。つまb，将来の地方への貨物（荷主）分散に対応した寄港形態が均衡的に決定された状態という

ことができる。

以上の考え方による船社モデルの結果を，地方都市港湾への配船時収益（全船社），配船可能数にっい

てとりまとめると，表6．　5．　3　va示すとお・りになる。

　この結果によると，近距離航路では広島湾と北部九州には，日本全体で必要とされるコンテナ船すべて

を配船することができる。つまり，その位の配船コストを賄うだけの貨物集荷ポテンシャルが見込まれる

⑧ 現　状

／o
凸

◎ 寄港船数が多すぎる

　　　　　　場合

　　　　　？

　。　　　●

（寄港開始）

⑤ 寄港船数が少ない

　　　　　　場合
　　　　　凸
　　　　　6
　　　　　●

　　　、＿’　　、
　　　　　　　、
　　　　　　　　、

非寄港船収益く寄港船収益

　　　　　（消席率高い）

④

　　　、一’　　、

　　　　　　　、
　　　　　　　　x
非寄港船収益〉寄港船収益

　　　　　（消席率低い）

寄港船数がバランス

　　している場合
　　　　　凸
。　も

　　、・一　”！　、

　　　　　　　、
　　　　　　　　、

非寄港船収益＝寄港船収益

図6．　5．　2　近距離航路にtoける配船数決定プロセス
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ということになる。また近海航路の仙台湾でも同様の結果となっている。

　一方，近海航路の若狭湾およびナホトカ航路の道央，仙台湾，北関東，新潟港，若狭湾では全船の寄港

は不可能であり，1部のみが寄港可能ということになる。

表6．・5．3近距離航路va・k・けるモデルの適用結果

近　　海 東南アジア ナホトカ その他

道　　　央 537

仙台　湾 525

北　関　東 521

新　潟　港 535

地方港への

z船時収益

i同盟船社全体）

i百万円／月）

若　狭　湾 540

広　島　湾 3，407 968 502 6，208

北部九州 3，407 968 502 6，208

道　　　央 11

仙台　湾 17

北　関　東 19地方港への

z船可能数

i隻／月）

新　潟　港 12

若　狭　湾 9

広　島　湾 57 20 30 6

北部九州 57 20 30 6

（総配船数）　（隻／月） （57） （20） （30） （6）

月間総ポテンシャル　（TEU） 38，633 13，745 17，488 20，790

　6－5－4　外貿コンテナ港湾配置計画案の評価

　以上の検討結果について，前に述べた総物流コスト節約額の算定を行う。

　算定結果は，表6．　5．4に示すとおりである。これから分るように，北関東と若狭湾を除くと，どの検討

対象港においても，全航路で総物流コスト節約額はプラスとなっている。つまり，荷主のコスト節約額は

船社のコスト増加額よbも多い。これは，個々の荷主がマザーポート（東京湾，大阪湾）へ個別輸送する

よりも，最寄り地方都市港湾へ輸送し，船社は本船を寄せて積み取る大量集中輸送を行う方が，全体のコ

ストは小さくなることが示されるためである。

検討対象港がフィーダーボートの場合も，荷主が個別輸送するよりも，船社がコンテナ単位に荷をまとめ

て行う集中輸送の方が，全体のコストは安くなる。たとえば，港湾選択モデノレでは，荷主はすべて4トン

車を利用して陸路またはフェリー（選択可能な場合には，どちらか安い方の機関）で生産地から港まで貨

物輪送（パラ輸送）し，t一た，往復料金を支払う（タリフベースでは，通常往復料金を支払うとされて

いる）ものとしている。一方，船社のフィダーサービスは．20フィートコンテナを陸路もしくは内航船
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で輸送し，片道料金のみを負担するものとしている。往復航のフィーダー輸送がバランスしていれば，片

道分のみを考えればよいからである。したがって，フィーダー輪送も大量集中輪送（個別荷主の4トン車

輸送を20フィートコンテナ詰めした輸送1（変換）の一環と考えられる。

　北関東と若狭湾は，総物流コスト節約額がマイナスとftっている。この点を北米航路・北関東寄港を例

にとり，もう少し詳しく検討してみよう。

表6．5．4　航路別総物流コスト節約額

（百万円）

北　　　　米 欧　　　　州 近東・地中梅 豪　　　　州

荷主コスト

ﾟ約顧ω

船社コスト

揄ﾁ頓⑧

A－B

D一一

　A－B

@　．．T

|一

荷主コスト

@約頓囚一

船社コスト

揄ﾁ額個

A－B 荷主コスト

ﾟ約頓肉一一一」A

船社コスト

揄ﾁ額にり一『

A－E

一　一．一
ｹ　　　央

主コスト

�z囚

@一．．≠№V3－一一・「

@225

船社コスト

揄ﾁ頓個

@　一・@L186．　一

　　一．．

一
』一一一仙台　湾 17，412 5107 　　・P2306 1，786

北関　東 1，032 2346 ▲1，315 333 108
新　　　局

若　　　狭

広　　　島 a579 a877 a702 2738 1，625 1，113 1，705 1，036 670 1，021 736 285
北部九州 1S124 a699 12425 a763 1，264 2490 2920 943 1，977 1，812 516 1，296

近　　　　梅 東爾アジア ナ　ホ　　ト　カ そ　の　他
荷主コスト

ﾟ約頓ω

鉛社コスト

揄ﾁ口胸

A－B 荷主コスト

ﾟ約頓脚

船社コスト

揄ﾁ頓個

A－B 主コスト

ﾟ約頓レu

船社コスト

揄ﾁ頓倒

A－B 荷主コスト

ﾟ約額肉

船社コスト

揄ﾁ頓倒

A－B

道　　　央 4923 246 4677
仙台　湾 889 389 500
北　関　東 63 433 ▲370
新　　　掲 597 269 329
若　　　挟 6 207 ▲200
広　　　島 a486 1，245 2241 1，689 474 1，215 2487 665 1，822 2674 789 1，885

部九州 5058 1，245 a814 2168 474 1，695 2759 665 2094 aa72 789 2584

　表6．・5．5は，北関東利用時の荷主の負担する流通コスト（国内輸送費と輪送金利）と船社の収益を東京

湾利用時と比較したものである。

　モデルにおける地域区分は，都道府県単位となっている。このため，北関東の集荷ポテンシャルが現実

の感覚より小さめとなる。現状で東北地方最大のコンテナ貨物生産地は，福島，とくにいわき市周辺であ

る。ここは北関東に近いが，ゾーン中心を県庁所在地としているため，福島県は仙台湾の背後圏と算定さ

れてしまう（福島・北関東間より，福島・仙台間の距離の方が短い）。この点を考慮すると，北関東の集

荷ポテンシャルはさらに大きくなり，総物流コスト節約額のマイナス幅は小さくなると考えられる。

　また，前述のように，貨物輸送時間の算定には将来の混雑を考慮していない。つまり東京周辺の過密化

が進んだ場合に生ずるであろう混雑費用を算入していない。たとえば，茨城から東京までの輸送時間は，

現行で90分程度であるが，これが倍になると往復で3時間増になる。これに要する増加費用（1990円／
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表6．5．5　北関東利用における総物流コストの内容

北関東利用の場合の比較 仙台湾利用の場合の比較（参考）

北関東利用 東京湾利 仙台湾利用 東京湾利
時コスト諸 用時コス 差　分 時コスト諸 用時コス 差　分
元 ト諸元 元 ト諸元

主要地域

ｩらの距

｣（km）

茨　　城

氈@　島

ﾈ　　木

Q　　馬

40

P90
W0

P70

120

Q90
P30

P20

80

P00
T0

|50

主要地域

ｩらの距

｣（km）

宮　　城

氈@　島

竅@　手

R　　形

　一
W0

Q00
V0

360
Q90
T40
R90

360
Q10
R40
R20

主要地域 茨　　城 14β00 22200 7，500 主要地域 宮　　城 一 62400 62400
からの輸 福　　島 38，300 49，700 11，400 からの輸 福’島 25，700 49，700 24，000

送料金 栃　　木 21，100 27，300 6，200 送料金 岩　　手 36，700 90，800 54，100
（円） 群　　馬 38，700 24，300 一14，400 （円） 山　　形 22，400 71200 48，800

・主モデル 荷主モデル

平均トンあ 輸送コスト 4，470 6，190 1，720 平均トンあ 輸送コスト 22990 35，560 12570
たリコスト 輸送金利 640 420 一220 たリコスト 輸送金利 1，070 760 一310

（円） 流通コスト 5，110 6，610 1，500 （円） 流通コスト 24，060 36，320 1a260

た力収益

船社モデル平均トンあ

@　　　　（円）
363，260 366，680 3，420

た力収益

船社モデル平均トンあ

@　　　　（円）　一
173，680 177，280 360

注1）距離は各県庁所在地から計測，片道。〔四捨五入）

注2）料金には有料道路料金，フェリー利用料金含む。また待ち時間含む料金。往復料金，4t車

　　　換算。

注3）仙台湾利用において輸送コストが高いのは，北海道～仙台，北海道～東京間のフェリー料金

　　　を含むため。

注4）比較の対象となる集荷ポテンシャルは同盟分のみで，北関東：687千トン，仙台湾；1421

　　　千トン。

トン）を考慮すると，先の荷主コスト節約額は，船社コスト増加額を上回ることになる。

　なお，北関東利用時の荷主コスト節約額は，船社コスト増加額よりも小さい結果とftっているが，北関

東・東京湾間の距離が短いことも大きな要因である。たとえば，茨城・東京湾間は120Kmしかない。結

果として荷主の輸送コスト節約額は，北関東利用で7，500円／4t車となり，貨物量が相当ないと，船

社コスト増加額の方が多い。一方，たとえば仙台湾利用をみてみると，宮城・東京湾間は360Kmであり，

仙台湾利用による節約額は，62．400円／4t．車と多額であb，節約寄与度が大きい。また，船社の仙台

湾寄港による増加コストは，大量集中輸送の特質でもあるが，距離の割にあまり大きくならない。

　6－5－5　外貿コンテナ港湾配置計画案

　これまでの検討結果から，配置計画代替案を作成する。計画案作成の視点は，コンテナ船の寄港採算性

が見込め，かつ総物流コスト節約額がプラスとなっているかどうかという点が主である。
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（1）遠距離航路における配置計画案

　表6．　5．　6は，遠距離航路にお・けるこれまでの検討結果を整理するとともに，港湾選択モデルの前提であ

る当初想定港格の妥当性を先の基準に基づいて判断したものである。なお・港湾選択モデルは，各港の港

格（本船寄港地／フィーB’一一ポート，寄港頻度等）を与件としてインプットし，貨物集荷ポテンシャルと

寄港採算性を算出・判定し，与件の成立可能性を検討して配置計画にするという，シミュレーション分析

的なモデルである。したがって，シミュレーションの過程で当初想定が適切でないとする結果も当然出現

するo

表6．・5．　6　遠距離航路の外貿コノテナ港湾配置計画案

当　初　想　定

iモデルの一与件） 配置計画案

道　　　央

仙台　湾 ◎ ◎
北　　　米

北　関　東 ◎ △

広　島　湾 ○ ○

北部九州 ◎ ◎

道　　　央

仙　台　湾 ○ ○
欧　　　州

北　関　東 ○ △

広　島　湾 ○ ○

北部九州 ◎ ◎

仙　台　湾
近　東

広　島　湾 ○ ○

北部九州 ◎ ◎

広　島　湾 ○ ○豪　州

北部九州 ◎ ◎

注）　◎：コーリングポート，フィーダーポート，○：フィーダーポート

　　　ム：今後さらに長期的観点から，検討を要する港湾

（2）近距離航路における配置計画案

　近距離航路における検討結果をとりまとめて想定した配置計画案は，表6．　5．7に示すとおりとなる。近

距離航路においては，フィーダーポートとしての港格は基本的に考えずに，本船寄港地としての成立可能

性のみを検討している。
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表6．　5．7近距離航路の外貿コンテナ港湾配置計画案

当　初　想　定

iモデルの与件）
配置計画案

仙　台湾

若　狭　湾
近　海

広　島　湾 ◎ ◎

北部九州 ◎ ◎

広　島　湾 ◎ ◎ア東
Wア南

北部九州 ◎ ◎

道　　　央 ◎ ◎

仙　台　湾 ◎ ◎

北　関　東 ◎ △

新　潟　港 ◎ ◎

若　狭　湾 ◎ △

広　島　湾 ◎ ◎

北部九州 ◎ ◎

注）　◎：コーリングポートム：今後さらに長期的観点から検討を要する港湾

ナホトカ

　　　道央

北部九州

近海

ナホトカ

欧州

近東
耳

〆
’

’

、

、

’

’

’

豪ア　ジ　ア

繭
剛

豪州
1東南アジア

ナホトカ

雌

剛〆

ナホトカ

（鯨

／

仙台湾

　　　べ一スポート

ー一一・一・・一一 @フィーダーボート

ム・脹舳な鯨から検討が渡とされる港湾

　　　　　　　　　　　　図6．　5．3　外貿コンテナ港湾配置計画案

注）　すべての検討対象港が同時に成立可能なことは意味しない。各対象港個々の成立可能性のみを示し

　　ている。たとえば仙台湾の成立可能なとき，他の道央，広島湾，北部九州が各々成立するかどうか

　　は別の検討が必要である。
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6－6　結　　語

　本章では，第4章で提案した荷主の港湾選択モデルと第5章で提案した船社の寄港地選定モデルをサブ

モデルとし，両サブモデルの結果の評価システムを付け加えた全体システムとして，港湾選択モデルを提

案した。

　港湾選択モデルは，港湾利用主体である荷主と船社の行動原理を踏まえて，全国や地域の外貿コンテナ

港湾の配置を評価決定できるモデルであり，その応用範囲として次の4つの役割が有用であると考えられ

ることを示した。

①港湾における外貿定期貨物需要予測

②港湾における外貿定期船配船数予測

③外貿定期船港湾としての成立可能性評価

④　外貿定期船港湾の配置計画案評価

　以上のうち，第4番目の用い方が最も広範であり港湾選択モデル全体を用いる方法となる。そこで，昭

和65年を目標時点として，全国の外貿コンテナ港湾配置計画案の策定・評価に同モデルを適用し，現実

の計画策定に応用できることを実証的に検証した。

　全国計画への港湾選択モデルの適用には，全国県別コンテナ貨物量が必要とされるが，本章においては，

その簡明な予測浮法を開発し推計結果を提示した。これに港湾選択モデルを適用した結果は表6．・5．6，表

6．　5．　7，図6．　5．　3　va示すとおりに整理されるが，モデル適用により次に示すことが可能となる。

①検討対象港湾の絞り込みプロセスから分るように，種々の港湾において，どのような航路開設の成立

　可能性が高いかという点についての簡便な評価ができる。

②各港の背後圏（または港勢圏）を品目別，航路別に求めることができる。

③各港の外貿コンテナ貨物需要量を品目別かつ航路別に求めることができる。

④　③に対応して港湾への海運同盟による指定の可能性，配船可能数を求めることができる。

⑤③，④から得られる結果が，トータルの物流コスト節約をもたらすことができるかどうか検討できる。

　既存のマザーポートに近い距離にある港湾では，同港にコンテナ船寄港を行う（つまり新規コンテナ航

　路を開設する）ことは，トータルの物流コストの増大をもたらす場合もあることがモデル適用結果より

　明らかとなった。この点から，当該港のコンテナ港湾としての成立可能性評価が行える。

⑥以上を通じて，全国外貿コンテナ港湾配置案を求めることが可能である。
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第7章　外貿コンテナ港湾の成立可能性評価における
　　　　　　港湾選択モデルの応用

7－｜　概　　説

　第6章では，外貿コンテナ港湾の全国配置計画案を策定するために港湾選択モデルが用い得ることを示

した。港湾選択モデルはこのほかにもモデルの用い方により種々の目的に応用することができる。

　本章では，特定の港湾をとりあげ，それが外貿コンテナ港湾として成立可能かどうかという一種のフィ

ージビリティスタディにおける港湾選択モデルの適用可能性と実用性を提示する。

　まず，7－2では，九州・山口地域を背後圏とする関門港と博多港とをとりあげ，外貿コノテナ港湾として

の成立可能性を，港湾選択モデルを用いて航路別に検証する。

　また，7－3では，日本海側の新潟港，富山伏木港お・よび敦賀港をとりあげ，同じく外貿コンテナ港

湾としての成立可能性を評価する。

　最後に7－4では7章の結論をとりまとめる。

7－2　九州・山ロ地域における外貿コンテナ港湾の成立可能性評価に関する考察

　7－2－1　はじめに

　九州・山口地域の外貿コンテナ港湾として関門港と博多港を検討対象とする。関門港はコンテナ船が一

部航路で寄港しており，今後さらに機能を充実できるかどうかが重要な検討視点となる。博多港はコンテ

ナふ頭を整備したぱかりであり，その有効利用が今後の課題となっている。同地域のコンテナ貨物は，関

門港，博多港を用いるか，広島港を用いるか，大阪湾（神戸港，大阪港）を用いるか，いずれかの港湾選

択が可能である。

　関門港，博多港や広島港は近距離にあるが船舶寄港頻度が少ない。一方，大阪湾は船舶寄港頻度は多い

が距離が遠い。荷主はこれら港湾を経済合理性の観点から比較選択し，船社は集荷（可能）貨物量に応じ

て寄港・配船するか，フィーダーサービスを提供するかを決定する。ある航路について関門港，博多港の

集荷貨物量が多く見込め，船社の採算性を充分に保証し配船数が多く見込み得るならば，その航路での外

貿コンテナ港湾としてのフィージビリティは極めて高いと判断される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64）
以上の点を港湾選択モデルの応用により検討することができる　。

　まず，7－2－2では，モデル適用の与件，前提条件を整理する。7－2－3では荷主の港湾選択モデ

ルの適用結果について，また，7－2－4では船社の寄港地選定モデルの適用結果について考察を加える。

　7－2－．2　モデル適用の与件と前提条件

　九州・山口地域における外貿コンテナ貨物の利用競合港は，関門港，博多港，広島港，大阪湾の4港とす

る。また航路分類は表7．2．　1のように8航路と設定する。
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表7．　Zl　本研究の航路分類と品目分類

航路分類 品　目　分 類

輸出・輸入共通 輸　　　　　出 輸　　　　　入

1，アジア近海 L調整食料品，飲料，フ九ロ→レ11．鉄　鋼 1．肉・魚介類，酪農品　11．金属及び同製品

2　その他アジア 2その他の食料品　　　　　12非鉄金属 2果実・野菜　　　　　12機械類

3　中　近　　東 a繊維原料　　　　　　　　la金属製品 3飼　料　　　　　　　1＆その他乾貨物

4．　オセァニァ 4．繊維製品　　　　　　　14電気機器 4．その他食料品　　　　14合　計

5　北アメリカ 5セメント　　　　　　　15自動車 5綿　花

6　アフリカ・その他 6その他非金属鉱物製品　16その他機械 6その他繊維原料

τ　中　南　　米 τその他軽工業品　　　　17その他乾貨物 7．金属原料

＆　　ヨ　ー　ロ　ツパ 8化学肥料　　　　　　　1＆合　計 8非金属原料

9　合　　　　計 ⑨プラスチック 9繊維製品

1αその他化学製品 10化学品

　港別の寄港頻度は次のように考え，表7．　2．　2のように設定する。

①関門港では既にガントリークレーンが設置され，韓国，台湾などいくつかの航路で本船が寄港してい

　るo

　　一方，博多港では，紅海航路の同盟指定は受けたものの1バースの整備であり，関門港との近接性を

　考えてみると，当面は関門港以上の寄港水準にはならないと考えられる。

②中国地方では，広島港の存在も無視できない。

　　現在は，フィーダーボートに指定されているだけであるが，将来は，アジア近海航路やその他アジア

　航路など，船型の小さな本船を搬入している航路では，広島港に寄港することも考えられる。

表7．　2．　2　港別航路別寄港頻度の設定

　　　　　港

@ 大阪湾 博多港 関門港 広島港

1．アジア近海 4日に1便 月2便 4日に1便 月　2　便

2　その他アジァ 4日に1便 月　2便 4日に1便 月　2　便

3　中　　近　　東 4日に1便 月　1便 週　1　便 フイー∠ダー

4．　オ　セ　ア　ニ　ア 4日に1便 月　1便 週　1　便 7イーダー

5．北アメ　リカ 4日に1便 月　1便 週　1　便 フィーダー

6　アフリカその他 4日に1便 月　1便 週　1　便 『

7．中　　南　　米 4日に1便 月　1便 週　1　便 一

8．　ヨ　ー　ロ　ッパ 4日に1便 月　1便 週　1　便 フィーダー

　このほかに必要なインプットとしての原単位は第6章で用いたものと同一であり，したがって昭和53年

価格を用いている。

　与件としての九州・山口地域全体の昭和65年コンテナ貨物は，図7．2．　1のようにして推計される。第6

章で示した全国県別貨物量予測手法と若干異なり，より地域特性を反映しやすい手法を採用している。

　九州・山口地域のコンテナ貨物量推計値は，輸出382万トン，輸入87万トン，合計469万トンとなる。
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したがって，昭和53年～65年の年平均伸び率は，輸出10．5％，輸入8．　8％，合計10．1％となる。

表7．Z3　昭和65年九州・山口外貿コンテナ貨物量

昭和53年実績値 昭和65年推計値 2、軒均伸停

輸出コンテナ貨物量
u56千トン）

　　　（千トン）a817 　　　（％）10．5

輪入コンテナ貨物量 316 870 ＆8

輪　出　入　合　計 1，474 4，687 101

注）　昭和53年実績値はコンテナ貨物流動調査の九州・山口地域発生（消費）貨物量を

　　年間値に換算した値である。

　次に，第2段階として九州・山口地域の航路別品目別コンテナ貨物量を，地域別航路別品目別コンテナ

貨物量に分割する。ここでは，九州・山口内の地域別貨物量の構成比は変化しないという仮定のもとに，

昭和53年コンテナ流動調査の地域別航路別品目別実績値をコンバータとして利用している。

　なk，地域区分については図τ22に示したように44に分割する。

S49～55
航路別品目別

乾貨物量

S　49～55

航路別品目別

　　貨物量

S49～55航路別
　　　　　コンテナ化率
（・ン鱈物量／雛雛性）

S55航路戊｝lj

　品目別コンテナ

　　　　比率

成長曲線を適用した
最小二乗法

昭和65年
　航路別品目別コンテナ化率

航路別
　コンテナ化率の推計

品目別
　コソテナ化率の推計

S49～55
外航定期性乾
　　　貨物量

昭和65年、外航
定期性乾貨物総量

S55外航
定期性
　乾貨物量

昭和65年航路別
品目別外航定期性
乾貨物量

S49～55

実質GNP

6B手065勾三4市路Siff（vaq）｝雀言寸

旺猪］65鵯目Sl」

S51～55　　　　S51～55
九州・山口地域全国ゴンテナ
コ！ラナ貨物　　貨物

　通関実績　　通関実績

Ssl～55九州・山口
地域のコンテナ貨物

　　　　ieua

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和65年航路別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品目別九州・山口地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域コンテナ貨物量

図7．2．1　昭和65年における九州・山口地域のコンテナ貨物量予測フロー
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川之江
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図7．　Z2　対象地域の地域区分

　7－2－3　荷主の港湾選択モデルの適用結果

　以上の前提に基づいて，荷主の港湾選択モデルを適用した結果を表7．　2．　4　va示す。この表によると，昭

和6S年の関門港全航路合計の月間取り扱い貨物量は21万トン，博多港14万トンと予測され，これを

年間取り扱い量に直すと，関門港253万トン，博多港170万トンになる。

表7．Z4　九州・山口地区生産（消費）貨物量の

　　　　各港集荷貨物量（S．65）

月間貨物量

@　（千M／T）

年間貨物量

@（千M／T）

大　阪　湾 25　（　64％） 300

博　多　港 142　（364％） 1，704

関　門　港 211　（541％） 2532

広　島　港 13　（　a3％） 156

合　計 390　（10α0％） 4，680

注）　M／T：メトリックトン
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　次に，航路別の集荷貨物量を図7．　2．　3に示す。

　ここで，関門，博多港における航路別集荷貨物量の推計結果の持つ意味を説明してk・く。

　生産地から港までのコンテナ貨物の流通コストを算定するに際して，港湾選択モデルでは貨物を4つの

流通タイプに分けている。

　このうち，フィーダー不可能な貨物は次の2タイブである。

　1．　フィーダー不可能直送タィブ

　Z　フィーダー不可能経由タィブ

　どちらの流通タイプについても，流通コストの中には，輸送金利が含まれる。

　輸送金利は，最大船待ち日数，1日あたり利率，商品価格によって決まるため，本章にて設定した博多港，

関門港の寄港頻度のもとでは，商品価格の高い品目ほど，関門港の集荷貨物量が博多港のそれを上回るこ

とになる。

　250
田ン）

アジア近海（韓国）

　　0博多港　関門港

　　　オセアニア

　150
吊ン） 135

O

110

　　0博多港

　　　　南

　200
俗ン）

関門港

米

0博多港　関門港

1，000

（十ト⑳

その他アジァ

　　　　　976

　　0博多港　関門港

　　　　北　米

　500
仔トン） 451 426

47

3

　　0博多港　関門港

　　　　ヨーロプノ、

　　　　　　　299
　300
（千トン）

0
　博多港　関門港

　250
（千レ）

　200
（千トン）
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博多鶏　関門港

　アフリカ

0
　博多港　関門港

　凡　例

集荷ポテ
・郵』

謬

図7．　2．　3　港別航路別集荷貨物量
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　一方，遠距離航路（中近東，オセアニア，北米，ヨーロッパの4航路）については，荷主はフィーダー

サービスを利用することができるため，関門港および博多港の集荷ポテンシャルは船積みポテンシャルと

フィーダー相当量の合計値になる。

　ところで，フィーダー貨物については

　①　フィーダー可能直送タイプ

　②　フィーダー可能経由タイプ

の2つのタイプがあるが，どちらのタイプでも流通コストの中に輸送金利が含まれないため，荷主は国内

輸送費（経由タイプでは，国内輸送費と港頭諸費用の合計値）が最も小さくなる港湾を選択することにな

るo　　　　　’

　国内輸送費の算定に当っては，輸送時間が大きな要因となって働くため，本研究では高速道路を優先的

に利用するネットワークを考えている。

　将来の九州・山口地区の高速道路および一般国道，主要地方道路網をみると，九州地区の高速道路網は博

多経由で関門港とつながることになる。

　したがって，九州地区の大部分の荷主にとっては，フィーダーサービスを利用できる航路については，仮

に博多港でもフィーダーサービス利用可能とすれば，関門港まで搬入するよりは博多港に搬入する方がコ

ストは小さくなる。結局，関門港のフィーダーサービスを利用する荷主は山口県と北九州市周辺の荷主に限

られることになる。

　このため，遠距離航路では，図7．　2．　3　va示したように「船積みポテンシャル」は関門港と博多港の寄港

頻度差により，関門港の量が博多港の量を上回る。この一方「フィーダー相当量」については，主として

国内輸送費の差により，博多港の貨物量が北九州港の貨物量を上回る。

　この結果，船積みポテンシャルとフィーダー相当量を合わせた集荷ポテンシャルでは，中近東，オセア

ニァ，北米の3航路で博多港の集荷ポテンシャルが関門港の集荷ポテンシャルを上回る結果になった。

以上に述べたように，各港の港勢圏は輸出入別，航路別，品目別，流通タイプ別に異なる。このなかで，

日本の代表的な輪出貨物である北米航路の「電気機器」について各港の港勢圏図を図7．2．4に例示する。

一112一



1　フィーダー可能直送タイプ

2．　フィーダー不可能直送タイプ

睡麹　大阪湾

　　　　博多港

　　　　関門港

図724　北米航路電気機器（輸出）の各港港勢圏の例
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　7－2－4　船社の寄港地選定モデルの適用結果

　7－2－3で算定した関門港，博多港の集荷ポテンシャルに，船社の寄港地選定モデルを適用した結果

を表7．　Z5　va示す。

　この表をみると，例えば，アジア近海航路（実際には韓国航路）の場合，日本全体では月間55隻の配

船が可能である。

　このうち，関門港では最大51隻までは，本船が寄港しても同盟船社は採算にみあうものと考えられ，

同様に，博多港では35隻までは本船の寄港が可能と考えられる。

　なお，関門，博多港への配船可能数は，各港の月間総ポテンシャルの増加に正比例して必ずしも増加し

ないo

　この理由は，前述の通b，本モデルで配船数を設定する際に

　1船あたり寄港船収益一1船あたり非寄港船（フィーダー受入）収益

　　　　　　　　　　　　　　表7．2．　5　船社の寄港地選定モデル適用結果

中近東 豪　州 北　　米 欧　州

関門，博多港の同盟指定時

精v（上段）と未指定時収

v（下段）

@　（100万円／月）

関門
1，847

i1，697）

6，672

i6，577）

17，935

i17，694）

5，132

i4，772）

博多
1，907

i1，538）

6，719

i6，537）

1ao42

i17，668）

5，258

i4，823）

関門，博多港の配船可能数

@　　（隻／月）

関門 12 13 43 24

博多 2 3 10 6

日本全体で必要な総配船数（隻／月） 15 16 52 29

全国月間総ポテンシャル　　（TEU） 23，340 23，762 79，393 46，415

西日本月間総ポテンシャル（TEU） 1，658 1，065 ag33 2479

関門月間総ポテンシャル　　（TEU） 613 458 1，774 1，248

博多月間総ポテンシャル　　（TEU） 991 562 1，881 1，134

アジア近海 その他アジア アフリカ 中南米

関門，博多港の配船可能数

@　　（隻／月）

関門 51 94 5 4

博多 35 55 4 2

日本全体で必要な総配船数（隻／月） 55 94 5 4

全国月間総ポテンシャル　　（TEU） 37，120 63，230 14，472 1a278

西日本月間総ポテンシャル　（TEU） 1，772 6，983 859 775

関門月間総ポテンシャル　　（TEU） 971 4，067 736 665

博多月間総ポテンシャル　　（TEU） 677 1，703 82 51

注）　アジア近海（韓国）には関釜フェリーで輸送されるコンテナ貨物も含まれる。
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が満たされるように，2次方程式でつまり非線型で配船数が決定されるからである。

　この条件が満たされる範囲内であるならば，検討対象港に配船しても，大阪湾でフィーダー貨物を受け

入れるよりも採算がよいと考えられる。

7－3　日本海北部地域における外貿コンテナ港湾の成立可能性評価に関する考察

　7－3－1　はじめに

　日本海北部地域の外貿コンテナ港湾検討対象港として，新潟港，伏木富山港，敦賀港をとりあげ，コン

テナ港湾としての可能性評価を検討してみ♂5；

新潟港にはすでにナホトカ航路のコンテナ船が月に1便寄港している。今後は，この寄港頻度を増大で

きるか，新規の航路誘致が可能かどうかが重要な検討課題となる。また，伏木富山港，敦賀港には日ソ間

ワニノ航路の存来定期船配船が行われているが，コンテナ航路は開設されていない。両港では，新規航路

の開設可能性があるかどうかが，コンテナ港湾としての成立可能性評価視点である。

　以上の点を港湾選択モデルの応用によb検討してみる。

　まず，7－3－2では，モデル適用の与件，前提条件を整理する。7－3－3では，荷主の港湾選択モ

デルの適用結果を示し，その結果について船社の集荷目標との比較で可能となる簡便かつ分りやすい評価

手法を提示する。

　7－3－2　モデル適用の与件と前提条件

　検討対象港として，図7．3．1に示す新潟港，伏木富山港，敦賀港をとりあげ，マザーポートとして東京

湾（東京，横浜港），伊勢湾（名古屋，四日市港），大阪湾（大阪，神戸港）をとりあげる。日本海側3

港の背後圏は同図に示す30都県とする。

　本節では，関係者へのインタビュー等を考慮した上で，日本海側3港に開設または寄港充実の見込みの

ある検討対象航路として，ナホトカ航路，近海航路，東南アジア航路の3航路を設定する。

　各航路に含まれる具体的な相手国は下表の通りである。

表7、3．1　検討対象航路

ナホトカ航路 ソ連，欧州各国，中近東各国

近海航路 香港，台湾，韓国，中国

東南アジア航路 インドネシア，タイ，インドシナ，シンガポール

}レーシア，北ボルネオ，フィリピン

　次にコンテナ船の寄港頻度を，港湾別，航路別に表7．　3．　2のように設定する。

　また，モデルの一与件として必要な昭和65年のコンテナ貨物量としては，第6章と同一の県別コンテナ

貨物量を用いる。
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図7．3．1　対象地域と対象港湾

表7．　3．　2　寄港頻度の設定

（日／便）

ナホト　カ 近 海 東南アジア

現在頻度 将来頻度 現在頻度 将来頻度 現在頻度 将来頻度

大　阪　湾 3 3 3 3 3 3

伊　勢　湾 6 3 3 3 3 3

東　京　湾 3 3 3 3 3 3

新　潟　港 30 30 0 30 0 30

伏木富山港 0 30 0 30 0 30

敦　賀　港 0 30 0 30 0 30

　モデルに必要な種々の原単位や貨物輸送条件は第6章で用いたものと同一であり，昭和53年価格で検

討が行われる。

　7－5－5　荷主の港湾選択モデルの適用結果

　前述の前提条件のもとでモデルを適用して算定された各港のコンテナ貨物集荷ポテンシャルの推計結果

をとりまとめると，表7．　3．　3　va示すとおりになる。このうち，昭和53年値は，コンテナ流動調査による

実績としての県別貨物量をモデルにインプットした計算値である。昭和53年に日本海側3港でのコンテ

ナ船寄港はない。
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　一般に，船社が近距離航路において1回の寄港で必要とする輸出入コンテナ貨物量は100TEU，約

1600～1700トン程度である。ただし，この量は厳密な意味のものではなぐ，あくまでも目安である。

月1回の配船であれば，年間必要量は約20，000トンとなる。

表7．　3．　3から分るように，日本海側3港の昭和65年の集荷ポテンシャルは，敦賀港がナホトカ航路で

年間30，000トン程度となるほかは・どの航路でも40，000トン以上が見込まれる。

表7．3．　3　日本海側3港・競合港のコンテナ貨物集荷ポテンシャル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千トン）
航 S．53年 S．　65年

路
港　湾

輸　　出 輸　入 合　計 輪　　出 輸　　入 合　計

大　阪　湾 213 138 351 586 358 944

ナ 伊　勢　湾 117 37 154 415 151 546

ホ 東京　湾 473 99 673 1，093 560 1，653

ト 新　潟　港 61 6 67 166 68 234

カ
伏木富山港 18 0 19 37 7 44

敦　賀　港 13 0 13 26 4

　29P

合　計 895 382 1，277 2323 1，127 la450

大阪　湾 744 1，348 2092 1，200 1，265

近 伊勢　湾 228 328 556 730 470 lL200

東京　湾 1，267 1，148 2416 1，762 2026 a788

新　潟港 144 70 214 360 265 625

海 伏木富山港 48 18 66 85 16 100

敦　賀　港 33 24 57 67 13 80

合　計 2465 2935 5，401 4204 4，055 a259

大　阪　湾 194 139 333 1，200 627 1，827

東 伊　勢　湾 62 35 97 786 267 1，053

南 東　京　湾 396 194 589 1，858 996 2854

ア 新　潟　港 35 12 ’47 331 139 470

ジ 伏木富山港 3 0 3 82 8 90

ア 敦　賀　港 1 2 3 59 5 64

合　計 692 371 1，774 4，316 2041 1，357

　以下航路別のモデル適用結果についての考察を加えるとともに，その結果が政策目標に用い得ることを

示す。

（1）ナホトカ航路

表7．　3．　3　va示すように，日本海側3港の集荷ポテンシャルは合計で，昭和65年には30．7万トン（輸

出入計）と推計され，これは，背後圏全貨物量の345．・0万トンの8．9％を占める。これを輸出・輸入別に

みると，それぞれ229万トン（全輸出貨物量の9．9％），7．9万トン（全輸入貨物量の7．0％）となり，輪
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入量と比べて輸出量が大きく超過する傾向がみられる。これは，日本海側3港の港勢圏に大消費地である

3大都市圏が含まれないことを反映しているものと推察される。また，昭和53年のコンテナ流動調査に

基づく貨物量について，日本海側3港の集荷ポテンシャルを試算すると，合計10万トノとなる。

　日本海側3港の内，最も大きな集荷ポテンシャルを持つ港湾は，現在，日本海側において唯一ナホトカ

コンテナ航路が寄港している新潟港である。同港は，昭和65年には，輸出1　6．6万トン，輪入6．・8万ト

ン，合計234万トンの集荷ポテンシャルを持つと推計される。また，昭和53年に，仮に新潟港へ当該

航路が設定されていたとした場合の集荷ポテンシャルは，輸出入合計で6．7万トンとなる。

　新潟港にお・ける昭和65年の集荷ポテンシャルを1船当たbの輪出コンテナ数（20フィート換算コン

テナ個数）に換算すると900TEU程度となり，航路開設は充分に可能とみられる。この貨物に対処す

るためには，新潟一ナホトカ間のコンテナ直行便の開設，複数便の配船，施設整備等，積極的な対応が政

策目標として必要になると予想される。

　新潟港に次いで大きな集荷ポテンシャルを持つ港湾は伏木富山港であb，昭和65年には輸出3．7万ト

ン，輸入7千トン，合計4．・4万トンの貨物の集荷が可能であると算定される。

　昭和65年にお・ける同港の集荷ポテンシャルを1船当たりの輸出コンテナ数に換算すると，380TEU

程度となる。船社は，1回の寄港に対して最低100個のコンテナ貨物を必要としているため，伏木富山

港のナホトカ・コンテナ航路の新規開設は十分可能性のあるものと考えられる。

　敦賀港は，昭和65年には，輸出26万トン，輸入4千トン，合計2．・9万トンの集荷ポテンシャルを持

つと推計される。また，昭和53年において，同港に仮に寄港があったとした場合，集荷ポテンシャルは，

1．3万トンとなる。

　新潟港および伏木富山港と同様に，昭和65年における1船当たりの輸出コンテナ数を算出すると，

140TEU程度であり，これは船社の採算ラインの目安となる集荷目標を超えている。

（2）近海航路

　表7．　3．　3　va示すように，日本海側3港の集荷ポテンシャルは合計で，昭和65年には80．5万トン（全

貨物量の9．　7％），と推計される。これを輸出・輪入別にみると，それぞれ51．2万トン（輸出貨物の

122％），29．4万トン（全輸入貨物の7．3％）の集荷ポテンシャルとなる。

　また，昭和53年に，仮に寄港があったとした場合，日本海側3港は合計33．7万トンのコンテナ貨物

の集荷が可能であったと推計される。

　ナホトカ航路と同様に，日本海側3港の内，新潟港の集荷ポテンシャルが最大であb，昭和65年には，

輸出36．0万トン，輸入26．・5万トン，合計62．5万トンのコンテナ貨物の集荷が可能となる。また，昭

和53年の集荷ボテンシi・ルが21．4万トンであることを考えると，昭和53～65年に約3倍の増加を示

している。この傾向は特に，輸入貨物に関して顕著であり，同期間va　7．0万トンから26．5万トンに増加

しているo

　昭和65年における新潟港の集荷ポテンシャルを1船当たbの輸出・輪入コンテナ数に換算すると，そ

れぞれ，2，000TEU，1，500TEU程度となり，輸出コンテナ数はナホトカ航路の約2倍に相当するこ
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とになる。

　伏木富山港tsよび敦賀港にkける集荷ポテンシャルは，昭和65年には，それぞれ10．・O万トン，＆0

万トンと推計される。また，両港の昭和65年にむける1船当たbの輸出コンテナ数を試算すると，伏木

富山港500TEU，敦賀港400TEUとなり，いずれも船社の採算ラインの目安を大きく超えることが

予想される。

　以上のように，近海航路のコンテナ船の日本海側3港への寄港は，いずれの港湾についても充分実現性

のあるものと考えられる。

（3）東南アジア航路

　表7．　3．　3　va示すように，東南アジア航路のコンテナ貨物に関する日本海側3港の集荷ポテンシャルは合

計で，昭和65年には，62．4万トンとなり，これは，全貨物量の9．　8％を占める。これを，輪出・輸入

別にみると，それぞれ，4　7．2万トン（全輸出貨物の1　O．9％），1　5．2万トン（全輪入貨物の7．4％）とな

るo

　また，昭和53年に仮に，日本海側3港への寄港があったとした場合の集荷ポテンシャルは，合計で5．　3

万トンであり，昭和53～65年の期間に集荷ポテンシャルは，10倍以上の伸びを示すことが予想される。

　昭和65年における日本海側3港の輪出コンテナ数を試算すると，新潟港1800TEU，伏木富山港

450TEU，敦賀港320TEUとなり，これは，前述した近海航路とほぼ同様の規模となっている。

　すなわち，コンテナ貨物の集荷可能量という観点からみれば，日本海側3港における当該航路の開設は，

近海航路と同程度の実現可能性を持つものと判断することができる。

7－4　結　　語

　本章では，港湾選択モデルの実用性，多方面での応用可能性を示す例として，ある特定の港湾の外貿コ

ンテナ港としての成立可能性の検討にも用い得ることを示した。この検討で，港湾選択モデルのすべてを

適用するだけでなく，部分的な使い方も可能であることを明らかにした。

　まず7－2では，九州・山口地域の関門港と博多港を検討対象港としてとり上げ，広島港k・よび大阪湾

を競合港として，前2港の外貿コンテナ港としての成立可能性をモデルの応用により検討することができ

ることを実証した。この結果は，同地域の外貿港湾整備計画策定の計画指標となるものであり，本モデル

の部分的利用による計画策定への適用可能性を検証した。

　また，7－3では，日本海側北部地域の新潟港，伏木富山港，敦賀港をとり上げ，東京湾，伊勢湾，大

阪湾を競合港として荷主の港湾選択モデルを適用した。検討航路は，ナホトカ航路，近海航路，東南アジ

ア航路の3航路である。モデル算定結果について，現実の船積み量水準の目安を適用することにより，日

本海側3港の集荷ポテンシャルの評価を簡便に行うことができた。本節では，港湾選択モデルのうち，荷

主のモデルの部分のみを用いた，モデルの簡便な適用例を示している。この結果は，日本海側3港の港湾

計画策定の基礎指標として用い得るほか，港湾振興のための政策目標設定にも用い得るものであり，モデ

ルの現実的な実用性を示した。
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第8章 結 論

　本研究は，貿易立国日本の輸送システムのかなめである外貿コンテナ貨物輸送を対象として，港湾の需

要主体である荷主と船社の企業行動を反映した定量的方法論を開発し，港湾施設整備計画や配置計画の策

定に資していこうとするものである。このために，次に示す5つの課題について研究の必要性を提起した。

①コンテナ貨物需要をもたらす荷主企業の行動の把握と港湾選択との関連の明確化

②荷主企業の港湾選択行動の定量化と外貿コンテナ貨物需要を推計するための手法の開発

③　港湾における貨物の取り扱いは，荷主による当該港の選択とともに，船社による寄港地の選択つまり

　酉己船を通じて具現化する。この船社の企業行動の把握と寄港地選定との関連の明確化

④船社の寄港地選定行動の定量化と船舶寄港需要を推計するための手法の開発

⑤③，④をトータルシステムとして総合化し，効率的かつ適切な港湾整備計画策定に必要な情報作成の

　ための実用的かつ有用な定量的手法の開発

　以上の課題に対して各章において分析・考察を加え，次のような結論を得た。

　＜第2章：荷主の企業行動分析に基づ〈港湾選択基準〉

　本章では，港湾における外貿コンテナ貨物需要推計手法の研究の基礎として，貿易に関わる企業行動に

着目し，実態調査を通じて行動の背景，港湾選択のプロセス，港湾選択の基準について考察を加えた。結

果は次に示すように要約される。

①企業による港湾選択行動は，貿易取引条件に制約される。この条件は，国際貿易取引条件と国内取引

　条件に大別・整理できる。この貿易取引条件における受け渡し場所の規定が荷主の港湾選択の際の制約

　となる。また，外貿コンテナ貨物輸送における固有のシステムであるフィーダーサービスの利用有無も

　港湾選択に影響を及ぼす。

②企業による港湾選択には2つの種類があb，フィーダーサービスを利用した貨物搬出入港の選択と，

　貨物船積み・卸し港の選択に大別される。いずれの場合でも，予め港湾選択が海外から決められてしま

　う例外的ケースを除けば，港湾選択主体は日本の貿易荷主である。

③荷主の港湾選択行動は，輸出を例にとれば，生産地からの港湾選択と，ストックポイントの立地場所

　選択に大別される。

④いずれの場合においても，選択の基準は経済合理性すなわち必要コストの最小化である。具体的には

　次の5点が特に重要な選択基準となる。

　　i）船舶寄港頻度

　　lD輸送時間

　　iji　）国内輸送費

　　lV）船社の選択多様性

　　V）港運業者の信頼性
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　〈第3章：コンテナ船社の企業行動分析による寄港地選定基準の考察〉

　本章では，荷主と並ぶ外貿コンテナ港湾利用主体の核てあるコンテナ船社に着目し，その企業行動を分

析し体系化した。その結論は次のとおりである。

①コンテナ船は在来船と比べて2倍近くの建造費用が必要であb，設備の稼動率の向上，っまb寄港地を

　少なくし運航回転率を高めることが，船社の重要な経営目標となる。

②　その結果，日本では東京湾と大阪湾がコンテナ船寄港の中心となり，伊勢湾・清水港などが両湾に続

　く寄港地となる。他港への寄港は少なく，東京湾・大阪湾とのフィーダー輸送で補完されるシステムが

　形成されている。

③日本の寄港地の決定には，海運同盟が大きな役割を果たす。

④海運同盟は，同盟加盟船社間の調整を図るとともに，非加盟の盟外船社と厳しく競合し排除する役割

　を果たしている。

⑤　海運同盟は，加盟船社が寄港地を自由に増減しサービス過当競争に陥らないように，日本での寄港地

　指定（同盟指定）を行っている。この指定の中で各港で提供される船社の輸送サービス内容が規定され

　る。

　このような海運同盟の存在のもとに，同盟船社と盟外船社が自由競争を行い，結果として寄港地が決定

される。このプロセスについての考察結果を整理する。

⑥船社の行動原則は利潤の最大化である。海運同盟の制約下で最大限の利潤があげられるように同盟船

　社や盟外船社と競争しつつ寄港地が決定される。この海運同盟による制約の強弱は，航路ごとに結成さ

　れる同盟により異なる。

⑦遠距離航路では，船舶建造コストが膨大なため，過当競争のリスクを避げるために同盟結束力は強く，

　制約も相対的に厳しい。近距離航路では，小型船などの利用が可能で比較的小規模の投資ですむため，市

　場への参入離脱が自由になbやすい。このため船社間の競争が厳しく，同盟の結束力が弱い。同盟の結

　成されていない航路もある。

　〈第4章：荷主の港湾選択構造の定量モデル化手法〉

　本章では，第2章で考察した荷主企業の港湾選択構造を定量モデル化し，港湾における外貿コンテナ貨

物輸送需要の予測手法を開発し，これを3つのサブモデルから構成される荷主の港湾選択モデルとして提

案した。

　まず，流通コスト算定サブモデルにおいては，生産地から港までのトータル輸送コストを流通コストと

いう概念で定量化することを提案した。この中で，荷主の重要な港湾選択基準である船舶寄港頻度を，輸

送金利という概念で定量化できることを明らかにした。また，コンテナ貨物は，流通コストに含まれる内

容により4つの流通タイプに分けて把えるぺきであることを提案した。

　さらに，港勢圏決定および集荷ポテンシャル算定両サブモデルにより，流通コスト最小化に対応した港

湾別コンテナ貨物需要予測手法を提案した。

　以上示した荷主の港湾選択モデルを，昭和53年のコンテナ流動調査の結果に適用してモデルの現況再

現性をチェックし，その実用性を確認した。
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　〈第5章：船社の寄港地選定構造の定量モデル化手法〉

　本章では，第3章で考察した同盟船社の寄港地選定構造を定量モデル化し，これを船社の寄港地選定モ

デルとして提案した。このモデルは，荷主の港湾選択モデルで得られる港湾コンテナ貨物集荷ポテンシャ

ルが海運同盟による寄港地指定の条件を満たすか，満たすとした場合にどの程度の配船数が可能であるか

を検討するものである。

　まず，船社の企業行動に基づきモデル式の提案を行った。ある検討対象港が同盟指定された場合とされ

ない未指定の場合の両者について運航収益式を求めた。さらに，同盟指定可能条件式を設定した。また，

同盟指定が可能な場合，フィーダーサービスを提供するか，本船寄港とするかの検討を定式化し，配船数

決定式を提案した。これまでに求めた式は，すべて配船数を未知数として含んでいるが，各方程式群を整

理すると，配船数決定式が非線型の2次方程式として得られる。したがって，モデルの解が存在すること

を明らかにした。これが本モデルの大きな特徴である。

　また，前章の荷主の港湾選択モデル結果を受け，本モデルに必要なパラメータ群を実績データから作成

し，モデルの現況再現性をチェックした。その結果，船社の寄港地選定モデルは，特定航路を除くと実用性

のあることが検証された。

　この検討プロセスを通じて，本モデルは現状の港湾の寄港状況評価にも用いることが可能なことを明ら

かにした。

　なk・，一部航路とくにソ連船社が運航主体となるナホトカ航路では，一部港湾において理論配船数が実

績を大きく上回る。これは，ソ連船社の寄港地選定基準が必ずしも経済合理性のみではないことを意味し

ていると考えられる。この点についての検討が今後の課題である。

　〈第6章：外貿コンテナ港湾配置計画評価手法とその応用〉

　本章では，第4章で提案した荷主の港湾選択モデルと第5章で提案した船社の寄港地選定モデルをサブ

モデルとし，両サブモデルの結果に対する評価システムを付け加えた全体システムとして，港湾選択モデ

ルを提案した。

　港湾選択モデルは，港湾利用主体である荷主と船社の行動原理を踏まえて，全国や地域の外貿コンテナ

港湾の配置を評価決定できるモデルであり，その応用範囲として次の4つの役割が有用であると考えられ

ることを示した。

　①港湾における外貿定期貨物需要予測

　②　港湾にtoける外貿定期船配船数予測

　③外貿定期船港湾としての成立可能性評価

　④外貿定期船港湾の配置計画案評価

　以上のうち，第4番目の用い方が最も広範であり港湾選択モデル全体を用いる方法となる。そこで，昭

和65年を目標時点どして，全国の外貿コンテナ港湾配置計画案の策定・評価に同モデルを適用し，現実

の計画策定に応用できることを実証的に検証した。

　全国計画への港湾選択モデルの適用には，全国県別コンテナ貨物量が必要とされるが，本章においては，

その簡明な予測手法を開発し推計結果を提示した。港湾選択モデルの適用により次に示すことが可能とな
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るo

①種々の港湾において，どのようなコンテナ航路開設の成立可能性が高いかという点についての簡便な

　評価ができる。

②各港の背後圏（または港勢圏）を品目別，航路別に求めることができる。

③各港の外貿コンテナ貨物需要量を品目別かつ航路別に求めることができる。

④③に対応して港湾への海運同盟による指定の可能性，配船可能数を求めることができる。

⑤③，④から得られる結果が，トータルの物流コスト節約をもたらすことができるかどうか検討できる。

　この点から，当該港の外貿コンテナ港湾としての成立可能性評価が行える。

⑥以上を通じて，全国外貿コンテナ港湾配置案を求めることが可能である。

　〈第7章：外貿コンテナ港湾の成立可能性評価における港湾選択モデルの応用〉

　本章では，港湾選択モデルの有用性，多方面での応用可能性を示す例として，ある特定の港湾の外貿コ

ンテナ港としての成立可能性の検討にも用い得ることを示した。この検討で，港湾選択モデルのすべてを

適用するだけでなく，部分的な使い方も可能であることを明らかにした。

　まずはじめに，九州・山口地域の関門港と博多港を検討対象港としてとり上げ，広島港および大阪湾を

競合港として，前2港の外貿コンテナ港としての成立可能性をモデルの応用により検討することができる

ことを実証した。この結果は，同地域の外貿港湾整備計画策定の計画指標となるものであり，計画策定へ

の適用性を実証した。

　次に，荷主の港湾選択モデルのみを適用した例として，日本海側北部地域の新潟港，伏木富山港，敦賀

港をとり上げ，ナホトカ航路，近海航路，東南アジア航路を対象としてコンテナ港湾としての成立可能性

評価を行った。このモデル算定結果に対して，現状の船積み量水準の目安を適用することにより，日本海

側3港の集荷ポテンシャルの評価が可能となった。この結果は，日本海側3港の整備計画策定のための計

画指標となるだけではなく，港湾振興のための基礎的情報としても用い得るものであり，本モデルの現実

的な実用性を示した。

　以上，本研究では，従来あまり行われていなかった，企業のミクロ行動分析に基づいた，港湾計画の評

価手法，貨物需要予測手法，航路開設の評価手法を提案した。これらの手法により，フィージビリティーを

踏まえた計画策定が期待可能となった。

　今後に残された課題は，主として次の3点である。

　第一に，本研究では，地域別の貨物量分布すなわち，生産工場や消費企業等の立地を外生与件としてい

る。これらを内生化した，よリグ・一パルな評価手法の研究が今後の大きな課題である。

　第二に，国内輸送経路を外生的に与えているが，その内生化がやはり今後の研究課題である。

　第三に，船社の寄港地選定モデルにおいて，ナホトカ航路の適合性に若干の問題が残されていたが，そ

の改善が必要である。
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